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平成19年６月20日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成19年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第６号 宮崎県税条例の一部を改正する

条例

○議案第７号 県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例

○議案第９号 職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例

○議案第11号 宮崎県情報公開条例及び宮崎県

個人情報保護条例の一部を改正

する条例

○議案第13号 「財政事情」の作成及び公表に

関する条例の一部を改正する条

例

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて

○報告第２号 専決処分の承認を求めることに

ついて

○報告事項

・平成18年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・ 宮崎県経済の動き」について「

・不適正な事務処理に関する自主申告の結果と

今後の全庁調査について

・職員倫理規程の概要について

・ 宮崎県事業仕分け委員会」委員の公募につい「

て

・新たな行財政改革大綱の素案について

・ 指定管理者制度」導入施設の状況について「

出席委員（９人）

委 員 長 中 野 明

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 中 村 幸 一

委 員 星 原 透

委 員 黒 木 覚 市

委 員 外 山 衛

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 河 野 哲 也

委 員 川 添 博

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策本部

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総合政策本部次長 渡 邊 亮 一

総 合 政 策 課 長 土 持 正 弘

秘 書 広 報 課 長 緒 方 哲

統 計 調 査 課 長 井 黒 学

広 報 企 画 監 高 藤 和 洋

総 務 部

総 務 部 長 渡 辺 義 人

総 務 部 次 長
吉 瀬 和 明

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
宮 田 廣 志

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長 佐 藤 勝 士

部参事兼総務課長 米 良 剛

部参事兼人事課長 岡 村 巌

部参事兼行政経営課長 米 原 隆 夫

財 政 課 長 和 田 雅 晴
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税 務 課 長 後 藤 文 雄

総務事務センター課長 柄 本 寛

危 機 管 理 室 長 日 髙 昭 二

消 防 保 安 室 長 押 川 利 孝

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議事課主任主事 今 村 左千夫

ただいまから総務政策常任委員○中野委員長

会を開催いたします。

まず、本日の委員会の日程でありますが、今

回、議案及び報告事項がない部局につきまして

は待機ということで考えております。また、総

務部については、総合政策本部が終了次第、連

絡したいと考えております。その間10分程度休

憩しますので、御了承ください。日程案につき

、ましてはお手元に配付したとおりでありますが

御異議ありませんか。

これでよろしいんですけど、質疑○鳥飼委員

の内容次第では知事にも出席をしていただいて

お聞きしたい。そうでないと今度のいろんな方

針やらも聞けないところもあるものですから、

３日目の10時ぐらいに１時間ぐらいでも。事前

に言っておかないと 関連になってないもの―

ですから、それをお願いしたいと思います。

それは状況次第ということでよ○中野委員長

ろしいですか。

どちらにしても私は聞きたいと○鳥飼委員

思っているんです。知事に直接聞かないとどう

にもならないと。職員だけではですね。知事の

犯罪だから。トップの犯罪だからというような

思いでおるものですから。

今の鳥飼委員のは、聞きたいと、○星原委員

気持ちがあるわけだから、きょうの流れとは別

でしょうから、職員に聞いた部分とは。それは

それで前もって決めて入れるなら入れるという

形にしておけば。でないとほかの委員会もそう

。 。なる可能性もありますよね わかりませんけど

３日目じゃなくてもいいんですけ○鳥飼委員

ど、日程的には３日目かなと。きょう総合政策

本部やってあしたが総務部というような日程に

なっているから。しかし、向こうの日程も押さ

えておかないといかんなと思って。

私としては、どういう中身につ○中野委員長

いてかぐらいは検討して、どういうことを聞き

たいとかぐらいは把握してみんなで決めるべき

じゃないかなと思いますけど。

職員倫理規程は、今度のトップの○鳥飼委員

犯罪でいろんな規定とか入札問題とか出てきて

いるわけですけど、結局トップがやったわけで

すね、今度の犯罪というのは。これは内容にか

かわりますけど 公益通報制度とかいろいろ言っ、

たって人事であんなふうなこともあったわけで

すから、そこの心構えとか考え方を聞いておか

ないともとのもくあみになる。確かに形だけ変

えたけれども、決まったけれども、実質担保す

るにはそこがそういう気構えなり考えておって

もらわないと、実質担保されないんじゃないか

という懸念があるんです。

倫理の問題やらひっくるめて、知○星原委員

事の考え方を直接聞くということですね。

それは談合に関してですか、預け○外山委員

の流れですか。

いえ、今度倫理規程とか決まった○鳥飼委員

ですね、それやら含めて。私の考えとしては、

予算にかかわることについての審議をする場と

いうのが今の形ではちょっと不十分だと思って

いるんです。本会議で県政の課題とかいろいろ

やりますけど、その中に予算のこともちょっと
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出てきます。本会議が終わったら、各部局ごと

になりますから、例えば商工観光労働部長に予

算のことで聞きたいと思っても聞けないわけで

す。そういう不都合があるものですから、予算

委員会でもつくってもらうのが一番よくて、普

通の常任委員会と同じですよ、知事以下全部部

長並んでもらって各会派からやってもらうとい

うのを。それはずっと先のことになるでしょう

から、今回はそれができていませんので、基本

的な部分の考え方なりについてトップでないと

答えられないところがあるものですから。今ま

でそういう慣例はなかったから、今まででした

ら、例えばシーガイアの問題とか徹夜でやった

りしましたけど、ああいう極めて例外的なこと

だけにおさまっていますので、前もって言って

おいたほうが向こうも時間を確保できるんじゃ

ないかというようなこともありまして、委員長

のほうにお願いしたところです。

、○中村委員 向こうも都合があるでしょうから

きょう午前中終わったら、書記でもいいが、知

事の日程を。総務委員会にとにかく１時間なら

１時間出てきてくれというのを。この常任委員

会の間でいいわけですからね。

どういうことを聞きたいとかそ○中野委員長

ういうことは言わんでいいんですか。

今おっしゃったように、倫理規程○中村委員

とか、談合問題とか、予算問題とか、知事でな

ければ答えられないやつをということでしょう

から。

できれば総務部と総合政策本部が○鳥飼委員

終わった段階のほうがいいなと思うんです。

、○中村委員 向こうの都合もあるでしょうから

一応都合のいい日を聞かないといけないでしょ

う。

それじゃ、そういうことでよろ○中野委員長

しいですか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○中野委員長

します。

執行部入室のために暫時休憩いたします。

午前10時７分休憩

午前10時８分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

本委員会に付託された議案等の説明を求めま

す。なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべ

て終了した後にお願いをいたします。

それでは、本日御審議○村社総合政策本部長

いただきます議案の概要につきまして、私の方

から御説明させていただきたいと思います。

お手元の総務政策常任委員会説明資料の目次

をお開きいただきたいと思います。

当委員会に御審議をお願いしております議案

は、議案第１号「平成19年度宮崎県一般会計補

正予算」であります。

右側１ページの補正予算総括表をごらんいた

だきたいと思いますが、総合政策本部の平成19

年度６月補正予算額は、一番下の段の一番左に

なりますけれども、3,784万2,000円をお願いい

たしております。これは、知事のマニフェスト

の具現化のための政策的事業あるいは新規事業

。などを中心とした補正を行うものでございます

なお、２ページ以降に今回の補正予算に係る総

合政策本部の主な新規・重点事業を掲載してお

りますけれども、詳細につきましては、後ほど

。担当課長のほうから説明をさせていただきます

。御審議のほどよろしくお願いしたいと思います

次に、その他の報告事項についてでございま

す。本日御説明いたしますのは 「宮崎県経済の、

動き」ついてでございます。10ページをお開き
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いただきたいと思いますけれども、この「宮崎

県経済の動き」につきましては、広く県民や県

内経済界に情報提供を行うとともに、各部局に

おける政策立案等を支援するため、総合政策本

部で取り組んでいるものでございます。お手元

に別冊の資料としてお配りしておりますけれど

も、このたび、平成18年年間の状況及び平成19

年１月から３月期の状況について取りまとめま

したので、その内容について御報告するもので

あります。詳細につきましては、後ほど担当課

長より説明させていただきますので、よろしく

お願いいたします。

私からは以上でございます。

それでは、総合政策課の○土持総合政策課長

。６月補正予算につきまして御説明をいたします

、 、恐れ入りますが お手元の歳出予算説明資料

厚い横長の資料でございます。この３ページを

お開きいただきたいと思います。総合政策課の

補正予算としましては、一番上の左側になりま

すけれども、2,684万9,000円の増額補正をお願

いしております。この結果、補正後の予算総額

は、右から３番目の欄になりますが、６億8,668

万円となります。

それでは、補正の主な内容について御説明い

たします。１枚めくっていただきまして５ペー

ジをごらんいただきたいと思います。５ページ

の下から２番目の事項でございます。県計画総

合推進費でありますが、2,360万1,000円をお願

いしております。これは県総合計画の推進及び

政策課題に関する調査・検討等に要する経費で

あります。

このうち、１の○新みやざき創造戦略展開事新

業、これが主なものでございまして、2,190万円

をお願いしております。内容につきましては、

恐れ入りますが、再度、総務政策常任委員会、

先ほど部長が御説明した資料でございますが、

これで御説明をしたいと思います。

２ページをお開きいただきたいと思います。

「新みやざき創造戦略展開事業」についてでご

ざいます。今般策定いたしました新たな総合計

画「新みやざき創造計画」におきましては、重

要性や緊急性の高い課題に的確に対応するとと

もに、知事のマニフェストの具現化に向け、人

づくり、暮らし、経済・交流の３つの戦略から

成る「新みやざき創造戦略」を掲げたところで

ございます。

そこで、１の目的でありますが、この事業は

３つの戦略に係る関連事業の企画・立案・調整

等を行いまして、戦略の効果的な推進を図るこ

とを目的とするものであります。

２の事業概要でありますが、まず （１）の戦、

略の推進管理といたしまして、今後４年間の具

体的な施策や事業の進め方を明らかにした工程

表を作成するとともに、副知事を本部長とする

「新みやざき創造戦略推進本部 、仮称でござい」

ますけれども、これを新たに設置し、工程表に

掲げた取り組みを着実かつ強力に推進すること

としております。また、県内外の有識者で構成

いたします「戦略評価委員会 、これも仮称でご」

ざいますけれども を設置いたしまして、戦―

略の実施状況に対する評価、検証を行っていた

だくこととしており、これにより、客観的かつ

効果的な推進管理を図っていきたいと考えてお

ります。

また （２）の戦略に係る関連事業の企画・立、

案等といたしまして、既に工程表に掲げられて

おります取り組みに加えまして、部局間の連携

が必要となる施策テーマや、中長期的な展望に

立った新たな施策等の構築も図ることとしてお

、 、 、りまして 推進本部を中心としまして 総合的
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分野横断的な調整を図りながら調査・研究や企

画・立案等を行うこととしております。

３の事業効果でありますが、このような取り

組みを行いながら 「新みやざき創造戦略」の着、

実な推進を図ることによりまして、総合計画に

掲げる新しい県づくりの基本目標であります 日「

本の原点 時代の起点 創造みやざき」の目指

す姿の実現に向けて、一層の県勢発展を図るこ

とができるものと考えております。

なお、右のページは、ただいま御説明しまし

た「新みやざき創造戦略」の推進の考え方を概

念図としてまとめたものでございます。また１

枚めくっていただきまして、４ページと５ペー

ジには、４ページのほうに「新みやざき創造戦

」 、 、略 の戦略一覧 そして５ページになりますが

推進管理・評価体制のより詳しい資料をお示し

しておりますので、後ほどごらんいただきたい

と思います。

。総合政策課につきましては以上でございます

秘書広報課の補正予算に○緒方秘書広報課長

つきまして御説明いたします。

再び、歳出予算説明資料、この分厚い資料に

お戻りいただきまして、７ページをお開きいた

だきたいと思っております。秘書広報課の６月

補正予算は1,099万3,000円の増額をお願いして

おります。この結果、補正後の予算額は、右側

から３つ目の欄にありますように、５億1,199

万1,000円となっております。

１枚めくっていただきまして９ページをお開

きください。補正の主な事項につきまして御説

明いたします。

中ほどの（事項）広報活動費でございます。

２の改善事業、みやざきＰＲネットワーク強化

。 、事業の660万3,000円でございます この事業と

その下の（事項）広聴活動費の１の改善事業、

県民総ブレーン事業251万6,000円でございます

、 、が この２つの改善事業の内容につきましては

。後ほど広報企画監のほうから御説明いたします

同じ（事項）の広聴活動費の２のみやざき“

わくわく”体験ツアー126万円でございますが、

これは県民の方々を県有施設等に案内いたしま

して、施設の見学、各種の体験等通じまして県

政を身近に感じていただき、また、アンケート

調査等も実施いたしまして、それにより得られ

ました参加者の意見を今後の県政運営の参考と

することを目的として、平成16年度から実施し

ている事業でございます。

私からは以上でございます。

それでは、秘書広報課の改○高藤広報企画監

善事業２件について御説明をいたします。

まず、委員会資料の６ページをごらんくださ

い 「みやざきＰＲネットワーク強化事業」につ。

いて御説明をいたします。

この事業の主なねらいは、１の目的にもあり

ますように、まず、知事の情報発信力を活用す

ること、２つ目としまして、県とのパイプ役と

なり得る県出身者や、宮崎に対する興味、関心

の高い人たちの人的ネットワークを再構築しま

して、県外へのより効率的、効果的なＰＲにつ

なげることであります。

事業概要につきましては、７ページの図で御

説明をいたします。

図の左の上のほうをごらんください。現状・

課題と書いてある下に、知事のＰＲ効果という

のを枠で囲んでおります。この中を見ますと、

総務省の交流居住サイト、これは田舎暮らしの

情報などを提供するものでございますが、この

アクセス件数が６月11日現在で１万8,621件と全

国１位を続けております。また、みやざき物産

館とか新宿みやざき館の売り上げも前年を大き
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、 。く上回るなど 依然好調に推移をしております

この宮崎ブームを生かしましてさらなる情報発

信を行っていきたいということに考えておりま

す。

図の中ほどに 「これから」というのを書いて、

おります。その下に、宮崎のセールスマンとし

ての知事のＰＲ活動を枠で囲んでおります。知

事が引き続き、テレビ、ラジオ、雑誌などを通

じたＰＲ活動や 物産展 フェア等の参加を行っ、 、

て、宮崎の農林水産物や加工品、豊かな自然な

どを積極的にＰＲしていこうというものでござ

います。

、また図の左側のほうに戻っていただきまして

、 。下のほうに 従来のＰＲ組織と書いております

ここにありますように、これまで別々の部署で

県外広報特派員とかほっとみやざき観光大使な

どの人的ネットワークを持っておりました。こ

れを再編し、庁内で共有することで全庁的な活

用を図っていきたいと考えております。

図の真ん中のほうに、みやざき大使、みやざ

き応援隊というのがございますが、これになら

、 、れた方には 定期的な情報提供などをしまして

本県とのつながりを密にすることで宮崎のファ

ンとして活動していただき、宮崎ＰＲの一翼を

担っていただくことを期待しております。

、図の一番右側に事業効果と書いておりますが

みやざき大使の方には、宮崎への社員旅行の企

画とか、本県産の贈答品としての取り扱い、イ

ンセンティブツアーの実施など、また、みやざ

き応援隊の方々には、本県産品の継続的な購入

とか紹介、物産展等への参加など、宮崎のＰＲ

活動につながっていくということを考えており

ます。

次に、８ページをお願いいたします 「県民総。

ブレーン事業」について御説明をいたします。

まず、１の目的でございます。この事業は、

知事がマニフェストに掲げております県民総力

戦による県づくりを推進するため、県民一人一

人が県のブレーンとなっていただき、県政へ積

極的に参加していただくことを促そうとするも

のです。

２に事業概要について書いておりますが、知

事及び職員が直接県民の方々と意見交換を行っ

ていくもので、３つの事業を実施していくこと

にしております。まず （１）の県民ブレーン座、

談会であります。この事業は、知事が県内で活

躍している団体等とあすの宮崎について自由な

意見交換を行うとともに、可能な限り、団体等

の活動現場等の視察もあわせて行うものです。

年10回程度を予定しております。次に （２）の、

県民フォーラムでございます。これはまだ仮称

でございますが、この事業は、知事が各地域に

伺いまして、県政運営について県民に直接説明

いたしますとともに、各地域の課題等について

意見交換を行うものでございます。年４回程度

を予定しております。最後に（３）の出前講座

でございます。この事業は、県の施策等に関し

て県民の皆様の理解を得るため、県で用意しま

したテーマの中から、要請に応じて職員が出向

いて説明を行い、あわせて意見交換を行うもの

です。年40回程度を考えております。

最後に、事業効果でございますが、これらの

事業を実施することによりまして、県の施策に

、ついて県民の皆様の理解を得られますとともに

県民の意見とか要望を的確に把握し、県政に反

映することができるものと考えております。以

上でございます。

それでは「宮崎県経済の○井黒統計調査課長

動き」について御説明いたします。

資料の10ページをお開きください。
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まず、１、目的についてでございますが、先

ほど本部長からも御説明しましたが、県内経済

の実態について、各種統計指標により分析した

ものを公表し、広く県民の方や県内経済界に情

報提供を行いますとともに、各部局における政

策立案等を支援するものであります。

次に、２、内容の（１）公表種別でございま

すが、年版及び四半期版を公表することといた

しております （２）の構成につきましては、概。

況及び下の表に記載しました５分野の指標など

から成っております。

次の11ページをごらんください。３、平成18

年の概況についてであります。二重線枠内に記

載しております。平成18年の本県の景気は、生

産活動が好調であり、消費の面でも底堅く推移

し、雇用の面では依然厳しい状況にあるが、改

善の動きが続いたこともあり、引き続き緩やか

な回復基調となったとしております。

具体的には、下の表の主な経済指標により御

説明させていただきますので、二重線枠の下の

コメントとあわせてごらんください。

、 、主な経済指標につきましては 表の左側から

分野、指標の順になっております。また、右に

向かって平成14年からの数値を記載しておりま

して、平成18年の数値は表の一番右側でありま

す。なお、それぞれの指標は２段書きとなって

おりますが、下段は前年と比較したものでござ

います。

まず、生産の分野につきましては、この分野

、 、の指標の一番上 鉱工業生産指数でありますが

、 、全体としては107.2となり 前年を5.5％上回り

平成12年以降、最高の水準となりました。これ

は、プラズマディスプレイの主な部品となる表

示管などの電子部品・デバイス工業や、自動車

関連の輸送機械工業が大きく上昇したことなど

が主な要因であります。その２つ下の大口電力

使用量は19億3,000万キロワットアワー余りとな

り、前年を2.3％上回りました。

消費の分野につきましては、この分野の指標

の一番上、大型小売店販売額が947億4,000万円

余りとなり、前年を1.1％上回りました。次の新

車登録台数、これは排気量660ccを超える自動車

でありますが、約２万7,000台となり、前年

を11.2％下回りました。また、新車届出台数、

これは排気量660cc以下の軽自動車であります

が 約２万8,000台となり こちらは前年を2.1％、 、

上回りました。また、航空便利用客数は、乗降

客数ともに約154万人となり、乗降客数ともに前

年をやや下回りました。次に、主要ホテル・旅

館宿泊客数は約116万4,000人となり、前年をや

や上回りました。このように、個人消費につき

ましては、新車登録台数が前年を大きく下回っ

たものの、大型小売店販売額や新車届出台数が

前年を上回るなど、底堅く推移したものと考え

ております。

雇用・労働の分野につきましては、有効求人

倍率が0.69倍となり、前年を0.08ポイント上回

り、また新規求人数も７万7,000人余りとなり、

前年を8.1％上回りました。このように雇用情勢

は依然厳しい状況ではありますが、改善の動き

が続いたと考えております。

投資の分野につきましては、新設住宅着工戸

数が8,186戸となり、前年を4.8％上回り、堅調

でありました。また、公共工事請負金額は2,230

億円余りとなり、前年を19.6％上回りました。

最後の企業・金融の分野です。下の段の企業

倒産負債額でありますが、大口の倒産が発生し

たため、約545億円となり、前年を120.6％上回

りました。依然厳しい状況ではありますが、そ

の上の段にありますとおり、倒産件数は76件と
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なり、前年を13.6％下回りました。

、このような状況を総合的に判断いたしまして

平成18年の本県経済の動きを取りまとめたとこ

ろであります。

続きまして、平成19年１月から３月期の四半

。 。期報であります 次のページをごらんください

４、平成19年１月から３月期の概況について

であります。二重線枠内をごらんください。平

成19年１月から３月期の本県の経済は、生産活

動全体としては堅調で、消費は底堅く推移して

いる。また、雇用は改善の動きが緩やかとなっ

た。投資は低調で、企業関連も依然厳しい状況

にある。景気は持ち直しの動きが緩やかとなっ

たとしております。

それでは、下の主な経済指標をごらんくださ

い。平成19年１月から３月期の数値は表の一番

右側であります。なお、下段は前期または前年

同期と比較したものでございます。

まず、生産の分野の指標の一番上、鉱工業生

、 、産指数でありますが 全体としては105.2となり

前期を0.4％上回りました。これは、焼酎を初め

とした食料品・たばこ工業や、自動車関連の輸

送機械工業が前期を下回ったものの、プラズマ

ディスプレイの主な部品となる表示管などの電

子部品・デバイス工業が前期を大きく上回った

ため、全体としては前期をやや上回り、堅調で

ありました。その２つ下の大口電力使用量は５

億4,000万キロワットアワー余りとなり、こちら

は前年同期を19.2％上回りました。

消費の分野では、この分野の指標の一番上、

大型小売店販売額が約233億円となり、前年同期

を3.1％上回りました。次の新車登録台数であり

ますが、約7,300台となり、前年同期を13.9％下

回りました。前年同期を10％以上下回るのは４

期連続であります。また、新車届出台数であり

ますが、約7,700台となり、こちらは前年同期

。 、 、を2.0％下回りました また 航空便利用客数は

乗客数が約40万人、降客数が約37万8,000人とな

、 。り ともに前年同期とほぼ横ばいとなりました

主要ホテル・旅館宿泊客数は31万7,000人余りと

なり、前年同期を2.6％上回りました。このよう

に、個人消費につきましては、新車登録台数が

引き続き前年同期を大きく下回ったものの、大

型小売店販売額が前年同期を上回るなど、底堅

く推移しているものと考えております。

雇用・労働の分野につきましては、有効求人

倍率が0.69倍となり、前期と横ばいとなりまし

たが、新規求人数は２万人余りとなり、前年同

期を1.3％下回りました。このように雇用情勢は

。改善の動きが緩やかとなったと考えております

投資の分野につきましては、新設住宅着工戸

数が1,850戸となり、前年を4.8％上回りました

が、公共工事請負金額が396億円余りで、前年同

期を49.4％下回り、低調であったと考えており

ます。

最後に、企業・金融の分野につきましては、

大口の倒産がなかったために負債額は約20億円

となり、前年同期を95.0％下回りましたが、企

業倒産件数は23件で、前年を53.3％上回ってお

り、企業関連は依然厳しい状況にあると考えて

おります。

、このような状況を総合的に判断いたしまして

平成19年１月から３月期の本県経済の動きを上

記のとおり取りまとめたところであります。

なお、資料１につきましては 「宮崎県経済の、

動き（平成18年版 、及び資料２としまして、）」

「宮崎県経済の動き（平成19年１月～３月期 」）

をお配りしておりますので、詳細につきまして

は後ほどごらんください。

説明は以上でございます。
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統計調査課長のほうから○村社総合政策部長

概況を説明いたしましたけれども、概況ではな

かなかわかりにくいと思います。それぞれ資料

１、資料２という形でお出ししておりますけれ

ども、コメントといいますか、細かい資料を少

しずつ入れながらわかりやすくつくっています

ので、ちょっと紹介だけさせていただきたいと

思います。

資料１で見ていただきますが、３ページを見

ていただきますと、３ページの上のほうに生産

。 、関連の指数がいろいろ出ています 左のほうに

生産指数の上昇に寄与した主な業種ということ

で小さく入れさせていただいています。こうい

うところですとか、大口電力使用量につきまし

ては、４年連続伸びている姿がわかると思いま

すし、４ページを見ていただきますと、新車登

録・届出台数ですけれども、表ですけれども、

左は普通車で右が軽自動車ということになりま

すけれども、やはり普通車のほうが悪いといい

ますか、伸びが悪くなっているというのがこれ

で見てとれると思います。それから、次のペー

ジを見ていただきますと、５ページですが、上

のほうです。航空利用者数が全体的に少しずつ

減っていますけれども、内訳を見ていただきま

すと、東京―大阪便は伸びているんですね。福

岡便が減っているという状況がコメントしてご

ざいます。それからホテルの宿泊数、それと右

の有効求人倍率につきましても、九州各県と比

較した表を掲げております。

それから、７ページを見ていただきますと、

求人の状況のところです。求職と求人とござい

ます。例えば、新規の求人数は前年を上回って

いるわけですけれども、内訳に書いてございま

すように、新規求人のうちパートタイムが全体

の29％を占めているとか、新規求人数の増加が

多かった産業は、医療福祉だとか、サービスだ

とか、製造業ですよというようなことがコメン

トしてございます。

それから、投資関連でいきますと、公共工事

でございますけれども、18年は台風等の復旧事

業がございまして伸びています。これは後ほど

見ていただきたいと思いますが、19年の１月か

ら３月期になりますと大きく落ち込んでおりま

す。それと公共工事のところでも、左のほうに

発注者別の請負金額を記載してございます。

それから、９ページを見ていただきますと、

企業の倒産が書いてございます。ここも倒産件

数の多かった産業、卸小売業28件だとか、建設

。業が24件というような形で記載してございます

倒産の件数も19年の１月から３月期になります

と、やはり建設業が一番多い状況になってまい

ります。そういったところをあわせて見ていた

だきますとありがたいというふうに思っており

ます。以上、簡単ですけれども、説明させてい

ただきました。

以上、執行部の説明が終了いた○中野委員長

しました。まず、議案について質疑ありません

か。

新みやざき創造戦略展開事業とい○星原委員

うことで、３ページにこのような形で流れがう

たってあるわけですが、まず、総合政策本部で

すから、人づくりということになると、これは

教育委員会とか全体に連携とるような形に流れ

としてはなっているんですか。

議員がおっしゃるとおり○土持総合政策課長

でございまして、それぞれの戦略ごとにやはり

部局の特徴といいますか、人づくりであれば教

育委員会が中心になるというものは出てまいり

ます。ただ、いろんな各部にまたがるテーマも

数ございますので、実際の進め方につきまして
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は今検討しておりますけれども、４ページを見

ていただきますと、３つの戦略に対しまして、

枝の戦略が16ありますけれども、そういったと

ころで代表的な部に中心になっていただいてこ

の戦略を進めていただくというような調整を考

。 、 、えております 戦略ごとの全体の調整 戦略１

戦略２、戦略３の部分につきましては、当然、

総合政策本部のほうが中心になってまとめてい

くというような進め方を考えております。

人づくりから経済・交流拡大戦略○星原委員

まで、３つの中でそれぞれ項目でこうなってい

るんですが、今回予算をこれだけ組まれて、新

規予算ということで組まれて、１年間こういう

、形でとりあえず取り組むということなんですが

、４年１期の流れの中で毎年この成果を見ながら

その年度ごとに予算もまた組み直ししながらや

ろうという形でとらえていいんですか、こうい

う方向性というのは。

おっしゃるとおりでござ○土持総合政策課長

います。

その中で１つ１つとっていくと、○星原委員

３ページの 「日本を支える次世代の人づくりの、

舞台 「成熟化した日本の生活舞台 「太平洋」、 」、

・東アジアに向けた東九州の交流の舞台」とい

うことで、宮崎県の県政のレベルから見ればか

なり大きな目標を立ててねらいを基本目標に置

いているような気がしているんですが、これ自

体は、意図することは４ページに書いてあるの

でわかるんですが、そのこととここに掲げた本

県の目指す姿像ですね、私自身は、そういう形

が余りにも大きく掲げ過ぎているような気がし

て、４年間の成果、効果とか見るときに、この

３つの目指す姿とこっちの細かい姿との中でど

ういうふうに評価、判断をしていったらいいの

かなというふうに個人的に思うんですが、この

辺のねらいは、そういう大きな方向性を向けた

中で、あとはそれぞれの戦略の中に織り込んで

いって方向性をそういう形で掲げたというふう

にとらえたほうがいいのかなと思うんですが、

日本を支えるとか、日本の生活舞台とかうたい

込んであるもんですから、47都道府県の目標に

値するような形が４年間ででき上がってくるの

かなというふうに思うんですが、その辺はどう

とらえたらいいんですか。

ただいま委員がおっしゃ○土持総合政策課長

いました基本目標のところでございますが、本

県の目指す姿、ここにつきましては、中長期展

望ということで大体10年前後の本県の姿という

ことであらわしたものでございます。これを踏

まえまして今後４年間の総合計画を策定したわ

けでございますけれども、それが戦略１の人づ

くり、戦略２の暮らし、戦略３、経済・交流と

いうことで、今後４年間具体的に進めます施策

目標といいますか、そういったものを総合計画

に引き落としているということになります。

おっしゃいましたそれぞれの事業の成果につ

きましては、施策評価等を通しまして毎年やっ

ていくわけですけれども、中長期的にはおっ

しゃったその姿を目指していくわけですけれど

も、当面は４年間にどれだけのものを達成して

いくかというようなものがその評価の対象に

なっていくというふうに考えております。

それと、仮称になっていますが、○星原委員

戦略評価委員会なるものを有識者で設置してと

、 、 、いう形になっているんですが 構成 人数とか

どれぐらいの人数考えられて、どういう方々を

置いて、評価ということですから、評価の精度

というんですか、どうだったのかというその辺

の判断をされる形というのは非常に多岐にわ

たっているわけですから、委員の選定の仕方で
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多少違ってくるのかなというふうに思っている

んですが、まだ仮称ではありますが、そういう

会議の人数なり、どういった方々をこの評価の

委員として考えておられるんですか。

これはまだ中身が詰まっ○土持総合政策課長

ていませんで申しわけないんですけれども、か

なりの識者の方といいますか、それぞれの専門

家の方を想定しておりますが、この評価委員会

が、どちらかといいますと、評価は当然でござ

いますけれども、それを踏まえて、今後どうい

う方向といいますか、そういうアドバイスがで

きる方といいますか、そういう方を想定をして

おりまして、今から人選に入るわけでございま

すけれども、おっしゃるとおり非常に難しい面

はありますが、今回総合計画を策定していく中

で計画部会というのを設けましたけれども、そ

の中に県外の方、外部の識者の方を入れました

けれども、そういった方等も念頭に置きながら

選定を進めていきたいというふうに考えており

ます。

というのは、教育関係者も必要で○星原委員

、 、しょうし 医療とか環境関係とか産業関係とか

全部に網羅されているわけですね。それぞれの

掲げている課題をどう評価するかというのはか

、 、なりの人たちが入ってこないと 細かく言えば

分野的に言えば、それぞれの掲げてあるそうい

うことが理解できる人でないと、評価委員会が

ただ名目的な形でつくられた委員会になってし

まうような気がしますので、評価委員会がどう

いう方を選定されるかで、その人たちの評価と

いうのが４年間かけている中でどういうふうに

出てくるのかというので、今回の東国原知事の

マニフェストに沿った県民総力戦ということで

掲げているわけですから、そのことについても

すべて出てくるんじゃないかなと。我々議会と

してもある程度は表面的なものは見させていた

だけるかもしれませんが、専門的な評価になる

と かなりその分野で詳しい人たちが委員になっ、

ていないと、評価自体がどういう評価が出るの

かなというふうに思うんですが、その辺も考え

て今後選定していくというふうにとらえていて

いいわけですね。

そういう点を踏まえて人○土持総合政策課長

選を進めていきたいというふうに考えておりま

す。

評価体制のこの委員会ですけど、○河野委員

知事がたしか事業仕分けの手法を今後取り入れ

、ていくということを説明されたと思うんですが

それがこの部分に当たるということで考えてい

いんでしょうか。

事業仕分けのほうは、○村社総合政策本部長

予算に組み込まれている個別の事業を仕分けを

していきますので、それはまた別途、全く違っ

た、委員会か何かわかりませんが、組織でやる

ということだと思います。基本的には総務部を

中心にやっていく作業になると思います。

その事業仕分けによる、結局、行○河野委員

、 、政が今後もやるべき事業なのか 民に渡すのか

廃止していくのか、そういう判断をしていくそ

の作業を、実質的な作業をしていく組織と評価

を中心とすることをしていく組織と、別個に関

連なくやっていくということでしょうか。

関連がないということで○土持総合政策課長

、 、はありませんで 今回の戦略評価委員会のほう

これが、先ほど申し上げましたように３つの戦

略に16の戦略がぶら下がっているわけですけれ

ども、その下に、先般この委員会で御説明しま

したが、具体的な施策の方向として56の施策が

ありまして、その下にさらに122の具体的な展開

方向というのが示されております。その下にそ
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れぞれの今、部長が申し上げました個々の事業

、がぶら下がっていくわけでございますけれども

その事業の精査されたもの、それが積み上がっ

ていくというふうに御理解していただければと

思います。ですから、それぞれの事業の評価が

ずっと積み上がっていって施策評価のほうにつ

。ながっていくというふうな形で考えております

今まで評価の一つの材料になって○河野委員

いた政策評価シートですか、ございましたね、

これは今後どうなっていくんでしょう。

同じように政策評価をや○土持総合政策課長

るわけですけれども、昨年からこの政策評価の

やり方につきましては見直しを図っておりまし

て、今申し上げましたように、事務事業の見直

し、財政サイド中心でやりますが、それを生か

した形の施策評価的なもので今年度からやりた

いというふうに考えております。

そういう細かい事業仕分け等も見○河野委員

えるようにというか、それがあるとわかりやす

かったのかなというのが１点あったものですか

ら、お聞きしました。以上です。

関連するほうから先に。戦略評価○鳥飼委員

、 、委員会ですね 今からということなんですけど

概ね何名程度でというのは出ていると思うんで

すけど。

これもまだ内部で意思統○土持総合政策課長

一していませんが、私どものほうでは、そんな

に多くない、５～６名程度でいきたいとは思っ

ております。まだ部長まで相談しておりません

が、申しわけありません。

わかりました。そこで要望してお○鳥飼委員

きますけど、知事に近い人は入れないと。そし

てまた行政に近い人は入れない。ＯＢも含めて

ですね。そういうことでやっていかないと。そ

。の辺はひとつよろしくお願いしたいと思います

続けていきますけど、今度は肉付け予算とい

うことだったんですが、総務部のところがいい

かと思ったんですけれども、総合政策本部が先

ですから、例えば総合政策課の分で、一番上の

総合企画調整費113万6,000円というのが補正で

上がっているんですけど、その中に九州地方行

政連絡会議、全国、九州地方知事会と挙がって

いますが、これを肉付けのほうに持ってきた意

味ですね、初歩的で恐縮なんですけれども、今

回1,000億程度というのが肉付けになっているん

ですけれども、確かに知事のマニフェストにか

かわる分、知事がかかわった分で出てくる分等

あると思っているんですけれども、そこ辺の区

分けといいますか、教えていただきたいんです

けど。

今回の当初と肉付けの関○土持総合政策課長

係、総合政策課で申し上げますと、ただいまお

話がございましたように、総合企画調整費、そ

、の下の計画調査費もそうでございますけれども

こういった会議等につきましては、負担金、い

わゆるもう固まっているもの、これについては

当初でお願いをいたしました。本日お願いして

いる分は、いわゆる事務費と言われる部分で、

それに伴います旅費とか需用費等を計上させて

いただいております それが肉付けのほうに回っ。

たと。政策的なものは別といたしまして、事務

的にはそういう組み方がされております。

私もわからないものですから。肉○鳥飼委員

付けとは言うものの、通常考えられるものも含

まれていると思っていいんでしょうか そうじゃ。

なくて、いや、知事がかわったからこうなんで

すよというふうにして。土持さんに聞くのも

ちょっと悪いけど……。

全体的には総務部のほう○土持総合政策課長

、 、が 財政のほうがよろしいんでしょうけれども
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知事の政策的なものとして肉付けに回したもの

というのは、当然それが肉付けの基本的な考え

方でございますが、こういう事務的なものにつ

きましては、先ほど申し上げましたように、当

初から決まっている負担金とかそういったもの

については当初から計上させていただいて、い

わゆる事務費に相当するような部分については

肉付けに回されたというような感じでございま

す。申しわけございません。

それと予算のほうですが、みやざ○鳥飼委員

きＰＲネットワーク強化事業、順番になってい

ますので、お聞きしますが、本会議でも出てお

りましたけれども、この中では、みやざき大使

というのが挙がっているんですけれども、これ

と観光大使について見直すというような発言も

あったんですけれども、関連があれば御説明い

ただきたいんです。

今おっしゃったほっとみや○高藤広報企画監

、 、ざき観光大使は ７ページの図でまいりますと

、左側の下のほうに従来のＰＲ組織ということで

県外広報特派員とか、ほっとみやざき観光大使

とか、みやざき応援隊とか書いておりますが、

ほっとみやざき観光大使とみやざき応援隊を観

光・リゾート課が18年度まで所管をしておりま

して 県外広報特派員も含めて見直しをして 19、 、

年度、今度の予算でみやざき大使とみやざき応

援隊というふうに再構築をするという趣旨でご

ざいます。

そうしますと、秘書広報課の予算○鳥飼委員

額にもあると思いますが、観光・リゾート課の

予算が170ページにあるんですけど、これに上

がってくるということになるんですか、具体的

な予算の措置としては。

この予算につきましては、○高藤広報企画監

秘書広報課で計上する、先ほど説明しました660

万3,000円の中でやるということでございまし

て、観光・リゾート課の予算はなくなっており

ます。

見るけど、観光・リゾート課のほ○鳥飼委員

うにないものだから。そうすると、見直します

というのは、もう見直しましたよということで

すね。知事が観光大使の是非について云々と言

われたのは、見直しを検討したいと思いますと

いうのは、見直しましたということですか。

知事がおっしゃった意味で○高藤広報企画監

いうと、システム的には見直していくというこ

とで、人につきましては、まだ人選は完全に終

わっておりませんので、予算が通ってからとい

うことになるかと思います。

そうなりますと大丈夫ですか。と○鳥飼委員

いうのは、観光・リゾート課で従来取り扱って

きて、商工観光については向こうのほうが、秘

書広報課のところより専門的なことで突っ込ん

だり、いろいろ交流もあるわけなんですが、そ

れを企画監のところに持ってきてやっていくと

いうことで事業が回りやすくなるのかなという

ような感じもするんですけれども、そこら辺に

ついてお伺いしたいと思います。

人的ネットワークの再編に○高藤広報企画監

、 、つきましては 庁内の関係課と協議をしまして

観光・リゾート課も協力をいただきまして見直

しを行っております。今後につきまして、県外

の事務所も含めて関係部署が連携をとりながら

やっていくということで合意をしておりますの

で、十分やっていけるものと考えております。

もう一つですが、県民総ブレーン○鳥飼委員

事業ということで、改と書いてあるんですけれ

ども、県民ブレーン座談会、県民フォーラム、

出前講座というのがあるんですけど、これまで

松形知事の時代から安藤知事の時代になりまし
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ていろいろと名称が変わったけれども、同じよ

うなことと言ったら怒られるかもしれませんけ

れども、広聴の部分でのいろんな工夫をされて

こられたんですけど、これを以前と比較すると

どういうふうになっているというのを説明をい

ただけるとありがたいんですけど。

まず、県民ブレーン座談会○高藤広報企画監

でございます。これは、松形知事の時代は、知

事のふれあいミーティングというのがより近い

形だったと思います。安藤知事の時代は、気軽

にトークと呼んでいたものが近い形でございま

す 人数的には少なく 10名から20名程度でやっ。 、

ておりますが、県民ブレーン座談会との違いと

申しますと、１つは、知事のキャラクターとい

いますか、人柄で、知事のほうが問い合わせを

するということがあります。知恵をかりるとい

うスタンスで知事は臨んでおりますので、そこ

が違うということと、もう一つは、気軽にトー

クとの違いは、視察を一緒にセットするように

しております。これが気軽にトークなどとの違

いかなと思っております。

それから、県民フォーラムにつきましては、

今から細かい点は詰めていくことになるかと思

いますが、安藤知事時代の出前県庁に近い形で

やろうかなと考えております。

出前講座につきましては、従来どおり、毎年

テーマを見直しながらやっていくということで

考えております。

大体わかりました。同じような事○鳥飼委員

業があったがなと思いながら、私どももちゃん

と頭に入ってなくて、わざわざ説明していただ

きましてありがとうございました。いずれにし

ても、県民の皆さん方の意見をどうやって吸い

上げていくかというのも大事ですので、なかな

か苦労が多いと思いますけれども、よろしくお

願いいたします。

今の県民総ブレーン事業というこ○星原委員

とで、事業概要の中の１は、10回程度、知事が

県内で活躍している団体等と、こう書いてあり

ますね。２番も、県民フォーラムは知事が各地

、 。 、 、に伺いと こう書いてある ３番は 出前講座

数が多いなと思ったら、これは職員が出向いて

説明と。要するに知事が出向くのは10回と４回

程度と、こうなっているわけですね。今、合併

をして30になったわけですね、県内が。年に１

回ぐらいは知事が各市町村に出向いて、やり方

はどういう形であっても、いろんなのを併用し

ながらでもいいと思うんですが、知事は今まで

宮崎の中をどこまで知っていらっしゃるか。地

域によっては、テレビとかでは見るけれども、

実際は見ていないと、こう意見等も出ているわ

けであって、今の30市町村、合併していってこ

れからどこまで減ってくるかわかりませんが、

この４年間の中で毎年１回ぐらいは市町村にこ

ういう形で出かけていって、本当の県民の声と

かその地域の実情とかを知るというか、知事が

言われる総力戦と言うなら、各市町村に年に１

、 、回はこういう形で出かけていくんだと そして

直接いろんな意見を聞きながらそれを県政の中

に生かしていくんだと、そういうとらえ方をし

たほうがいいんじゃないかなというふうに思う

んですが、そういう考え方はないものですか。

今の御質問でございます○緒方秘書広報課長

けれども、私どもなるだけ、知事が本会議でも

答弁いたしておりますように、県民総ぐるみで

ということで言っておりますので、やはり現地

に知事が実際行って、現地の県民の方々の生の

声を直接聞くというのは大変重要だと思ってお

ります。今、予算のほうでお願いしております

のはこういう形でございますけれども、こうい
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う形以外でも、例えばいろんな竣工式がありま

す場合ですとかいろんな行事がございます。そ

ういう機会をできるだけ利用いたしまして、直

接現地を見たり、県民の皆様の生活の暮らしぶ

りを直接見ていただく機会をできるだけ多く

とっていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

ぜひそのような形が、県民と同じ○星原委員

視線でとか目線でとかと話が通常出てくるわけ

ですね、県民みんなでとこう言われるわけです

から、いろんな行事で出かけることはそれぞれ

あるかもしれませんけど、じっくり意見を聞く

というんですか、その地域の実情を視察すると

いうのは、ぜひそれぐらいは日程的に押さえて

いただいて、場合によっては一日の中も午前・

午後に分けてもいいわけですから、そういうこ

とを取り入れていくことが、より県民がみんな

で一緒になってという形でいくなら、そういう

方向性を考えていくべきじゃないかなと思いま

すので、ぜひそういう方向で考えてください。

知事が就任いたしまして○緒方秘書広報課長

からきょうで５カ月になるわけですけれども、

その間、若干市町村によりまして濃密度合いは

やや異なっておりますけれども、今17の市町村

を回らせていただいております。まだ残ってい

るところも現実にございますので、今後精力的

に機会をつかまえて、知事に現地を勉強といい

ますか、県民の暮らしぶりを実際見ていただき

たいというふうに考えております。

知事がいろんなところに視察に○黒木委員

行ったり、この前、県北でありました防災訓練

でも同じですが、住民の方が知事に会ってみた

いということで、行く先々で非常に人が集まっ

てくるんですね。見たい、会ってみたいという

一心だと思います。今言われますように17カ所

市町村を回っている。あと残りのところもやっ

ぱり早い時期に何かの形で機会をつくって足を

運んでほしいなという思いがしますね。

そういうのも含めて、県民総ブレーン事業と

いうのはやっぱり大事なことですから、行った

先でいろんな事業の視察、これはそこの会議だ

けじゃなくて周辺の視察というのはぜひやって

いただきたい。以前の知事はほとんど県の職員

、 。でしたから 松形さんにしても長くやっている

ですから、県土のことはよくわかっていたかも

しれんけれども、新知事はそういうことについ

ては、まだまだ県内のことは余りよく知ってい

ないと思いますので、ぜひお願いをしたいと思

います。

それと、いつも出てくるんですが、みやざき

ＰＲネットワークの中の知事のＰＲの効果、こ

れは知事就任１週間でＰＲ効果が165億出ていま

すよとテレビでよく出たりするんです。１週間

でというのは以前の話で、もう５カ月たってい

るんですから、今の現状は大体どれぐらいか把

握していませんか。もう新しいそこ辺の数字も

出していいんじゃないかなという気がするんで

す。大体出していませんか。

今御指摘のあった知事就任○高藤広報企画監

後１週間のＰＲ効果でございますが、これは１

月の23日から１月29日の１週間のテレビの露出

をコマーシャルに換算した場合の計算でござい

。 、ます どれだけテレビに出たかを把握するのが

私どもでは全部把握仕し切れないところがあっ

て、ある広告代理店にお願いをしてこの数字を

はじいたわけですけれども、その後のすべてを

把握することは非常に困難ですので、とりあえ

ずこのときは一応こういう限定つきで、それで

も非常に難しかったということでございます。

１週間のテレビの露出だけを計算したというこ
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とでございます。

いろんな方法を考えれば計算等は○黒木委員

できんことはないんですよ。これも出したその

方法ですから、５カ月間というと、もうどれぐ

らいになったんだろうかといつも皆さん気にす

。 。るんです 数字がかなりふえているだろうなと

そこ辺を何かどこかの機会に一遍、知事がテレ

ビに出演しているというのは、個人の秘書もお

られるんですよね、ですから、いろんなことを

考えればすべて把握はできんことはないんです

よ。いつまでもこの数字が動いていたら、もう

５カ月もたってまだ前のことを言っておるよう

じゃいけませんので、早い時期にもう一遍そう

いう計算法をして出していただきたいと。でな

いと、知事も先日のテレビに出たときもまだこ

の数字を言っていたから、もう５カ月もたって

おるがなと私は思ったんです。ぜひ新しい何か

、計算方法でも出していただければと思いますが

どうですか、そこ辺の取り組みのほうは。

効果の165億円につきまし○緒方秘書広報課長

ては先ほど企画監がお答えしたとおりですけれ

ども、例えば、私、昨年、東京事務所におりま

した関係で、新宿みやざき館「ＫＯＮＮＥ」の

状況を申し上げますけれども、４月の新宿みや

ざき館「ＫＯＮＮＥ」の売り上げが約7,100万円

程度、１年前が2,600万程度というふうに聞いて

おります。したがいまして、２倍強ぐらいの売

り上げが出ております。これは知事が就任し、

就任後10日ぐらいの間に東京のほうで就任あい

さつを兼ねて上京いたしましたときに、新宿み

やざき館「ＫＯＮＮＥ」に立ち寄りまして、そ

こでＰＲ活動をいたしまして、その結果、急激

にあそこの売り上げが伸びているという状況で

ございまして、先ほど一例としまして４月分の

。売り上げの状況を御報告させていただきました

どうか答えにならんけれども。○黒木委員

このテレビ等のＰＲ○渡邊総合政策本部次長

効果というのは、積算が、例えば報道番組に出

ても、それをコマーシャルベースで計算してそ

れが幾らかとか、いわゆる実ＰＲ効果という側

面から見たらどうかなという側面もあるわけで

す。したがいまして、今、秘書広報課長が申し

上げましたように、実ＰＲ効果、例えば物品の

売り上げがどれだけ伸びたか、それはＫＯＮＮ

Ｅでもそうですし、それから、そこの物産協会

の販売店でもそうですし、それから、例えば観

光客ですね、先ほど経済動向の指標で出てきま

したけど、そういうものではっきり示したほう

がより説得力があってわかりやすいのではない

かなというふうに思います。したがいまして、

、 、いわゆるテレビ番組効果 テレビ放映効果とか

それは就任当時非常にクローズアップされまし

たので、そういうことを出したんですけど、今

後これを出していくかどうかというのはよく検

討したほうがいいのではないかなと。むしろ実

ＰＲ効果をちゃんと出していったほうがいい。

今、秘書広報課長が申し上げましたそういう数

字を出したほうがいいんじゃないかなというこ

とで、いろんな角度から検討させていただきた

いと思っております。

こういう数字が出てきたものです○黒木委員

から、そういうふうに皆さんにお尋ねしたんで

す。知事の肖像画とかイラストだとか、２月の

答弁と今回の答弁がちょっと私は変わってきた

かなというふうに思っておったんです。議会答

弁が。２月の中では、ある団体ですか、企業で

すか、そこが持っている。今度は、自由に使っ

ていいですよということに変わってきたような

気がしたんです。県民だれもが自由に使ってい

いということになると県民共有ということにな
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るんですけれども、そこあたりがまだ一部のも

のしか使えないと思っている企業もたくさんあ

るんですよ。そういうことを含めて、これから

知事も、粗悪品だとかそういうものが出てくる

と困るというようなことは言っていましたけれ

ども、これはどこ辺まで総合政策本部が関知を

されるのかわかりませんけれども、そこ辺はど

うなんですか、そういったイラストだとか肖像

画だとか、そういうものについてのＰＲ、ここ

辺は全然関知しないんですか。

、○緒方秘書広報課長 イラストにつきましては

本会議で知事がお答えいたしましたとおり、知

事個人の肖像権に関連するものというふうに私

たちも理解しておりまして、イラストですとか

いうものについて県のほうで関与するという考

えは持っておりません。知事の判断のもとでと

いうふうに考えております。

今のことと関連するんですが、イ○中村委員

ラスト等出していらっしゃいますね。みんな今

行け行けどんどんでいいと思っているかもしら

んが、あれは公職選挙法に抵触しないですか、

下手すると。今、選挙をクリアしたばかりだか

らいいけれども、１年ぐらい前になるとあのイ

ラストというのは私は公職選挙法違反に該当す

るんじゃないかという気がするんです。それは

どう思いますか。

おっしゃるとおりのよう○緒方秘書広報課長

な心配はしております。

今人気があるからいいようなもの○中村委員

の、これは我々が見て、冷静に考えるとそうい

うことも考えられるので、よっぽど執行部の皆

さん方もちゃんとしておかないといけないと私

は思う。先ほどお話があったコマーシャルベー

スで幾らというのは、もう今さら言う必要はな

い。あれだけ出ているわけだから。効果ありま

すよと言えばいい。ちなみに、私もＰＲしてお

きますけど、知事ばかりが売ったんじゃない。

私、この前、公務の合間にＫＯＮＮＥに行きま

した。法被を着て売らせていただきました。私

が立ったおかげで10万ぐらい売れたんじゃない

かなと思っていますが 知事だけがやったんじゃ、

ないと。

それと、さっきお話があった県民総ブレーン

事業の中で、県民ブレーン座談会、県民フォー

ラムとありますね。中身を見ると、団体等と活

動といろいろ書いてあるけれども、これは大体

同じことじゃないですか。別々に分けてするほ

どのこともない。一緒の事業として回数をふや

せばいいんじゃないかと思うんですね。それが

１つ。それと、松形知事、安藤知事のときにも

こういうものがありました。そして、ある人が

この座談会に出席するんだという話を聞いた。

、 、そしたら こういうことは言わないでください

こういうことを言ってください。全くやらせだ

ね。そういうやらせをするんだったら何にもな

らない こういうことは 内閣もやっていたじゃ、 。

ない、タウンミーティング、あれもやらせがあ

りましたね。ああいうやらせをやるようであれ

ばこれは何もならないと。だから、ここは心し

て、やらせをやらせないというふうにしておか

ないといけないと私は思います。１つここで区

切っておこうか。

まず、１つ目のブレーン座○高藤広報企画監

談会と県民フォーラムを一緒にしたらどうかと

いう御意見でございますが、違いは、フォーラ

、ムのほうは公募で出席者を集めるということで

公募の場合、人数を400とか300とか非常に大人

。 、数の会場でやる予定にしております ですから

フォーラムと座談会は違うと。形態的にも違い

ますし、意見の出方も違うと思いますので、そ
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こ辺は一緒にやるよりは、フォーラムという形

もとっていきたいと思っております。

それから、２つ目のやらせの問題ですけど、

やらせはやらないつもりでおりますので。実際

これまでも私が就任してからそういうことはご

ざいません。

さっきいろんな知恵をかりるとい○中村委員

うことをおっしゃいましたね。この知事は知恵

をかりるような体質か。一連の一般質問を見て

おって、言うことは言うが、答え方も、頑張り

ますとか、あんな答弁は、自分のときにそうい

うことを言ったらやかましく言うね。何だ、そ

の答弁はと。非常に素直なところのある人であ

。 。ることは知っている 昔から付き合いがあるが

しかし、いろんな意見を言って聞くことは聞く

けど、知恵をかりるような体質かとおれは言い

たい。答えられないだろうけど、そう思っただ

け。

それと、県外の広報特派員とか、ほっとみや

ざき観光大使とかいろいろある。これは一緒に

するのもあるんですけど、企業誘致のアドバイ

ザーというのもあったんじゃなかったかな。何

とかアドバイザーというのが。ここには関係な

いかもしれないけど、アドバイザーは何人ぐら

いいるんですか。

企業誘致アドバイザーは11○高藤広報企画監

名と聞いております。

やっぱり企業誘致アドバイザーを○中村委員

ふやしてこないと、知事が４年間に100社、１万

人の雇用ということをおっしゃっているんです

から。この前ちょっと行ってみたんだけど、私

どももいろんな人を知っているわけね。この人

は企業誘致をしてくれるんじゃなかろうかとい

う人を知っていますから、そういった人たちも

取り上げて、企業誘致アドバイザーあたりは多

いほうがいいと思うんです。それは皆様で考え

。てふやしていただきたいというふうに思います

それから、４ページに行きますが 「すべての、

大人はすべての子どもの教師たれ 、今度の答弁」

の中でもよく出てきました。この人づくりで大

人をどうしようと考えているんですか。

先般は例でしかお話しで○土持総合政策課長

きませんでしたけれども、この「すべての大人

はすべての子どもの教師たれ」ということにつ

きまして、具体的にどういうふうに施策を進め

。ていくかというものを工程表に示しております

大きくは、例えば、学校支援ボランティア、コ

ミュニティスクール等の地域の人材を活用した

取り組みの推進ということで、その下に具体的

な展開といたしまして、学校支援ボランティア

等多様な人材活用の充実から、４つの具体的な

進め方というものを設けております。先ほど言

いましたように、またその下にいろんな個別の

事業がぶら下がっていくという形で進めていく

ということになります。

大人が教師たれと言われるぐらい○中村委員

大人をしっかりさせていかないといかんという

のは、口で言うほど生易しいものじゃないと思

うんです。いろんな事業を展開したって大変だ

と思う。すべての大人を教師たれと言われるよ

うな大人に今から改造していくというのは至難

のわざ。今その中に出てこなかったけど、公民

館活動あたりもやっぱり働きかけていかないと

いけないのかなという気がしました。これはＰ

ＴＡもそうだし、大体投票率を見ればわかりま

すがね、55％ぐらいしか投票行動を行わないと

いうのは、大人というのが自覚がないわけよ、

今の大人が。これを教育しようと思ったら並大

。 、 、抵のことじゃない 今の30代 40代というのは

選挙カーを走らせるとわかるが 悪態ついて行っ、
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たり、そういう大人を教師たれと言われるぐら

。 、いするには大変なことだと思いますね だから

よっぽど戦略をきめ細かにしていかないと、こ

れはできるのかなという危惧を感じますが、い

かがでしょうか。

おっしゃるとおりでござ○土持総合政策課長

いまして、知事も本会議のほうで御答弁申し上

げましたように、子供の育成といいますか、健

全な育成というものを考えたときには、やはり

議員おっしゃるとおり、まず大人がそういった

自覚をして行動するということが重要だという

ことがございますので、おっしゃいました社会

教育的なところも含めまして、具体的な取り組

み、こういったものを進めていかなければなら

ないというふうに考えております。

先ほど星原委員からもいろいろあ○鳥飼委員

りまして、広聴活動でもっと行ってもらったほ

うがいいんじゃないですかというようなことな

んですけど、いろいろ皆さん方も進言されると

思うんですけれども、知事はどうですか、聞い

ていただけますか。

そこは十分知事も認識し○緒方秘書広報課長

ております。先ほど就任５カ月で17市町村とい

う話を申し上げましたけれども、政務で行って

いる市町村もそのほかにございますけれども、

現実に就任以来まだ訪問する機会がない市町村

もございます。それにつきまして知事も十分認

識いたしておりまして、機会がありましたら、

、ぜひ行きたいというふうに言っておりますので

できるだけそういう調整をしていきたいという

ふうに考えております。

それはそれでいいんですけど、皆○鳥飼委員

さん方がいろいろ進言といいますか、こうです

よと 知事の経歴は 行政のことはほとんど知っ。 、

ておられないだろうと思いますけれども、それ

を受けとめてもらえるようなそういう体制とい

うんですか、これは御本人さんじゃないと何と

も言いようがないかもしれませんけど、実際、

部長初めたくさんおられますけど それをちょっ、

と心配しているんですね。どんなですか。

私どもいろいろお話をし○村社総合政策部長

ているんですけれども、知事は、現地を見るこ

とについて十分意識されていると思います。た

だ、秘書広報課のほうで行事調整をやっている

んですけれども、いろいろ忙しいということも

あって現地に行く時間がなかなかとれないとい

うことはあります。それともう一つは、今、広

報広聴の事業としてブレーン事業を挙げました

けれども 実は ほかの部でもいろんなこういっ、 、

た地域に行く事業を抱えています。例えば地域

生活部の中では、各ブロックごとに市町村長さ

、んたちを集めてお話する機会をつくったりとか

そういった事業を農政は農政で持っているわけ

ですから、そういったものをトータルすれば、

年間で現地に行く機会というのはたくさんある

というふうに思っております。

私が申し上げたのは、それはそれ○鳥飼委員

でやっていただいていいんですけれども、広げ

ていっていただくというような姿勢が欲しいな

というふうに思って。本庁は60課ぐらいあるん

ですね、なかなか知事に会えないというような

話も聞くものですから、そこ辺をお聞きしてお

きますが、きょうはいいですけれども、顔を覚

えてもらう、仕事を覚えてもらう。この間、河

野委員が言っておられた脳脊髄のことで上がっ

てなかったというようなことでいろいろ言って

おられましたけれども、そういう窓口を、庁内

、 、のことですから やはり聞いてもらうというか

そういうところは、これは秘書広報課になると

思うんですけれども、やりくりしてもらわない
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といけないんですが、そういう体制づくりをし

ておかないと、なかなか知事に会えないという

ようなことが聞こえてくるようじゃ困るなとい

うことで、答弁は要りません。

それと、先ほど黒木委員から出ましたイラス

トのことで 答弁の中にも 自由に使ってもらっ、 、

。ていいですよというようなお話がございました

いろいろいざこざがあったようなことも私ども

聞いたんですけれども、それで、本会議でもい

ろいろ意見が出たんですけど、宮崎の名産とい

いますか、ブランドをつくっていくということ

で、これと知事のイラストがマッチをしていく

ということであれば大いに結構なんですけれど

も、そうでない場合も自由に使っていいですよ

ということになると、何かこれは、ということ

になる場合もあるかと思うんです。それをどう

やって防ぐかということが、今、知事の人気は

それなりにいいからいんですけれども、落ちて

きたときに、宮崎のせっかく今までつくり上げ

てきたものを壊してしまうということにもなり

かねませんので、そこらのことをどういうふう

に考えておられるのか、お尋ねしたいと思いま

す。

、○緒方秘書広報課長 イラストにつきましては

基本的に知事の肖像権に関係するものというこ

とで、県のほうでは、使う、あるいは開発され

る企業様に対して私どもの方から関与するとい

うことはいたしておりませんけれども、御意見

のように、イラストが、何か異物が混入してい

たりですとかいろんな問題があって、最終的に

県の物販品の評判を落とすとか県のダメージに

なるということも可能性としてはございますの

で、知事のほうから本会議でも県民の皆様に呼

びかけさせていただきましたけれども、そうい

う品質管理、商品の安全性については十分注意

していだくようにということで呼びかけており

ますし、また、直接物産等を所管しております

商工観光労働部あるいは農政水産部ございます

ので、そこらあたりとも連携をとっていって、

そういう事態に至らないような形で対応してい

きたいと思っております。

確かにそういうふうにして善意に○鳥飼委員

使ってくださいよという気持ちはわかりますけ

れども、善意に使わない人はたくさんおるんで

すね。じゃ、そのときどうするのかと。確かに

知事自身に属することではあるけれども、これ

。 。は個人じゃないんですね 宮崎県知事なんです

知事になる以前でしたら、それはそれで大いに

結構なんですけれども、これは県のブランド力

が問われてくる事態が起きてくるわけです。そ

のときに、知事個人の肖像権の問題なんですわ

と、お願いはしてきたんですわということで、

そのお願いが通じなくて、結果的にそれぞれの

各農政水産部なり試験場なりいろんなところで

努力をしてきたその積み上げ、スイトピーの努

力もしてきた、いろんな積み上げのものが壊れ

ていく可能性というのは十分ある。そこは県が

管理をしないとこれは後々大きな問題になるん

、じゃないかなというふうに思うんですけれども

どうでしょうか。

農産物等の品質管理につ○緒方秘書広報課長

きましては、農政水産部のほうで、宮崎ブラン

ドの認証制度等持っております。それから、物

産品等につきましては、商工観光労働部のほう

で物産振興センターという組織もつくっており

ますので、そちらのほうを経由しての商品の品

質管理等の呼びかけということになろうかと

思っております。

今こういう意見を私、言っている○鳥飼委員

んですけれども、そういうことを課内とか部内
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とかで協議をして知事と話をしたことはないん

ですか。

ございます。○緒方秘書広報課長

どんな議論をされたのか、そこを○鳥飼委員

お聞かせください。

確かに最終的にそういう○緒方秘書広報課長

懸念も一方ではあるということでございますけ

れども、このイラストの現状というのが、就任

間もなくこういうイラスト製品がたくさん出

回って、現実には知事のほうで把握しているも

の以外にもたくさんのイラストが使われており

ますし、また、インターネット等でもいろんな

イラストが使われているというふうに聞いてお

ります。それで、県のほうでイラストを一元的

に管理していくというのは現実的には無理では

ないかという現状の認識もございまして、県と

しては、知事の一身専属の肖像権から来るとい

う問題もありまして、その辺をいろいろ議論し

ながら、現実的には県としてはイラストについ

ては関与できないというようなことに至ったと

ころでございます。

いつかの時点から、３万円でした○鳥飼委員

かね、３万5,000円、１件当たりということで、

ある方がやってきたというのはもう皆さん方御

承知だと思うんですけれども、今回の答弁の中

では、自由にやってもらっていいですよという

ことになったんですね。そういうことも入って

くるし、いろいろ紆余曲折もあるだろうと思う

、 、 、んですが それは事情はわかるんですが ただ

、先ほど私が申し上げたようなことが起きた場合

その責任はだれがとるのか。いや、県は関知し

、 。てなかったんですから やむを得ないですわと

それはやむを得ないかもしれません。コンプラ

イアンス、法令遵守はちゃんとしておりました

、 、けれども 県としての責任はないですけれども

せっかく積み上げてきた宮崎の物産、農産物含

めて致命的なことが起きる可能性が十分あるわ

けですね。それを防ぐために、今からでも遅く

ないからそういうことをつくり上げていくとい

、 、うのは 県として責任持ってやっていかないと

これは知事個人の問題じゃないと思っているん

です。知事は時々個人として発言をされるけれ

ども、我々は個人としての知事の発言を聞いて

いるわけじゃないんですね。確かに内々のこと

はあるかもしれませんよ、好きとか嫌いとか、

巨人が好きとかどうとか。それ以外、ほとんど

のことはそういうものはないわけですから、そ

こをしっかりやっていただかないと、私は取り

返しのつかないことが起きますということを申

し上げているんです。そこは十分検討してもら

わないとと思いますので、受けとめていただい

て。本部長。

本会議場でも知事が答○村社総合政策本部長

弁しましたように、イラストそのものはつくっ

た企業の著作権の問題なんですね。知事がイラ

ストをつくることについて関与しないという形

をとっておられるわけですから、その意味では

知事は認可をしたわけでもないし、許可したわ

けでもないし。ただ、自由に知事の絵をかいて

。それを営業活動に使っているという状況ですね

これがある程度の広がりであれば、トータルで

管理するというようなことはあり得たのかもし

れませんが、今はもう全国津々浦々にいろんな

形のものが出回っております。そういった中で

県がそれを管理して、１つ１つ管理したことに

ついて責任をとっていくというようなことは、

これはあり得ないことで、知事もそう言ってお

られます。ただ、今、鳥飼委員言われましたよ

うに、万が一いろんなことがあった場合、訴訟

ざたがあった場合に、県が無関係でいられるか
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どうかという部分は確かにあると思います。そ

の辺については少し専門家とも相談しながら、

きちっとした対応をとってまいりたいというふ

うに思っております。

今の問題は、農政、観光、すべ○中野委員長

てにかかわる問題。そして、あるところでは有

料でやっているというところもあるわけです。

それで知事が関知して、無償でどうですかとい

うこともありまして、この問題については今後

横断的というか関係のところで一回整理して、

今、鶏も粗悪品が出たとか、そういう話もあり

ますから、今後のイメージもありますから、こ

れは別途また協議をしたいと思っております。

今の件ですけれども、イラストと○外山委員

か著作権、これを自由に使っていいということ

はあり得ないんですよね。残念ながら今、知事

も、既に出回ったものだから、今さら縛りはか

けられないから、あるいは県も、将来有効なう

ちはいいけれども、何かあったときに、いわゆ

る逃げ場をつくっていると思うんです。これは

全然知らんと、勝手に使ったんだと。これは非

常に危惧されます。僕は、いつかどこかで何か

大きな問題が起きる気がします。そのときに、

知事もあるいは執行部も、いや、あれは自由に

使ったことだから、何ら関与はないんだ、で済

むのかどうかですね ですから 本来なら やっ。 、 、

ぱり自由に使っていいということはあり得ない

はずなんですけれども、知事のお考えはわかり

ませんが、どうなんでしょうね、その辺は。こ

れは、今、回答出ませんけれども、ただ、警鐘

として、ちょっと注意をされておったほうがい

いような気がします。

後ほど知事を呼んだときにもそこ○黒木委員

あたりはしっかりもう一つ聞いておかんといか

んことかもしれませんけれども、本当に粗悪品

がこれで出たときには致命傷ですよ。私も心配

、 、 、 。するのが 例えば 今 地鶏を売ってますよね

地鶏だって、廃鶏も地鶏で売るんですよ、売り

方によっては。そんなやつを県外に向けて宮崎

県の知事の顔を入れてやられたら、今から批判

も出たり、またいろんな商品にそういうものが

出てくると大変なことが起こりますよ。ですか

ら、県が知らないんじゃなくて、どこかでやっ

ぱりきちっとさせないといかん。県がやらなけ

ればどこかの外郭団体でもいい。それがやり切

。 、れるところは きちっとそこはさせておかんと

これは大きな問題を抱えておるというふうに思

、 。 、いますので しっかり知事とも話をして また

知事も後ほど聞く機会があるかもしれませんの

で、そのときに聞かんといかんかなと思ってい

ます。

３ページ、ちょっと単純な質問○中野委員長

です。基本目標 「日本の原点 時代の起点 、、 」

私は日本の原点といったら弥生時代か縄文時代

かようわからんのだけど、これはどういう意味

ですか。日本の原点に帰るという意味ですか。

聞かれた場合に説明がつかんのだけど どうやっ。

て説明したらいいんですか。

これは計画書の中では明○土持総合政策課長

確に書いているんですれども 今 委員長がおっ、 、

しゃいましたように、本県の天孫降臨神話など

の歴史ロマンを感じさせる伝承、それから歴史

資源を数多く有しているということから、いわ

ゆる日本発祥の地、そういう意味での「日本の

原点」という表現を使わせていただいておりま

す。

「時代の起点」につきましては、今まさにこ

ういう県民総力戦で新しい県づくりを進めよう

というふうなところから、新しい宮崎スタイル

といいますか、宮崎から日本を変えるんだとい
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う気概、そういったものを「時代の起点」とい

うことで表現をさせていただいておるところで

ございます。

それともう一つ、戦略評価委員○中野委員長

会、前の知事のときに、評価なるものが出たで

すね。あれ、次長は見ていますか。部長は見て

いますか。

政策評価のことです○渡邊総合政策本部次長

か。

あれ、どんなだったですか、評○中野委員長

価のところは。

政策評価から、施策○渡邊総合政策本部次長

評価から、事業評価からとなっているわけです

、 、けれども 事業評価はある程度わかりますよね

成果というのはどういうふうに出てきたのか。

、 、施策レベルになり 政策レベルになった場合に

あれは県民の意識の調査とかそういったものが

成果の指標に入っていますので、なかなかわか

りづらい点はあったと思います。その辺があり

ますので、今回の政策評価については見直しを

しようというふうに思っているところです。

私ね、あれ見て、何これと、本○中野委員長

当に吹き出すような感じがした。今回の戦略評

価委員会、名前はいいんだけど、結果的には各

部から上がってきた評価を皆さんが整理して、

そして、その評価をどうですかと評価委員会に

かける話ですか。

この評価委員会は、重点○土持総合政策課長

戦略でまとめられた新みやざき創造戦略、これ

は細かく16の戦略、その中に56の施策、その中

にまた細かく122の事業があるんですけれども、

その一つ一つを、これは工程表がつくってござ

いますので、それを見ながら評価をしていくと

いうことだと思います。

評価するには、委員ではわから○中野委員長

、 。んでしょう どういうふうに評価したらいいか

次長、答えて。

評価の作業の問題だ○渡邊総合政策本部次長

ろうと思うんですね。基本的には、工程表の各

事業あるいは施策については各部がやっていま

すので、そこの進捗状況をまず各部で把握し、

各部で分析するというのが基本になると思いま

。 、す それを総合政策課のほうで受けとめまして

県庁内でございますけど、より客観的な視点で

それを見る。そして、それを加工して外に出す

ということじゃなくて、そこで今度は一回評価

委員会のフィルターをかけるということになる

と思います。したがいまして、そこで外部のよ

り客観的な評価をいただくと。この評価につい

ては、あくまでも我々はこれの進捗状況とか事

業推進に当たってのいろんな課題、問題点をそ

こで上げて、次年度の事業あるいは施策につな

げていくというのが今度の評価の目的でござい

ますので、そういう視点を失わずに作業をやっ

ていくということになるんだろうと思います。

結果を楽しみにしておきます。○中野委員長

ほかにございませんか。

すみません、変な質問ですが、11○中村委員

ページから書いてある「消費の面でも底堅く」

というこの「底堅く」というのはよく使う言葉

ですか。

今の質問は議案ですかね。○中野委員長

議案についてでしたね、すみませ○中村委員

ん。

では、その他について何かあり○中野委員長

ますか。どうぞ。

言葉のことで申しわけないんだけ○中村委員

ど 「景気は、生産活動が好調であり、消費の面、

でも底堅く 「底堅く」という言葉がどうもな」、

じまないような気がして 「底堅く」という言葉。
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を使うの。さっきから耳ざわりだったんけど、

。もっと言いようがありそうな気がするんだけど

私どもが評価する場合に○井黒統計調査課長

は、日本銀行の宮崎事務所ですとか、財務事務

所等の評価等を参考にしながら取りまとめして

おります。その中で、消費関連で言いますと、

横ばいの状況の部分については「底堅く推移す

る」という言葉もその中でありますので、そう

いうのを参考にしながら記述しております。

「底堅く」ということは、横ばい○中村委員

状態ということですか。

基本的には横ばいの状況○井黒統計調査課長

を示す言葉というふうにしております。

そうですか 「横ばい」と使ったほ○中村委員 。

うがいいんじゃないの。

ほかに。○中野委員長

今の「宮崎県経済の動き」なんで○鳥飼委員

すけれども、年１回発表されるということです

が、調査は国のセンサスとかいろんなものを使

われているんだろうと思うんですが、大体何個

ぐらいの調査を採用しているのか、県独自のも

、 。のがあるのか それをお尋ねしたいと思います

この中に掲げております○井黒統計調査課長

調査につきましては、統計調査課だけの調査で

はございませんで、大口電力使用量等につきま

、しては九州電力の資料をいただいておりますし

大規模小売店販売の状況につきましては経済産

業省の資料をいただくと。それから、自動車等

の登録・届出状況につきましては、日本自動車

販売協会連合会の資料をいただくと。また、航

空便の利用状況につきましては、宮崎交通さん

からの資料をいただくと。それから、主要ホテ

ル・旅館宿泊数につきましては、県の観光・リ

ゾート課の資料をいただいております。消費者

物価指数については、統計調査課の資料と。そ

れから、雇用関係ですと、雇用情勢等につきま

しては、宮崎労働局ですとか総務省の資料をい

ただいております。それから、投資関連につき

ましては、新設住宅着工数等につきましては、

建築住宅課の資料、それから、公共工事の請負

状況につきましては、西日本建設業保証協会の

資料をいただいております。それから、企業・

金融関係につきましては、倒産状況等につきま

しては東京商工リサーチの資料、それから、金

融機関等の残高につきましては、日本銀行の宮

崎事務所等の資料をいただくという形になって

おります。以上でございます。

ありがとうございました。そうし○鳥飼委員

ますと、例えば、総務省の調査と九電とか民間

のものをミックスをしてこれをつくったという

ことで理解すればよろしいんですか。

言われるとおりでござい○井黒統計調査課長

ます。

例えば雇用・労働というところが○鳥飼委員

ございますね、有効求人倍率が18年0.69と、現

数値が下にありまして、その下に新規求人数が

７万7,304人、8.1と書いてありますが、8.1％伸

びたということだろうと思うんですけれども、

、確かに雇用環境をこういうふうに数字で見ると

ややというか、ここの表現のことなんですけれ

、 、 、ども 一番課題になっているのは 常用パート

アルバイト、非正規ですね、正規・非正規の部

分が大きな課題に宮崎県の場合なっていると思

うんです。そうしますと、確かにパートの人が

ふえた、パートの募集がふえた、契約社員がふ

えた、携帯電話のところはほとんど契約社員だ

ろうと思うんですけれども、若い女性がたくさ

んおられる。しかし、僕らとしては、ちゃんと

しっかりした常用雇用に、正規雇用にしてもら

いたいなというのがあるわけです。ですから、
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そこも国でやっていたりすることは聞くんです

けれども、そこら辺のものが数字として出ない

のかどうかについてお尋ねしたいと思います。

私が後でちょっと説明○村社総合政策本部長

しましたように、例えば、こっちの本体のほう

を見ていただきますと、７ページを見ていただ

きたいと思いますけれども、そういった細かい

情報をこの中に、一番上、求人状況の左のほう

に、新規求人数のうちパートタイマーが29.8％

ということで、私ども、つかんだ情報をなるべ

く細かくお知らせするという形で、これは商工

観光労働部も使いますし、いろんな関係部局で

使いますので、できるだけ載せるように努力し

ているところでございます。

そこで調査はないとすればあれな○鳥飼委員

んですけれども、例えば求人数にしても、常用

雇用のところはいくつですよと新聞発表でも出

ませんよね。そういうのは一緒くたになって数

字が上がってよくなったと。県民の働く希望を

持っている人は、確かにパートの人もおるかも

しれませんけれども、通常は常用雇用を願って

いるんです。ですから、常用雇用の推移はこう

なっていますよという数字が、県民の皆さんも

我々も欲しいという思いなんです。時々新聞報

、 、 、道では 常用雇用は 例えば求人倍率でいくと

愛知あたりは２コンマいくつとか出るんですけ

れども、常用雇用に限って言うと0.8とか時々出

たりするんですけど、そういう調査ができない

のかということなんです。そういうのをやって

もらいたいなと。やってなければ希望になるん

ですけど。要望になるんですけど。

本体資料のほうの７ペー○井黒統計調査課長

ジをごらんください。ここの労働関係指標の中

で、常用雇用指数という形で今現在把握してい

る部分については掲載しております。

要望だけにしておきますが、非正○鳥飼委員

規雇用でもパートだけじゃないんです。アルバ

イト、契約社員、いろいろ職種があります。こ

こではパートと書いてありますけれども、そう

いう理解でいいのかな、ちょっと違うんだろう

なというふうに思っているんです。ですから、

正規雇用の部分ではこうですよというのはこれ

から読めますよということなんですか。

、○井黒統計調査課長 求人状況につきましては

パートタイムという形で掲載しておりますが、

労働関係で常用雇用指数については、そのあた

りの定義はごっちゃにした形で載せております

ので、今のところこれを分けてというのはなか

。なか難しいのかなというふうに思っております

要望しておきます。やはり我々と○鳥飼委員

しては常用雇用の場が欲しいんです。委員長が

部長時代にもいろいろ言って、難しいんですわ

、 、と言われたこともあるんですけれども しかし

、 。数字としては出せるんですから 数字としては

ということで要望だけしておきます。

法務的な担当の方はどこでやって○黒木委員

いるんですか、総務部ですか。例えば三セクあ

たりが破算した場合、そういうときはどこが担

当しているんですか。総務部でいいんですか。

総合政策、だれがおるんですか。

総務部だと思います。○村社総合政策本部長

ほかにありませんか。○中野委員長

今、統計調査課でいろいろ資料を○星原委員

つくっていただいていますね。これはこれでい

いんですが、こういったものを参考にしながら

各部がいろんな形に活用していく。そういう流

れの中で、宮崎県が豊かになったかどうかとい

、 、う面で見ると 所得水準というのがありますね

一人当たりの所得。県民所得を３％上げるとか

５％上げるとかそういったことというのは、総
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合政策本部の考え方の中に位置づける何かとい

うのは考えられないものなんですか。

前長期計画の中には、○村社総合政策本部長

県民総生産、１人当たりの県民所得、これが一

つの目標値みたいな形で掲げられておりました

けれども、今回はそれは設けておりません。な

かなか難しいんですけれども、いろいろな施策

のトータルとしてそういったものが上がってい

くということをイメージしているわけで、それ

を何位にするとか幾らに持っていくというよう

な形については、今回目標としては出しており

ません。

といいますのは 県民所得が上がっ○星原委員 、

ていくことというのは、その地域の豊かさ度み

たいなものも出てくると思うんです。若い人た

ちが地域に残るには、温暖で気候がいいとかい

ろんな宮崎の住みよさはあるんですが、生活面

でいったときには、やっぱりそういったものも

どこかに掲げて持っていくことが、宮崎に住み

たい、あるいはよそから移ってくるとか、そう

いったものにつながっていくのかなという感じ

がするんです。これだけ一年じゅう物がつくれ

て、一年じゅう結構生活しやすいのに、県民所

得は全国でもレベル低いわけですね。そうなっ

てくると、知事の言われる総力戦の中にも、そ

ういったみんなで力を合わせて宮崎県を豊かに

する、要するに納税もふえてくるということに

なると、そういう所得が上がってくることもど

こかに目標に掲げてもいいんじゃないかなとい

う考えがするんですが、今回掲げていないとい

う感じでありましたが、そういったことも総力

戦の中に入るのかなというふうに思ったもので

すから、これは私自身の考えですけど、そうい

う思いがあるんです。

この経済フレームとい○渡邊政策総合部次長

うのは昔の計画には全部上げていたんです。そ

れから、人口フレームといいまして、人口も伸

ばそうと。ところが、御案内のとおり、人口は

どんどん減ってきている。高度経済成長が終わ

りましていわゆる安定経済の中で、だんだん各

県の計画、国なんかもそうなんでございますけ

ど、こういう計画物で県民所得とかそういうの

を落としてきているのがあります。実態でござ

います。そういう中で我々も非常に議論をした

わけでございますが、今回は、委員がおっしゃ

る、相対的にそういうものは当然あるわけでご

ざいます。それを認識しているんですが、その

手段として企業誘致100社とか雇用の１万人と

か そういうものを手段として伸ばすことによっ、

て、その過程を大事にした計画という形で我々

は整理しまして、あえて県民所得とかそういう

ものは外したというのが今回の計画の経緯でご

ざいます。

最後にしますが、なぜそれを言う○星原委員

かというと、やっぱり一人一人ですよね、一人

一人が宮崎県に対してどういう位置づけの中で

どういう生活を求めて生きていく上でどうなん

だという指数に、１つは県民１人当たりの所得

というのが重要な役割を果たすんじゃないかな

というふうに思っておりますので、そういう形

で、いろんな統計とられたり、いろんな施策の

中でどうなってきた、本当に宮崎は住みやすい

場所なのか、気候温暖とか人柄だけじゃなくし

て、所得の面でも３％上がっていった、５％上

がっていったということで豊かさ度みたいなも

のをどこかに把握していく必要もあるんじゃな

いかなというふうに思いましたので。もう答弁

は要りません。

最後に私のほうから総合政策本○中野委員長

部長にお尋ねいたします。今一番、宮崎県とし
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て、総合政策本部が抱えている課題、３つ、頭

の中にあれば教えてください。

非常に難しいんですけ○村社総合政策本部長

れども、知事が挙げられました雇用・産業、こ

れをまず振興していくんだという知事の大きな

テーマがございます。その中で、人の暮らしを

豊かにする、人づくりをやっていくという、こ

の３つが大きな今度の計画の理想像になってい

ます。この３つというのが基本的には大事にす

べきことかなというふうに思っています。

はい、わかりました。○中野委員長

それでは、以上をもちまして総合政策本部を

終了いたします。執行部の皆様には御苦労さま

でした。

暫時休憩いたします。

午後０時３分休憩

午後１時20分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

確認いたします。あしたの11時から12時、知

事以下、部長２名、出席していただくというこ

とでよろしいですか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

お願いですけれども、せっかく○中野委員長

知事が出てきますので、皆さん、しっかり、議

。 。論構築をお願いしておきます 質問内容ですね

要望ですけど、先ほど申し上げた○鳥飼委員

ことなんですけれども、議会が変わることを求

められておるわけですから 知事のほうも変わっ、

ていただくということで。やはり議会中ですか

ら、いつでも対応できるような体制を、今とっ

てもらったんですけれども、今後もお願いをし

たいということで、必要に応じてその旨を伝え

ていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。

。○中野委員長 そういうことでよろしいですか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは暫時休憩いたします。○中野委員長

午後１時21分休憩

午後１時22分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

本委員会に付託された議案、報告事項等の説

明を求めます。なお、委員の質疑は、執行部の

説明がすべて終了した後にお願いいたします。

総務部でございます。よろし○渡辺総務部長

くお願いいたします。

説明に入ります前に、御報告とおわびを申し

上げます。

去る５月31日に記者発表を行いまして、また

６月１日には県議会の代表者会にも御報告を申

し上げたところでありますが、各部の物品調達

を行って、物品を納品させることなく代金のみ

を納入業者に支払い、その後の物品購入の代金

として業者に預からせる、いわゆる「預け」と

言われる不適正な事務処理が県の46の所属で行

われていたことが新たに判明をいたしました。

５月の17日に県立みやざき学園で預け等が行わ

れていたことを公表し、同様の事例がないか、

全庁的に自主申告を促しておりました結果、報

告が行われたものであります。詳細は後ほど担

当の課長から改めて御説明いたしますが、公金

に関してこのような不適正な事務処理がなされ

ていたことは大変遺憾であり、県民の皆様並び

に県議会の皆様に改めて深くおわびを申し上げ

る次第であります。

この件に関しましては、今現在、全庁調査を

進めておりますが、これを徹底いたしますとと

もに、原因の究明や再発防止策等の検討を行っ

てまいりたいと存じます。
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それでは、説明に入らせていただきます。

今回御審議いただきます議案につきまして、

お手元に配付いたしております平成19年６月定

例県議会提出議案、同じく歳出予算説明資料、

並びに19年度予算案の概要について、及び総務

政策常任委員会資料によりまして御説明をいた

します。

まず、平成19年度予算案の概要について、白

い冊子でございますが、これに基づきまして御

説明申し上げます。

１ページをごらんいただきたいと思います。

。予算編成の基本的な考え方についてであります

平成19年度の当初予算は、時間的な制約から、

義務的経費や経常的経費を中心としたいわゆる

骨格予算でありましたが、今回６月議会に提案

の補正予算案は、知事のマニフェストの具体化

のための政策的経費や新規事業について盛り込

んだ、いわゆる肉付け予算として編成をいたし

ました。また、特別会計は、当初予算が骨格予

算でありました公共用地取得事業特別会計につ

いて、公営企業会計は電気事業会計及び病院事

業関係について補正予算を編成いたしました。

平成19年度の予算全体といたしましては、新

たな財政改革推進計画のスタートの年でありま

すので、行財政改革に着実に取り組みますとと

もに、県政を刷新し、新たな宮崎の創造に向け

て県民みんなで取り組んでいこうとの意味も込

めまして 「宮崎を変える！みんなで変える！新、

みやざき創造予算」として編成したところであ

ります。

裏の２ページをお願いいたします。予算の規

模についてであります。一般会計では今回984億

円余の増額補正で 補正後の総額では5,648億900、

万円、前年度と比較して2.6％の減となり、６年

連続のマイナスとなっております。今回の収支

不足額は約256億円となりましたが、財源調整の

ための基金を取り崩して対応しており、この結

果、基金残高は約412億円となっております。

右の３ページをごらんください。歳入予算の

特徴であります。下の表のほうは、平成19年度

当初予算、左のほうから、今回の６月補正、補

正後の総額、この補正後の総額欄が例年でいい

ますと当初予算に相当するものであります。そ

。れから18年度との比較を記載いたしております

表の左から４番目の６月補正の欄をごらんい

ただきますと、一番上の自主財源が444億3,000

万円余、それから、中ほどからちょっと下の依

存財源が540億5,900万円余の増額となっており

。 、 、 、ます 以下 特徴的な事項について 自主財源

依存財源ごとに御説明いたします。

裏の４ページをお願いいたします。自主財源

の状況でありますが、上の箱書きの３つ目の四

角のところをごらんください。繰入金について

ですが、事業の補正に伴いますもののほか、先

ほど申し上げましたように、収支不足に対する

財源調整のための基金繰入金を256億円余計上し

たことによりまして、278億円余の増額補正と

なっております。この結果、その下の中の表で

ありますけれども、基金残高の推移の表を見て

、 、いただきますと 財源調整のための基金残高は

平成19年度末で412億円となっております。その

下の基金残高の推移のグラフを見ていただきま

すと、平成６年度の1,480億円をピークに減少し

ているところでありますが、今後も財政改革を

着実に推進し、極力基金取り崩しに頼らない財

政運営を目指したいと考えております。

右の５ページをごらんください。一番上に自

主財源比率の推移を示しておりますが、平成19

年度は税源移譲の影響もありまして38.5％と、

過去最高の数値となっております。なお、下の
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点線で囲んだところに参考までに県税の状況を

記載しております。県税は当初予算と変動はご

ざいませんが、初めて1,000億円を突破いたしま

した。しかし、一番下の表にありますとおり、

このうち107億円は税源移譲、８億円が税制改正

の影響で、それ以外の従来ベースで申し上げま

。すと約34億円の増ということになっております

次に、裏の６ページをお願いいたします。依

存財源の状況であります。

まず、地方交付税は、交付額の増が見込まれ

ることから、27億円余の増額補正で、補正後の

総額では前年度をやや上回る1,861億円余と見込

んでおります。しかしながら、下の中ほどの表

を見ていただきますと、地方交付税及び臨時財

政対策債の状況の表でありますけれども、交付

税の代替財源であります臨時財政対策債と合わ

せた状況として申し上げますと、臨時財政対策

債が前年度に比べ20億円余減少しており、トー

タルでは14億円の減となっているところであり

ます。その下の表の県債の状況をごらんくださ

い。６月補正後の県債発行額は667億円で、18年

度に比べまして63億円の減と抑制を図ったとこ

ろであります。なお、括弧内は交付税の代替財

源であります臨時財政対策債を除いたものであ

ります。また、県債残高につきましては19年度

末で9,022億円程度と、前年度末に比べまして40

億円減となっております。県債残高はこれまで

累増をいたしておりましたが、ようやく減少に

転じたところであります。括弧内の数字は臨時

財政対策債を除いたいわば実質ベースの残高で

ございますが、これにつきましても191億円の減

となっております。

次に、右の７ページをごらんください。県債

発行額と県債残高の推移をグラフであらわした

ものであります。このうち折れ線グラフが県債

残高の推移をあらわしたものであります。その

下の表が県債依存度の推移でありますが、一番

右にありますように、平成19年度は県債依存

度11.8％とここ数年では最も低くなっておりま

す。なお、下の点線の囲みに地方譲与税の状況

を参考までに記載いたしております。この地方

譲与税につきましては、当初予算と変動はござ

いませんが、前年度より181億円余減少いたして

おります。これは昨年度まで税源移譲分が措置

されていた所得譲与税約180億円が廃止されたこ

と等によるものであります。先ほど県税のとこ

ろで税源移譲の増が107億円と申し上げました

が、この差が73億円のマイナスとなっていると

ころであります。

、 。次に その裏の８ページをお願いいたします

歳出関係であります。歳出の特徴でございます

が、まず、性質別の状況を記載しております。

中ほどの表の６月補正の欄をごらんいただきま

すと、義務的経費が5,600万円余の増額、それか

ら、中ほどの投資的経費が711億円余の増額、そ

れから、一番下のその他一般行政経費が272億円

余の増額補正となっております。

内容につきましては右の９ページをごらんい

ただきたいと思います。上から順にまいります

と、まず、１番目の義務的経費でありますが、

これについては２つ目の人件費であります。６

月補正では、非常勤職員分で3,300万円の増額補

正でありますが、補正後の総額で見ますと、退

職手当が約７億円増加しておりますものの、職

員給料等が減っているため、ほぼ前年度並みと

なっております。

次に、真ん中の投資的経費ですが、今回711億

円余の増額補正でありますが、補正後の総額で

は、新たな財政改革推進計画に基づく公共事業

費の減や災害復旧費の減によりまして、前年度
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と比べ9.0％の減となっております。一番下のそ

の他一般行政経費でありますが、政策的経費や

新規事業等の計上に伴いまして、補助費等や貸

付金等で272億円余の増額補正ですが、補正後の

総額では、社会保障関係費が増加はいたします

ものの、事務事業の見直し等によりまして、前

年度より0.2％の減となっております。

次に、裏の10ページをごらんください。ここ

には、款別の歳出予算の状況を12ページまで掲

、 、げて 主な増減要因を掲げておりますけれども

説明については省略いたしますので、後ほどご

らんいただきたいと存じます。

次に、13ページをお願いいたします。新たな

。財政改革の着実な取り組みについてであります

平成19年度は新たな財政改革推進計画の初年度

であり、今回の予算につきましても、この計画

をもとに義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減

・重点化、事務事業の見直し等に努めたところ

であります。計画上では、下の表に参考と掲げ

てあるところでありますけれども、平成19年度

の収支不足見込額は238億円でありました。しか

、 、しながら 上にまた目を転じていただきますと

本文の２つ目の四角囲みのところでありますけ

れども、地方財政対策等の結果、本県の収支不

足は354億円まで拡大しましたが、さらなる事務

事業の見直し等によりまして256億円程度まで圧

縮したところであります。また、財政の健全化

に向け、県債発行額を前年度比で63億円減の667

億円まで抑制いたしまして、年度末の県債残高

を前年度末に比べて40億円減の9,022億円程度と

減少に転じさせたところであります。一方で、

徹底した事務事業の見直し等で捻出した財源を

活用いたしまして、県政の重要課題に対応する

ために真に必要な新規事業107件、改善事業63件

を盛り込んだところであります。このほか、予

算を伴わずに県民サービスの向上を図るゼロ予

算施策を積極的に実施しますほか、入札・契約

制度改革につきましても、一日も早い県民の信

頼回復に向けて着実に取り組むこととしたとこ

ろであります。

裏の14ページに具体的な数値を入れて取り組

、 、みを記載しておりますが これにつきましては

今、骨子の部分を申し上げましたので、後ほど

ごらんいただければと存じます。

次に、委員会資料のほうをお願いしたいと思

います。委員会資料の４ページをお願いいたし

ます。総務部の各課別集計表であります。この

表の一番下の総務部計の欄をごらんください。

今回の補正で１億6,311万7,000円をお願いいた

しておりまして、これによりまして平成19年度

の予算額は1,271億8,894万8,000円となり、前年

度当初予算と比べて４億400万円余の減となって

おります。

次に、予算議案以外の議案につきまして御説

明をいたします。同じ委員会資料の一番前の目

次のところをごらんいただきたいと存じます。

２の特別議案関係でありますけれども、これ

につきましては、議案第６号「宮崎県税条例の

一部を改正する条例」であります。これは、地

方税法の一部改正に伴いまして個人事業税に係

る関係規程の整備を行うものであります。

そのほか、１つ飛びまして、議案第９号「職

」員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

など、条例改正等の特別議案が４件ございます

けれども、私のほうからの説明は省略をさせて

いただきます。

次に、３の報告承認（専決処分の承認を求め

ることについて）であります。今回２件の専決

報告がありますが、いずれも時間的制約から専

決を余儀なくされたものであります。
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まず 平成18年度宮崎県一般会計補正予算 第、 （

６号）の専決報告であります。これは高病原性

鳥インフルエンザの県内３カ所の発生地域のう

ち、日向市と新富町分の必要経費がほぼ確定し

たことにより、平成19年３月28日付で専決によ

り補正を行ったものであります。

次に 平成18年度宮崎県一般会計補正予算 第、 （

７号）の専決報告であります。これは、県税の

増収及び地方交付税の確定、並びに退職手当の

確定等に伴い、平成19年３月30日付で専決によ

り補正を行ったものであります。

次に、４の報告事項といたしまして、平成18

。年度宮崎県繰越明許費繰越計算書がございます

最後に、５のその他報告事項であります。本

日御報告をいたしますのは、上から３番目、新

たな行財政改革大綱の素案についてほか４件で

ございます。

詳細につきましては、それぞれ担当課長、室

長から説明をいたさせますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。

私からは以上でございます。

総務課の補正予算及○米良部参事兼総務課長

び特別議案について御説明をいたします。

まず、補正予算でありますが、お手元の歳出

。予算説明資料をごらんいただきたいと思います

13ページでございます。総務課の６月補正予

算は7,137万3,000円の増額をお願いしておりま

して、補正後の予算額は、18年度当初予算額に

比べ5.7％減の16億3,717万8,000円となります。

15ページをお開きください。補正予算の主な

ものについて御説明をいたします。

中ほどの（目）財産管理費の（事項）庁舎公

舎等管理費でございます。これは庁舎公舎等の

維持管理に要する経費でございまして、今回、

総合庁舎等で使用する備品や、職員宿舎に設置

する住宅用火災報知器の購入に要する経費とし

て525万6,000円を増額するものでございます。

次に （事項）公有財産管理費でございます。、

これは公有財産の管理運営、処分等の事務の円

滑な遂行のための経費でございまして、県有財

産の入札処分を実施する際の新聞広告掲載、及

び鑑定評価や地籍の測量などに要する経費とし

て751万7,000円を増額するものでございます。

次に、16ページをごらんください （款）災害。

復旧費の一番下の（事項）県有施設災害復旧費

でございますが、これは台風等により被災した

県有施設の災害復旧に要する経費でございまし

て、5,562万円を増額するものでございます。

補正予算につきましては以上でございます。

続きまして、特別議案につきまして御説明を

いたします。議案書では33ページですが、委員

会資料で御説明をさせていただきます。

委員会資料の14ページをお開きください。

議案第11号「宮崎県情報公開条例及び宮崎県

個人情報保護条例の一部を改正する条例」であ

ります。

改正理由でございますが、郵政民営化法によ

り、日本郵政公社が本年10月１日に解散するこ

とに伴い、条例の改正が必要となったものであ

ります。

改正内容でございますが、日本郵政公社の役

職員は、条例では、これまで公務員等として位

置づけられておりましたが、民営化に伴い公務

員ではなくなりますので、公務員等から除外す

るための改正をお願いするものであります。

施行期日は10月１日を予定しております。

15ページから16ページにかけて新旧対照表を

掲載しております。

総務課は以上でございます。

人事課の補正予算に○岡村部参事兼人事課長
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つきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の17ページをごら

んください 人事課の６月補正予算は551万9,000。

円の増額をお願いしております。この結果、補

正後の予算額は70億228万3,000円となります。

19ページをお開きください。補正予算の主な

ものについて御説明いたします。

まず 目 人事管理費 事項 県職員研修費53、（ ） （ ）

万9,000円でございます。これは自治学院におい

て行う研修プログラムの一環として、県政にお

ける課題等をテーマとし、職員を中心に自主研

究グループをつくり、調査研究、報告書作成な

どを助成するための経費等であります。

次に （事項）職員派遣研修費498万円でござ、

いますが、これは職員の自主企画による短期研

修等に要する経費であります。

補正予算については以上でございます。

次に、特別議案につきまして御説明申し上げ

ます 恐れ入りますが お手元の委員会資料の10。 、

ページをお願いいたします。

議案第９号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」についてであります。

まず、１の趣旨でありますが、県政に対する

県民の信頼確保の観点から、禁錮以上の刑とな

るような犯罪の嫌疑がある職員に対し、期末勤

勉手当の支給を一時的に差しとめできるように

するものであります。

次に、２の改正内容であります （１）にあり。

ますとおり、在職者について、支給日の前日ま

でに在職期間中の行為に係る刑事事件、これは

禁錮以上の刑の可能性がある者に限ることとし

ておりますけれども、その刑事事件に関し、起

訴をされ、その判決が確定していない場合、逮

捕された場合、聴取した事項または調査により

判明した事実に基づき、犯罪があると思料する

に至った場合には、期末勤勉手当の支給を一時

差しとめることができるようにするものであり

ます。現在の制度では、期末勤勉手当の基準日

の１カ月前から支給日までに退職した者に対す

る期末勤勉手当については一時差しとめができ

ることとされておりますが、これと同様の取り

扱いを在職者についても行うものであります。

次に （２）にありますとおり、これらの一時、

差しとめを受けた者が禁錮以上の刑に処せられ

た場合または懲戒処分免職となった場合は、一

時差しとめを行った期末勤勉手当は支給しない

こととなります。したがって、起訴されない場

合や無罪または罰金以下の刑となった場合など

は、その時点で支給することとなります。

次に、３の改正を要する条例は、職員の給与

に関する条例のほか６つの条例であります。

最後に、４の施行期日でありますが、公布の

日からとしており 実際に適用となるのは平成19、

。年12月期の期末勤勉手当ということになります

特別議案については以上でございます。

次に、２件の報告案件について御説明させて

いただきます。

委員会資料の22ページをお開きください。

まず、不適正な事務処理に関する自主申告の

結果と今後の全庁調査について御報告させてい

ただきます。

１の自主申告までの経緯にありますように、

県立みやざき学園での物品購入に係る不適正な

事務処理の発覚を受け、知事からは、21日庁議

の場を通じて、今からでも速やかに申し出てほ

しい旨の言葉があり、また、５月18日には副知

事からもメールで全職員に呼びかけました。こ

れを受けて人事課でも各部局に対し、必要な調

査事項等示して自主申告を促したところであり

ますが、５月28日に該当のあった部局から申告
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があり、５月31日に自主申告の結果を公表した

ものであります。

次に、２の自主申告の結果でありますが、今

回は、平成14年度以降における不適正な事務処

理について申告を求めたところ、まず、表の①

にありますとおり、現在、預けの残高があるも

のが17所属ありました。その残額は、表の右端

にありますとおり、413万2,087円となっており

ます。

次に、表の２の過去に預けがあったものの、

昨年度から現在までに解消した所属が19あり、

さらに、表の③の、同じく過去に預けがあった

ものの 平成17年度以前に既に解消済みの所属10、

を加えますと、全体で46所属で預けを行ってい

たことが判明いたしました。これは、県の全所

属数292の15.8％に相当するものでございます。

、 、 、なお 部局別に所属数を見ると 知事部局が38

教育委員会が５、県警本部が３となっておりま

す。これらの所属の具体的な状況は別紙として

別途配付させていただいておりますので、ごら

んいただければと思います。

資料の②、預けの概況等のアにありますよう

に、今回の自主申告は速やかさを第一として短

期間に調査を求めました。預けの現在残高につ

いては、本庁からも職員が赴き、預けについて

業者との確認もとれておりますが、過去の預け

金額の総体や、いつから行われているのか等の

把握まではできておりません。なお、イにあり

ますように、今回預け金の使途は事務用品、文

具、備品などのほか、医薬品やタクシー代など

多岐にわたっております。これまでのところ、

現物の確認や業者からの聞き取り等では私的な

流用は確認されておりません。

次に、資料の２ページ （２）金銭等に係る不、

適正な事務処理についてでありますが、今回の

自主申告においては、金銭の取り扱いに関し、

県立こども療育センターと県立産業技術専門校

高鍋校から、資料にありますような不適正な事

務処理が行われてきたと報告がありました。い

ずれも改善が図られており、現時点では私的な

流用等の不正は確認されていないところであり

ます。

以上が今回の自主申告の結果であります。

最後に、資料の３の今後の全庁調査について

ですが、県民の信頼回復に向けて、物品調達や

金銭の取り扱いに関する不適正な事務処理に関

して、実態把握と原因究明を行い、二度とこの

ようなことが起こらないよう再発防止の徹底を

図ることといたしております。そのための第三

者機関として５月31日に不適正な事務処理に関

する外部調査委員会を設置し、６月６日に第１

。 、回の委員会を開催いたしました 委員の構成は

県弁護士会会長の日野直彦先生、今年度から設

けた県の公益通報制度における外部窓口をお願

、いしております大迫敏輝先生の２名の弁護士と

県の包括外部監査委員の補助者として御活躍い

ただいたこともある公認会計士の大塚孝一先生

の３名での構成となっております。

調査の主体となる不適正な事務処理に関する

庁内調査委員会に対する指導・助言や検証、さ

らに再発防止策等についての提言もお願いして

いくことといたしております。

なお、副知事、総務部長、会計管理者で構成

する不適正な事務処理に関する庁内調査委員会

は５月17日に、また庁内調査委員会のもとで調

査にかかわる具体的な事務を取り扱う作業チー

ムも、私をチームリーダーとして５月18日に設

置しております。

全庁調査の調査概要でありますが、物品の納

、品なしに代金名目で一定額を納入業者に支払い
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後の物品購入等の代金として納入業者に管理さ

せる、いわゆる「預け」を調査対象項目として

おります。また、預けとは異なりますが、消耗

品等の発注を行い、実際には発注と異なる物品

等納入させる書き換えと呼ばれる事務処理も今

回新たに調査いたします。あわせて、所属に保

管されている預金通帳や現金等のうち、不適正

な事務処理に起因するもの、その他目的、性格

が不明朗なものについても調査対象項目といた

しております。

調査対象機関は、県の全所属である292所属、

また文具、事務機、理化学機器、医薬品、タク

シー等の事業者326社です。

調査対象期間は、平成14年度から平成19年度

までとしております。

６月11日に調査票を発出し、既に現在全庁調

査を開始しておりますが、今後のスケジュール

としましては、６月下旬からは本庁職員などに

よる現地調査も行いながら、調査結果の精査、

取りまとめ、また原因分析、再発防止策の検討

等を進め、８月末には調査結果を発表したいと

考えております。こうした取り組みによりまし

て、一日も早い県政への信頼回復に努めてまい

りますので、御指導、御協力よろしくお願いい

たします。

最後に、24ページをお開きくださいませ。も

う一件報告事項でございます。宮崎県行財政改

革推進本部が策定いたしました入札・契約制度

改革に関する実施方針に基づきまして、去る６

月12日付で制定いたしました宮崎県職員倫理規

程の概要について御説明させていただきます。

今回制定いたしました倫理規程は、国の国家

公務員倫理法に基づく国家公務員倫理規程の内

容を基準として作成したものですが、本県で発

生した入札談合事件や不適正な事務処理問題を

踏まえまして、職員が職務に係る倫理の保持を

図るための職員の責務に係る規定を独自に加え

たものとなっております。

24ページの１でありますが、この倫理規程の

目的は、職員の職務に係る倫理を保持するため

に必要な事項を定め、職務の公正さに対する県

、民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り

もって公務に対する県民の信頼を確保するとい

うことであります。

次に、２のこの倫理規程の対象となる職員の

範囲でありますが、臨時または非常勤職員並び

に県立看護大学の教員を除く知事部局の職員と

しております。県立看護大学の教員につきまし

ては、教育公務員特例法によりましてその服務

の基準等については、基本的に学内の評議会で

決めるとされていることから、対象から外して

おります。

３の倫理行動基準については、職員が公務員

、 、（ ）として誇りを持ち かつその使命を自覚し １

から（５）に掲げる事項をその職務に係る倫理

の保持を図るために遵守すべき基準として行動

しなければならないこととしております。

４、利害関係者については、この規程の内容

の多くが職員と利害関係者との間で守るべきル

ールにかかわるものであることから、職員が職

務として携わる事務の区分に応じて表のとおり

細かく定めておりますが、基本的には、個々の

職員が職務において相手方としている事業者等

及び個人を概ね利害関係者として規定いたして

おります。なお、表の事務区分の１から７まで

は国の規程と同様ですが、８、入札に関する事

務につきましては、入札・契約制度改革の趣旨

も踏まえ、入札参加有資格事業者及びそれらの

、事業者等を構成員とする事業者団体についても

本県独自に利害関係者といたしております。ま
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た、表の下の米印にありますように、職員は概

ね３年ごとに異動いたしますが、基本的には、

異動後３年間は異動前の職において利害関係者

であったものは利害関係者とみなすことといた

しております。

次に、25ページの５、利害関係者との間の禁

止事項についてであります （１）から（８）ま。

ではいずれも国家公務員倫理規程の内容と同様

であります。なお （８）については、職員が利、

害関係者に対し、第三者、例えば自分の親や友

人等に対して物品等の贈与をするよう求めたり

するといったことについて禁止するということ

であります。

６、禁止行為の例外についてでありますが、

（１）については、県民の公正な職務の執行に

対する疑惑や不信を持たれるおそれが乏しいこ

とから、禁止行為から除外しているものであり

ます （２）の私的な関係とは、県職員の身分に。

かかわらない関係のことで、親族関係や学生時

代からの友人等職員になる前からの関係や、地

域活動を通じて知り合った関係のことでありま

す。こういった関係の場合は、相手が利害関係

者であっても職務の執行の公正さに対する県民

の疑惑や不信を招くおそれがない場合に例外的

に認められるというものであります （３）につ。

いては、自己の費用を負担する場合で、倫理監

督職員、倫理監督職員といいますのは総務部長

でございますけれども、倫理監督職員の許可を

得た場合は、利害関係者とともにゴルフ等行う

ことができることとしております。これは、例

えば企業誘致等の業務を行うに当たって相手方

、とともにゴルフ等行う場合等が考えられるため

、 、倫理監督職員が審査し 許可するということで

１件ごとに審査し、許可するということとした

ものでございます。

７の利害関係者以外の事業者等との間の禁止

事項につきましては、相手が利害関係者に該当

しない場合であっても、過度の接待を受けるこ

とやつけ回しをすることは禁止するというもの

であります。

８、職務に係る倫理の保持を図るための職員

責務についてでありますが、このうち （１）か、

ら（５）が国の規程にはない本県独自の規程で

あります （１）は、みずから職務に係る法令違。

反を行っている場合、または他の職員が法令違

反を行っていることを知っていた場合は、上司

等から問われた際、うそを言ったり、事実を隠

。（ ） 、してはならないということであります ２ は

部下の法令違反行為について上司が黙認しては

ならないというものであり、この場合、上司は

部下を指導して行為をやめさせ、人事課等に報

告するといった対応をとらなければならないと

いうことであります （３）は、職員は、他の職。

員の職務上の犯罪行為等を知った場合は上司等

に報告する義務を課すものであります。なお、

それをしない場合は公益通報をしなければなら

ないということにしております （４）は、上司。

から犯罪行為に該当するような命令を受けた職

員は、当該上司に対して法令違反である旨の意

見を述べなければならないというものであり、

その後においても違法な命令が続く場合には、

（５）により、ほかの上司等へ相談をしなけれ

ばならないというものです。なお、それをしな

い場合については、この場合も公益通報しなけ

ればならないということにしております。

これらを徹底することによりまして、入札・

談合事案のように上司が部下に対し違法な命令

をすることや、不適正事務処理事案のような違

法な事務処理を職員が行うことを抑制すること

ができるとともに、万一そういった行為がなさ



- 36 -

れた場合でも組織として把握し、適切な対処が

行えるものと考えております。

９、届出・承認等を要する行為についてであ

ります。まず （１）については、利害関係者と、

の飲食についてでありますが、自己の費用を負

担する場合、すなわち割り勘の場合は利害関係

者との飲食を行うことはできますが、負担額が

一定の金額、１万円を超えるような場合は倫理

監督職員への届け出を義務づけております。

（２）は、職員が行う講演等についてでありま

す。職員は、職務として行う講演等については

報酬等受けることはできませんが、職務外の本

人の識見と、例えば過去の業務で得た知識や趣

味、特技等の経験により、勤務時間外等に講演

等の依頼があった場合、依頼者が職務上の利害

関係者に該当する場合は、あらかじめ倫理監督

職員の承認を得なければならないということに

しております （３）でありますが、事業者等か。

らの贈与等、これは金銭、物品、飲食の提供を

含みますが、額が１件につき5,000円を超える場

合は、四半期ごとに報告書の提出を義務づけて

おります。この報告書のうち、１件につき２万

円を超えるものについては一般に閲覧可能とと

いうことにしております。この対象は管理職員

ということでございます。

最後に、施行日については、職員への周知期

間を勘案し、７月20日といたしております。こ

の規程に違反した場合は懲戒処分の対象となり

得ることは既に各所属長あてにも通知を行って

、 、おりますが 職員一人一人がそのことをも含め

施行日までにこの倫理規程の内容を十分に理解

し、遵守できるよう、さらに指導徹底してまい

りたいと考えております。

なお、26ページから33ページにかけまして、

倫理規程本文をつけておりますので、御参照く

ださい。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

それでは、財政課の議案及び○和田財政課長

報告事項につきまして御説明をさせていただき

ます。

まず、議案第13号「財政事情の作成及び公表

に関する条例の一部改正条例」についてであり

ます。

常任委員会資料の18ページをお願いいたしま

す。今回の条例改正につきましては、地方自治

法第243条の３第１項に基づきまして、年に２回

公表いたしております財政事情、いわゆる宮崎

県の財政につきまして、その公表時期を現在の

５月１日と11月１日から、６月と12月に改める

ものでございます。

改正の理由でありますけれども、５月１日付

で公表いたしております財政事情につきまして

、 、は 前年度の歳入歳出予算の執行状況を確定し

製本・公表いたしておりまして、この執行状況

につきましては４月30日現在のものを用いてお

りますので、事務手続上、６月中旬ごろまで期

間を要するといったこと、また、他県において

も６月と12月に公表している県が最も多く、15

都府県となっておりますので、こういったこと

を踏まえまして今回改正をお願いするものでご

ざいます。

続きまして、報告第１号、報告第２号の専決

処分の承認を求めることについてであります。

ページを１ページおめくりいただきまして20

ページをお願いいたします。

まず、報告第１号、平成18年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）についてであります。こ

れは、高病原性鳥インフルエンザの県内３カ所

の発生地域のうち、日向市と新富町分の必要経
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費がほぼ確定したことに伴いまして、地方自治

法第179条第１項の規定により、平成18年度一般

会計の補正予算について専決処分させていただ

きましたので、同条第３項の規定によりまして

、 。報告をし その承認を求めるものでございます

鳥インフルエンザ関係につきましては、清武

町と日向市の一部の部分につきましては、時間

的に間に合いましたので２月の補正予算に上げ

たところでございますけれども、時間的に間に

合わなかった日向市の残りの部分と新富町分に

ついて今回専決して、それについて承認を求め

ているという状況でございます。

その中身でありますけれども、まず、歳入に

つきましては、国庫支出金が9,789万8,000円の

増額、繰入金が4,620万3,000円の増額となって

おります。繰入金につきましては、財政調整積

。立金からの繰入金というふうになっております

次に、歳出でありますけれども、農林水産業

費が１億4,410万1,000円の増額となっておりま

す。

続きまして、右側の資料の21ページをお願い

いたします。報告第２号、平成18年度宮崎県一

般会計補正予算（第７号）であります。これは

県税の増収及び地方交付税の確定並びに退職手

当の確定等に伴う補正でありまして、先ほどの

専決と同様、議会へ報告し、その承認を求める

ものでございます。

まず、歳入につきましては、いずれも２月補

正予算編成以降の増減の補正でありまして、主

なもののみを申し上げますと、一番上の県税が

８億7,000万円の増額、地方特例交付金が３

億7,451万6,000円の減額、地方交付税が28

億7,656万6,000円の増額、国庫支出金が８億177

万2,000円の増額、繰入金が46億円の減額、諸収

入が３億4,759万4,000円の増額、県債が11

億4,470万円の増額となっており、一番下の合計

でありますけれども、10億7,120万8,000円の増

額というふうになっております。

次に、下の歳出でありますけれども、まず、

総務費でありますが、14億559万5,000円の増額

であります。その内訳といたしましては、退職

者の確定に伴います退職手当が7,989万1,000円

の増額、財政調整積立金への積み立てが13

億2,570万4,000円の増額というふうになってお

ります。その次の衛生費1,250万円の増額であり

ますけれども、これにつきましては、産業廃棄

物基金への積立金となっております。その次の

農林水産業費186万2,000円の増額でありますけ

れども、これにつきましては、森林環境税基金

への積立金となっております。それから、その

下２つ、警察費は190万6,000円の増額、教育費

は３億5,065万5,000円の減額となっております

けれども、いずれにつきましても退職手当の確

定によるものでございます。

以上 合計で 一番下でありますけれども 10、 、 、

億7,120万8,000円の増額というふうになってお

ります。

続きまして、その他の報告事項といたしまし

て、宮崎県事業仕分け委員会の委員の公募につ

いて御説明をさせていただきます。常任委員会

資料の44ページ、一番後ろのページをお願いい

たします。一番裏側のページになります。宮崎

、県事業仕分け委員会の委員の公募につきまして

去る６月15日に始めましたので、その状況等に

ついて御説明をさせていただきたいというふう

に思います。

まず、事業仕分けでありますけれども、これ

につきましては、新たな財政改革推進計画を推

進するために、外部の視点も取り入れて、事業

の必要性でありますとか、本来実施すべき実施
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主体について整理分類を行いまして、平成20年

度予算への反映を目指すものでございます。

具体的な事業仕分けのイメージでありますけ

れども、そこに簡単な絵を入れておりますけれ

ども、まず、第１段階といたしましては、この

現在の事業はそもそも県民へのサービス提供が

必要な事業かどうかという観点から仕分けを行

います。ここで必要とされた事業につきまして

は、その下の第２段階として、行政が実施すべ

き事業か、あるいは民間でもできるものではな

いかという視点から、次の段階の事業の仕分け

を行っております。ここでさらに、行政の事業

、 、とされたものにつきましては 第３段階として

行政が実施する事業としても県が行うべき事業

なのか、国や市町村が行うべき事業なのかとい

うことについて事業の仕分けを行うというもの

でございます。

この事業仕分けの対象となる事業につきまし

ては （１）にありますとおり、全事業というふ、

うにいたしております。このうち、最初の１次

検討といたしましては、財政課と各部局で実施

しております事務事業の見直しの中で検討を行

うことといたしております。この１次検討の検

討事業のうち、県単事業など裁量の余地の大き

い事業でありますとか、金額の大きい事業につ

きまして、宮崎県事業仕分け委員会において２

次の検討を行うというふうにしたいと考えてお

ります。

２次検討を行います宮崎県事業仕分け委員会

でありますけれども （２）にありますとおり、、

、 、班構成につきましては そこにありますとおり

地域生活、福祉保健等部門など３班体制にする

ことといたしております。また、各班の委員構

成につきましては、②にありますが、学識経験

者、県内各分野の関係者、これは仕分けの対象

となる事業の専門家を想定いたしておりますけ

れども、それから県民からの公募により構成い

たしまして、１班当たり概ね５人から７人程度

を予定しているところでございます。この５人

、 、から７人程度のうち 公募委員につきましては

一番下の２のところにありますけれども、３名

から６名程度、１班当たり１名から２名程度入

れることといたしまして、３の募集期間にあり

ますとおり、去る６月15日から公募を開始いた

しまして、７月３日まで行うということにして

いるところでございます。

少し戻っていただきまして、③の開催であり

ますけれども、委員会の委員全員が集まります

全体会議を２～３回、それから、各班ごとに実

際に先ほどの事業仕分けを行う各班会議を３～

４回程度開催することといたしております。

最後に （３）のスケジュールでありますけれ、

、 、ども １次検討につきましては７月から８月に

２次検討につきましては、20年度、来年度予算

への反映を目指すものにつきましては、７月下

旬から８月下旬にかけて、中長期的に整理すべ

き大きな事項につきましては、９月から10月ご

ろに行うことといたしております。

説明につきましては以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

税務課の補正歳出予算につき○後藤税務課長

まして御説明申し上げます。

歳出予算説明資料の21ページをお開きいただ

きたいと思います。税務課の補正予算につきま

しては347万8,000円の増額をお願いいたしてお

ります。この結果、補正後の額は277億176万円

となります。

23ページをお願いいたします。補正予算の主

なものについて御説明いたします。

説明の欄であります。新規事業といたしまし
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て、税源移譲に伴う地方税収対策推進事業とい

たしまして91万8,000円を計上いたしておりま

す。内容は講演会の開催であります。所得税か

ら住民税への税源移譲によりまして、自主財源

であります地方税の確保はますます重要なもの

となっております。このため、市町村長初め関

係者に出席をいただきまして、地方税の税収確

保についての認識を深めてもらうことといたし

ております。講師といたしまして、総務省から

と、元東京都徴収指導室長の２人を予定してお

ります。事業費は、会場使用料、講師に対する

謝金等でございます。

一番下の段でありますが、課税徴収等の税務

職員の研修費といたしまして216万6,000円を計

上いたしております。

次に、特別議案につきまして御説明申し上げ

ます。委員会資料の６ページをお開きいただき

たいと思います。

議案第６号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」について御説明いたします。

改正理由でありますが、地方税法の一部改正

に伴いまして、個人事業税の課税対象から助産

。師業が削除されたことによるものでございます

改正内容であります。地方税法の改正に対応

いたしまして、県税条例の規定からも助産師業

に係る規定を削除するものでございます。

、 、施行期日でありますが 公布の日から施行し

改正後の規定は、平成19年度以後の年度分の個

人事業税について適用し、18年度までのものに

つきましては従前の例によることとしておりま

す。

次に、８ページをお願いいたします。

議案第７号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」について御説明

申し上げます。

改正理由でありますが、過疎地域自立促進特

別措置法、離島振興法、半島振興法に基づく県

税の課税免除または不均一課税を行った場合、

その減収分を地方交付税で補てんする措置が、

平成21年３月31日まで２年間延長されたことに

よるものであります。

改正内容につきましては、県税の課税免除ま

たは不均一課税の適用期限を平成21年３月31日

まで２年間延長するものでございます。

施行期日でございますが、公布の日から施行

、 。し ４月１日から適用することとしております

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

危機管理局関係につきま○押川消防保安室長

して御説明を申し上げます。

お手元の平成19年度６月補正歳出予算説明資

。料の25ページをお開きいただきたいと存じます

危機管理局の補正額は8,274万7,000円の増額で

ございまして、補正後の額は９億6,486万6,000

円となっております。

。主な補正の内容について御説明申し上げます

次の27ページをお開きください。中ほどの（事

項）消防防災施設設備整備促進事業費5,213万円

でありますが、これは市町村が行います消防防

災施設設備の整備を促進するために補助を行い

まして、消防防災力の強化を図るものでござい

ます。

続きまして、28ページをお開きいただきたい

と存じます。最後の（事項）消防学校費1,595

万5,000円であります。これは消防学校の環境整

備ですとか、消防職員、消防団員の教育訓練に

要する経費でございます。

補正予算につきましては以上でございます。

続きまして、平成19年６月定例県議会提出報

告書、この小さいほうでございますが、159ペー
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ジをお開きください。平成18年度宮崎県繰越明

許費繰越計算書であります。

１行目の事業、総合情報ネットワーク設備更

新事業でありますが、4,140万1,500円の繰り越

しとなっております。この事業は、気象情報等

を関係機関に一斉に送信しますファクス蓄積装

置の更新工事でございますが、情報提供元の一

つであります気象台が全国的なシステム変更を

行ったことから、工事中断を余儀なくされたも

のでございます。その後、気象台の新システム

ができ上がりましたので、現在県において工事

等を行っており、完成は７月末を予定いたして

おります。以上でございます。

行政経営課から○米原部参事兼行政経営課長

は、最後の２件でございます。報告を２件申し

上げます。

まず、新たな行財政改革大綱の素案について

でありますが、素案の全体は別冊でお手元にお

配りしてございますが、委員会資料のほうで概

要について御説明をいたします。

34ページをお願いいたします。１の推進期間

でございます。新みやざき創造計画を支え、一

体として推進するということから 19年度から22、

年度の４年間を推進期間としております。

それから、２の新大綱策定の視点（必要性）

でございますが、３点挙げております。今回の

大綱は、基本的には、昨年策定いたしました行

政改革大綱2006を見直すものでございますが、

その後の状況を踏まえまして、１点目としまし

ては、本県の財政状況がさらに厳しさを増して

いるということで、財政健全化が必要という視

点から、経営改革、そしてもう一つ、３月に策

定いたしました新たな第２期の財政改革推進計

画を内容とする財政改革の改革プログラムを推

進することとしました。また２番目ですが、入

札談合事件等で失われた県政に対する信頼回復

という視点からは、意識改革と入札改革のプロ

グラム、さらに３点目ですが、県民総力戦に向

けた環境づくりがこれまで以上に重要という視

点に立ちまして協働改革のプログラムと、都合

５つの改革プログラムを進めることにしており

ます。

また 財政面からの改革の必要性が一層高まっ、

たということで、今回は行財政改革大綱という

ことで財政の財を加えた形としてまとめたとこ

ろでございます。

35ページをごらんください。素案に盛り込ん

だ主な取り組みであります。

、 、 。まず １の意識改革でございますが ①です

何よりも公務員倫理の確立が重要でございます

ので、これを最初に位置づけまして、丸の１つ

目、先ほど人事課長が御説明しました職員倫理

規程の制定、丸の２つ目、全庁的なコンプライ

アンス推進体制の整備、３点目は、公益通報制

度の充実強化などを盛り込んでいるところでご

ざいます。

それから、②の組織風土改革の推進でござい

、 、 、ますが 丸の２つ目 部局長の取り組みですが

職務遂行に当たっての基本姿勢と職務目標を毎

、 、年度設定し 公表する部局マニフェストの実施

本年度から、企業局長、病院局長、会計管理者

が加わることになります。それから、職員の取

り組みとしては職員提案、それから、丸の４つ

目ですけれども、県職員も地域社会の一員でも

あるという視点から、職員の自主的な地域活動

参加を促す指針の作成等を行ってまいりたいと

考えております。

それから、２の経営改革でございます。行政

組織の見直しでございますが、簡素で効率的な

組織体制の整備を目指すものでございますが、
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主な知事部局の検討事項としまして、そこにご

ざいますけれども、本庁の場合、部の再編を含

む組織体制のあり方、みやざきブランド等の効

、果的な情報発信を図るための部局横断的な組織

子供に関する施策を総合的に推進するための関

係業務の一元化などでございます。出先機関に

つきましては、地域農政の効果的推進等のため

の農林振興局、農業改良普及センターの組織体

制の見直し、道路・交通網の整備等を踏まえま

して、土木事務所の統合再編等を検討していき

たいというふうに考えております。

目標としては、推進期間中に知事部局の本庁

出先機関を１割程度削減という目標を掲げてお

ります。

36ページをお願いいたします。適正な定員管

理でございます。丸にございますが、すべての

部門について県職員についての適正な定員管理

を行い、総職員数を削減ということで、そこに

四角で囲んだ表がございます。各部門別の目標

ですが、この表の一番下でございます。平成11

年４月１日との対比として 前の大綱2006では22、

年４月１日までに900名の純減ということを掲げ

ておりましたが 今回の見直しによりまして 23、 、

、年４月１日までに100名上積みをして1,000名と

純減を行うという目標を立てております。

それから、③の適正な給与管理では、知事の

マイナス20％、副知事のマイナス10％、あるい

は管理職手当のマイナス10％等の給料等の減額

を継続して実施するということなどでございま

す。

それから、④の適正で成果重視の行政運営で

すが、丸の２つ目でございます。不適正な事務

処理等への対応ということで、会計事務指導の

強化や、不適正な物品管理の徹底というのを特

に盛り込んだところでございます。

、 。 、それから 37ページでございます 協働改革

①ですが、県民に県のブレーンとして県政に参

画いただく機会の創設ということで、既に県民

ブレーン座談会等実施しておりますが、今後県

民と知事との公開討論会等の開催などを予定す

るということを盛り込んでおります。

、 。それから ②の県民等との協働でございます

丸の１つ目、平成20年度からＮＰＯ提案公募型

事業を本格実施、２つ目の丸ですが、企業等の

社会貢献活動を促進するための環境の整備など

を盛り込んでおります。

それから、③の民間活力の活用、これは丸の

２つ目ですが、現在、県が直営で運営しており

ます公の施設につきまして、指定管理者制度の

導入が可能かどうかといったことも検討してい

きたいというふうに思っております。

それから、④の公社等の改革ですが、公社等

改革指針に基づきまして、県が出資する公社等

、 、の統廃合 経営の効率化等の推進ということで

目標としては、現在50あります対象法人数、こ

れにつきまして１割程度削減というものを掲げ

ております。

それから、市町村との関係では、⑤市町村へ

の権限移譲、県からの権限移譲を一層推進する

ということで、目標としましては、移譲対象事

、 、 。務 これを現況値1,832ですが 2,400まで拡大

うち 実際に市町村に権限が移る １つでも移っ、 、

た場合でございますが、移譲済みの事務数

を1,200まで拡大というのを掲げております。

それから （４）の入札改革でございます。①、

公共工事の入札・契約制度の見直しですが、３

、月に決定しております実施方針に基づきまして

一番下にございますが、予定価格250万以上の工

事について段階的に指名競争入札を廃止し、20

年１月までに原則として一般競争入札に移行と
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いった内容を盛り込んだところでございます。

それから、38ページでございます。②の公共

工事以外の見直しでございますが、丸の１つ目

の物品購入、丸の２つ目、庁舎等管理業務の委

託、いずれも一定の予定価格を超えるものにつ

いては段階的に指名競争入札を廃止し、原則と

して一般競争入札に移行という方向性を盛り込

んでおります。

最後に （５）の財政改革につきましては、新、

たな財政改革推進計画の今後の取り組み部門を

そのまま盛り込んでおりますので、説明は略さ

せていただきます。

なお、この素案につきましては、県議会ある

いは県民の皆様等の御意見、さらには市町村へ

の意見照会等も行っておりますので、これらを

踏まえまして、今月末には知事を本部長としま

す行財政改革推進本部において決定する予定で

ございます。

それから、40ページでございます。ここに参

考として、18年度における行財政改革の主な取

り組み結果をまとめておりますが、説明は略さ

せていただきたいと思います。

続きまして、42ページから43ページをお開き

ください。18年度の指定管理者制度導入施設の

状況についてであります。ここに県営住宅を含

みます62施設の一覧表がございます。これらの

公の施設につきましては、平成18年２月の定例

県議会におきまして指定の議決をいただき、18

年４月から指定管理者制度を導入したところで

ございます。

41ページのほうにお戻りください。全体の概

要につきましてはこちらのほうで御説明したい

と思います。

まず、県が指定管理者に支出する指定管理料

でございますが、18年度の計が17億9,600万弱と

なっております。なお、歳入面も含めまして県

の実質的な財政負担は、従来の管理委託制度に

比べまして年間で約４億円軽減されているとこ

ろでございます。

次に、２の施設の利用状況でございますが、

利用者数等が把握可能な施設の中で、17年度と

比べて利用が増加したものが16施設。主な施設

としては青少年自然の家などでございます。一

方、減少したのが８施設となっておりまして、

主な施設は国民宿舎高千穂荘などであります。

次に、３の利用料金収入でございますが、こ

れは施設の利用料金を直接指定管理者の収入と

する制度で、目的としては、指定管理者にイン

センティブを提供して運営の効率化等を図ると

いうものでございますが、本県では13施設につ

いて利用料金制をとっております この収入が17。

年度と比べて増加したのが９施設、一方、減少

したのが４施設となっておりますが、えびの、

高千穂の両国民宿舎の減少幅が大きかったこと

に伴いまして、トータルでは17年度と比べまし

て2,600万円余のマイナスとなっております。な

お、２つの国民宿舎はいずれも本年度に入って

からの４～５月の計で見ますと、利用料金は前

年を上回って改善が図られているところでござ

います。

また、４の指定管理者制度の導入を契機とし

た利用者の利便性やサービス向上の取り組みで

ございますが、主なものとして、そこにありま

すように、利用料金の引き下げ、割引等の弾力

化など、それから、開館日の拡大や利用時間の

延長、予約・支払い手続等の簡素化・利便性の

向上が図られますとともに、自主企画、イベン

ト等の充実、情報発信の強化、送迎バスやＡＥ

Ｄなどの施設・設備の整備などが図られたとこ

ろであります。
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利用状況等は以上のとおりでございますが、

最後に、５にありますように、各施設の担当課

によりますと、平成18年度、公の施設の管理運

営については、特に大きな問題もなく、全体と

して概ね適正に行われたということでございま

す。今後とも県として適正な管理運営が確保さ

、れるよう指定管理者に対する指導監督に努めて

県民のサービスの向上や施設利用の促進を図っ

ていきたいと考えております。

説明は以上でございます。

暫時休憩いたします。○中野委員長

午後２時35分休憩

午後２時42分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

執行部の説明が終了しました。まず、議案関

係について質疑はありませんか。

ちょっと進め方について。あさっ○黒木委員

てまであるんですが……。

休憩します。○中野委員長

午後２時43分休憩

午後２時44分再開

再開いたします。○中野委員長

それでは、時間関係もありますし、内容が多

岐にわたっておりますので、きょうは総務課と

。 、人事課について質問をしたいと思います まず

議案から。それでは、委員の皆さん、まず、総

務課、人事課についての質疑をお願いします。

予算のほうからお尋ねをしたいと○鳥飼委員

思います。

まず、庁舎公舎等管理費ということで15ペー

ジに書いております。公有財産管理費とか書い

、 、てあるんですが その前に当初と今度の肉付け

さっきも聞いたんですけど、当初で上げてもい

いようなものが今度の肉付けに来ているんじゃ

ないかなという感じがしまして、例えばさっき

の危機管理局の予算にしても、その辺の区分け

というか仕分けは基本的にはどんな考えでやっ

ておられるんですか。

当初の骨格予算と肉付け予算○和田財政課長

の仕分けでありますけれども、基本的な考え方

は、先ほどお手元に配付しております平成19年

度予算案の概要についての１ページをお開きい

ただきたいと存じますけれども、下の枠囲みの

ところに骨格予算に計上した経費について掲げ

させていただいております。基本的には、当初

予算の時点で盛り込まなければ県政の運営に支

障が生じるような経費についてのみ当初予算に

計上すると、そういった考え方で計上させてい

、 、ただいておりまして 具体的に申し上げますと

表にありますとおり、まず、義務的経費、人件

費、扶助費、公債費につきましては、年間所要

見込み額、１年間に全額必要な額について計上

させていただいております。それから、その下

の公共事業につきましては、年間所要見込み額

の概ね40％程度というふうにさせていただいて

おります。この考え方でありますけれども、肉

付け予算が通ります６月末、概ね７月ごろまで

の４、５、６、７月までの４カ月間分の公共事

業に必要な量は確保しようという考えに立ちま

して、概ね40％程度を骨格予算の段階で盛り込

んだところでございます。それ以外の経費につ

きましては、施設関係費、社会保障関係費等年

間どうしてもその時点で見込むべき主なものに

つきましては、年間所要見込み額をやっており

ますけれども、それ以外の早急な対応を必ずし

も要しないようなものにつきましては、肉付け

予算に回したということにいたしております。

以上でございます。
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そうしますと、当然年間需要では○鳥飼委員

計上すべきことだけれども、計上していないも

のもあるということですね。

委員御指摘のとおり、必ずし○和田財政課長

もその時点で計上しなくても県政に影響がない

ようなものにつきましては、可能な限り肉付け

予算のほうに回させていただくという考えで

やっております。

そうしますと、1,000億円というけ○鳥飼委員

れども、肉付け予算は、本来的には1,000億円と

いうのは、知事の政策的経費に係るものはもっ

と少ないものだというふうに、長くなりますけ

れども、答弁要りませんけれども、そんなふう

に理解をいたしまして、先ほど申し上げた庁舎

管理費のところなんですけど、知事公舎の管理

費ですね、この間一般公開をやっていましたの

で、私も近くの駐車場にとめて見にいったんで

すが、総務課になるんですか、米良課長のとこ

ろになるんですが、知事公舎の管理費について

お尋ねをしたいと思います。

知事公舎管理費です○米良部参事兼総務課長

が、副知事公舎と一緒にやっておりまして、区

分できない部分がありますので、一緒に申し上

げたいと思いますが、平成18年度は1,012万ほど

。 、かかっております 平成19年度でございますが

警備関係の費用とか、あるいは庭園の管理費用

を少し落としまして、615万円ほど予定をしてお

ります。

副知事公舎が前にありますね。当○鳥飼委員

然副知事が住んでおられるんですけれども、住

んでもらっているからそれはそれでいいんです

けれども、問題は住んでいないほうの知事公舎

の関係なんですけれども、知事公舎は、住まな

くても管理人の方が１人、非常勤の方がおられ

るし、あとはどんな経費がかかるかわからない

んですけれども、そこら辺分離できるのか。

分離といいますと、○米良部参事兼総務課長

例えば警備費用なんかは機械警備でやっており

ますけれども、これは知事公舎が20万、副知事

公舎が12万ということで分離できるんですけれ

ども、庭園の植栽とか清掃等については、面積

割で出そうと思えば出せますけれども、今数字

は持っておりません。

それから、非常勤職員を１人配置しておりま

すが、知事公舎につきましては、ソフト面は秘

書広報課で、ハード面といいますか、器は総務

課という仕分けをしておりますので、秘書広報

課のほうで非常勤職員は配置しているという形

になっております。

分離がなかなか難しいということ○鳥飼委員

なんですけれども、知事が公舎に入居しないと

いうのは、経費がかかり過ぎるんだというよう

なことのように新聞とかでは見たんですけど、

入居する場合としない場合の経費、概ねどの程

度でというのは難しいですか。

庭園管理等は縮小し○米良部参事兼総務課長

た19年度の見込みでやっていけると思いますけ

れども、警備費等で巡回警備等が結構出てくる

のではないかと思います。その部分がある程度

加算されると思いますが、最低限615万8,000円

を予定していますが、それぐらいあれば。臨時

的にいろいろ警備の経費等が出てくることもあ

ると思いますが、それでできるんじゃないかと

思っています。

知事公舎は、知事が入居すれば、○鳥飼委員

基本料金とかそんなのはもちろん知事自身が払

うということになると思います。電気代とか水

道代とか、ガスをとればガス代とか。入居する

ことで経費がかかるということにはならない、

県の出費がふえるということにはならないと理
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解してよろしいんでしょうか。

、○米良部参事兼総務課長 知事が入居しますと

公邸部分の利用等もかなりふえてくるかと思い

ます。その部分は公費で出すことになりますの

で、その部分はふえてくるかと思いますが、私

邸部分につきましては、光熱水費は知事のほう

から直接いただくことになりますし、維持費が

節約した数字で600万ということで今お願いして

いますので、最低それがあればできるんじゃな

いかと思っておるんですが。

なかなかお答えしにくいかもしれ○鳥飼委員

ませんけど、議会としては、住むべきではない

ですかということを申し上げているんだと思う

んですね、２月議会で。総務部長、知事に対し

て、安全面とか災害の面とか含めて、知事公舎

に入居すべきではないですかというような具申

といいますか、そういうことはやられていると

思うんですけれども、その議論をお聞かせくだ

さい。

私のほうから直接知事のほう○渡辺総務部長

に対しまして意見具申等は、私が着任して以降

は特に行っておりませんが、それ以前には副知

事とか総合政策本部のほうから絶えずそういう

お話をしているというふうに承っております。

知事に言えるのは副知事か総務部○鳥飼委員

長ですね やはり我々自身も そのためにつくっ。 、

たわけですから、この間のノーカーデーとかで

もそこから歩かれて来られたんですけど、それ

はそれでいいんですけれども、いざ災害がとい

うときの場合とか、副知事との連絡とかという

ことを考えると、そういう意見具申なりをして

いくべきではないかというふうに思っておりま

、 、すので なかなかお答えしにくいでしょうから

要望だけしておきたいと思います。

公有財産管理費で、県有施設の災害復旧費

が5,500万余り出ているんですけれども、この内

訳をお聞かせをいただきたいと思います。

内訳と申しますより○米良部参事兼総務課長

も、これは公共事業というとらえ方をしており

、 、まして 当初で40％予算措置をしていただいて

今回残りの60％をお願いしております。合

計9,270万ですが、これは例年、過去の災害の状

況等見まして平均の額で予算をお願いしている

という額でございます。内訳は、そういうこと

で、ございません。見込みでございます。

さっきの知事公舎に関して、今、○黒木委員

知事は自分のスタッフと一緒に住んでいるとい

う話を聞くんですが、知事公舎の中にそういう

人たちも一緒に入れるのか。あそこは基本的に

。 、は家族だけしか入れないのか どうなんですか

そこ辺は。

宿舎管理規則により○米良部参事兼総務課長

ますと、雇い人まではいいということになって

おります。

知事は、今までの生活、タレント○黒木委員

、業というのは非常に自由勝手な時間帯があって

恐らく今の生活もある程度はそういう自由が欲

。 、しいのかなという気がするんですよ ですから

公舎を拒んでいるというのが、家族だけで行か

なければならないと思っているのか 今のスタッ、

フの人たちが一緒に入って、普段のタレント業

にも属するようなこともできればいいというふ

うに思うのか、そこあたりがちょっと見えない

部分があるんですよ。ただ、あそこはぜいたく

だからとか、金がかかるからというだけじゃな

くて、何かほかの面があるんじゃないかなとい

う気もしてならないものですから、ぜひ、総務

部長、そういうスタッフも一緒にそこに入れる

ならもうちょっと勧めていいんじゃないかと。

今、総務課長が言われますように、そこあたり
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まで一緒にそこに入っていいですよと言うと

ちょっと違うんじゃないかという気がするんで

すがね。どうですか、総務部長、そこあたり、

もう少し押したら。

その情報につきましては、私○渡辺総務部長

のほうから知事のほうには伝えておきたいと思

います。

とりあえず議案についての質問○中野委員長

をお願いいたします。

19ページの職員の海外派遣研修○黒木委員

費498万、職員をどこあたりにどういう研修をさ

せようとしているのか、ちょっと教えてくださ

い。

この海外派遣研修事○岡村部参事兼人事課長

業につきましては、自分で内容を企画いたしま

して、宿泊先とか行程とか、大体２週間程度な

、 、んですが アメリカとかヨーロッパとかアジア

その辺の中から選んでやっていくということで

ございます。以上でございます。

人数的にどれぐらい。○黒木委員

予算的には６名を予○岡村部参事兼人事課長

定しております。

１人の費用は。これで頭割りをし○黒木委員

ていいんですか。80万ぐらいですか。

旅費が68万で、役務○岡村部参事兼人事課長

費といたしまして通訳等が15万ということでご

ざいます。

ほかに。○中野委員長

課を切るからちょっとやりにくい○鳥飼委員

、 、んですけれども 概要についての９ページ……

財政課は次ですかね。人事課、議案９号の職員

の給与に関する条例、一部改正条例なんですけ

れども、犯罪の嫌疑ある職員について期末勤勉

手当の支給を一時的に差しとめるということな

んですが、倫理規程は議案じゃございませんか

ら、また後ほどお聞きをするとしまして、鹿児

島県の例ではありませんけれども、鹿児島県の

県議会議員の方が警察のでっち上げで逮捕され

てというのがありました。本人は否認をしてき

たというのがありました。比喩は余りよくない

かもしれませんけれども、いろんな県の業務の

中でこういうことで逮捕をされるという場合も

あり得ると思うんです。例えば県病院の手術の

執刀とかミスとか、いろんな例が考えられると

思うんです。今回これをつくられたのは、トッ

プの犯罪で、部長なり三役の方がそういうふう

な方向に加担をしておったということの批判に

ついてこういうのをつくられたんだろうと思う

んですけれども、そういう方たちの場合も逮捕

ということはあり得るわけですね。無罪となる

、ことも容易に考えられるわけなんですけれども

そこら辺の議論をされたのか、お尋ねをしたい

と思います。

その辺の議論は、非○岡村部参事兼人事課長

常に重要な問題ですので、十分させていただい

ております。この案件につきましては、やはり

昨年度の官製談合事件を踏まえて、現在の制度

ではどうも十分でないという面があってやって

、 、いるわけですけれども 対象といたしましては

あくまでも禁錮以上の刑が見込まれる場合とい

うことでございます。ですから、昨年度の例で

いいますと、官製談合でいきますと、入札競売

、 、妨害では禁錮 最高刑が２年なんですけれども

そういう禁錮以上の刑が見込まれるという場合

でございまして、通常の交通事故なり、普通の

ものについて、そういう重い刑が特に見込まれ

ないようなものについてまでこの規定で対応し

ていくということでは決してございません。今

の規定でも起訴されている方については支給さ

れないんですけど、基準日現在起訴されている



- 47 -

場合には。ところが、昨年の例でいいますと、

逮捕されているけれども、起訴されるかどうか

わからない状態が続くと、そういうような場合

について一時支給を保留するという規定でござ

いますので、起訴猶予とか罰金刑とか、そうい

うのが決まった時点ですぐこの措置は解除とい

うことでございますので、そのあたりについて

は十分な運用が可能ではないかと考えていると

ころでございます。

逮捕をされて、本人確認して、否○鳥飼委員

認をする場合というのももちろんあるわけなん

ですけれども、そういう手続行為が当然必要な

んじゃないかなと思うんですけど、問答無用で

こういうようなことに持っていくというのはど

うかなという感じもするんです。当然無罪にな

る可能性もありますし。

昨年の例でいいます○岡村部参事兼人事課長

と、逮捕されて県のほうでお話を伺うというこ

とはできないわけです。そういう状況が続くと

いう状況になりますので、内容について県のほ

うで判断して、懲戒免職等に当たるというよう

なものが確認できれば、それはそれで対応がで

きるのかもしれませんけれども、逮捕されてそ

ういう状況がわからない中では、やはり、まず

は一時差しとめという保留の対応というのが一

番適切ではないかと考えております。

弁護士を通じて意思確認というの○鳥飼委員

はできるんじゃないですか。できないというこ

とを今言われましたけれども それはないんじゃ、

ないかと思うんですけれども そこはどうでしょ、

うか。

弁護士等で内容確認○岡村部参事兼人事課長

とかそのあたりはある程度できるかもしれませ

んけれども、県のほうでその内容についてしっ

かりと確定するということは、その時点では難

しいと思われますので、その状況の中では、今

申し上げました保留と、一時差しとめというこ

とで、支払わないということではございません

で、差しとめだけをさせていただくということ

でお願いをしたいと思っております。

ちょっと関連。いいですか。今○中野委員長

の場合、そういう一時停止はいいけれども、今

回のように不起訴になったということは、本人

たちに対しては、不起訴になって無罪になった

と、そこはどう考えるんですか。

１つは、差しとめの○岡村部参事兼人事課長

解除をいつの時点でするかというのがあります

けれども、差しとめの解除については、禁錮以

上の刑とならなかった場合とか、今回のように

不起訴処分 起訴猶予とか そういうこととなっ、 、

た場合、または起訴されることなく１年を経過

した場合、その他差しとめる必要がなくなった

ということなんですが、今挙げました３つのよ

うな場合については、その時点で解除をして支

給するということになります。

それと、今回の場合は不起訴に○中野委員長

なった。後の取り扱いは、退職金にしても、不

、 。起訴になったということは 刑も何もなかった

聞くところによると、退職金が３分の１ぐらい

減らされたとかいろいろ聞くわけですけど、そ

こ辺の規定というのはしっかりあるんですか。

今回の事例でいいま○岡村部参事兼人事課長

すと 起訴猶予で その後 県の懲戒処分があっ、 、 、

たわけです。停職処分。それを受けて、今回の

皆様は自主的に退職されたという形をとってお

りまして、退職金が通常より低いといいますの

は、通常定年退職等ではいわゆる勧奨扱いです

が、それができないという意味でございます。

はい、わかりました。ほかにあ○中野委員長

りませんか。



- 48 -

それでは、総務課と人事課に関する報告事項

についての質問はありますか。

報告で１枚の用紙をもらっている○黒木委員

んですが、けさの新聞に都城市が出ましたね。

私もこれを皆さん方から前回報告いただいたと

きに、市町村も恐らく出てくるんじゃないかと

いう心配をしておったんですが、まず、都城市

。 、がそういうことで出てきた 恐らくほかの市も

わかりませんけれども、同じ取り扱いをしてい

る文具屋さんとか、同じ系列の事業所とか商店

ですから、同じことが少しあっているのかなと

いう気がするんですよ。それで、皆さん方は相

手方の名前も公表していませんけれども、各市

町村のそういう取り扱いというのはわかってい

るわけですね。今度の都城の相手方の文具屋さ

んと県の文具屋さんは一緒なんですか。

それは都城からも聞○岡村部参事兼人事課長

いておりません。特に把握しておりません。業

者が一緒かどうか含めて。

これを扱っている職員は庶務係に○黒木委員

。 、なるんですか 庶務係ということになりますと

皆さん方のほとんどの方が庶務係で回っている

のかなという気がするわけですね。じゃ、皆さ

ん方もそういう経験があったのかと私はこう

疑ってならんとですよ。出先に行ったり、庁内

に行ったりするときは、ほとんど庶務係がこう

いう扱いをしてきていることは事実ですね。事

業課の皆さん方に聞くと、私どもは全く知りま

せんでしたという人もおりますし、ですから、

そこあたりがどういうふうに前々からなってお

るのか、ちょっと気になるんですが、これは庶

務係だけしか知らないことなんですか、それと

も、上の課長まで知っていることなんですか、

出先では。

、○岡村部参事兼人事課長 今は全庁調査の中で

過去５年間の所属長なり、担当の補佐的な人と

か庶務係長とか、あとは担当含めて、みんなこ

の事実を知っていたのかとか、どれまで知って

いてどういうふうな指示があったのかとか、そ

の実態を十分事情聴取しなさいという指示を今

しております。私どもの方も、これまでみやざ

き学園とかございましたけれども、そういう中

では、ケース的には上が最初から知らなかった

ようなふうな感じもありますし、そこはまだ今

から徹底して調査してみないと何とも言えない

と思っております。

わかりました。そこあたりは調査○黒木委員

が今からされると思うんですけれども、私はこ

。のことについては業者も一連だと思うんですよ

業者もこういうことを知っておるということ、

預けですからね、ここあたりのところを詳しく

聞かせてください。委員会ですから。預けの方

法ですよ、皆さん方が調べている方法なりは、

例えば物品を10万円なら10万円頼んだ。そのう

ち物は７万円分しかもらっていない。あと３万

円分がまだ残っているという形なんですか。預

けというものの実態がどういう形で預けになっ

ているか、ちょっと詳しくそこ辺は教えてくだ

さい。

今、黒木委員が言わ○岡村部参事兼人事課長

れたような感じだと思うんですが、例えば、年

度末に10万余ったということで、ノートを買っ

たことにしてある文具屋さんに発注をすると。

。検品を一応したことにして発注事務をしておく

お金が向こうに行くわけです。でも、実際は次

の年度になって必要なもの、今度は違うものの

、 、場合が多いと思いますけれども ほかのものを

場合によっては備品かもしれませんし、そうい

うものを納入してもらうというようなやり方で

ございます。
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ある程度金額が大きくないものに○黒木委員

ついてはいいんですが、100万を超えるものとい

うのは１回だけじゃないと思うんですね。何回

もそういうことをやって重なったもので預けの

金額が膨れているんだろうというふうな気がす

るんです。そこ辺は今、調査の段階で、何回も

そういうことをやっているところがあるんです

か、出先の中で。でないと、こんな100万を超え

るような金額というのは、１回で100万を超える

ようなものを残していくということは不可能だ

と思うんです。ですから、そこ辺は何回もやっ

ているということなんでしょうかね。

現在自主申告の段階○岡村部参事兼人事課長

では、まず、５月31日現在の残高、それと古い

ものについては18年４月１日の残高を確定して

示しなさいというようなことで言っているわけ

ですが、ただ、その途中での動きは、実際正常

な取引とかもあったりして、その区分けとかそ

こあたり厳密にする必要があるものですから、

。 、まだきっちりと実はつかんでおりません ただ

委員言われますように、大きな額が残っている

ということは単発だけじゃなかったのかなとい

うふうには考えております。そこの把握は今し

ているところでございます。

今、預けの話が出ているわけです○星原委員

、 、が 22ページの自主申告までの経緯というので

５月17日からになっているんですが、私が聞い

ているのでは、最初みやざき学園からは４月の

８日ごろに云々という話を聞いているんです。

そうすると、これが１カ月半ぐらいかかってい

るわけですね、経緯の中で17日と書いてあるの

から。その辺についてはどういうふうにとらえ

ているんですか。

みやざき学園につい○岡村部参事兼人事課長

ては、担当者が、２月か３月、その時点から、

知事の呼びかけを受けて、これはやっぱりやめ

た方がいいんじゃないかという問題意識を持っ

ていたようで、そういう中で上にも相談したり

というようなことはあったようなんですが、た

だ、実際それがきっちりした形で調査しようと

いうことになったのが、新しい所長さんが見え

て、４月に入って調査して、その結果を４月10

日に児童家庭課に、まだそのときは余り詳しい

内容はなかったようですけれども、こういう感

じのものがあるけど、それは適正なんだろうか

ねというようなことで、４月10日に児童家庭課

に相談があったということでございます。

児童家庭課としても、その内容を聞いて、ま

だ具体的な細かな点は全然なかったということ

で、もう少しこのあたりを調査してみてくださ

いと。そういう不適正なものに該当するかとい

うのをもう少し精査してみてくださいというこ

とで指示をして、それから、詳細にみやざき学

園のほうで業者にも当たったりしながら調査を

して、まとまったのが４月いっぱいかかって、

５月８日にみやざき学園から児童家庭課に報告

があったということで聞いております。

人事課としては、５月９日にそういう内容に

ついて報告を受けて、そういう預けの事案でご

ざいましたので、非常に重要な問題だというこ

とで、詳細な調査等もあわせてしまして、17日

に公表させていただいたというようなことに

なっております。

最初、みやざき学園に出てきたと○星原委員

きは、みやざき学園だけがかなり、マスコミも

裏金という形でやって、あとの40何カ所出てき

たところは、全体の数字になってくるわけです

が、私は逆に言えば、みやざき学園が本当に一

番最初にそういう形で知事の言われたことを

守ってそういう形なんじゃないかなというふう
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に思うんですよ。だけど、報道の流れの中でい

くと、あそこだけがかなりクローズアップされ

た形で前任者の問題までいろいろ出てきて、前

任者の時代にもそういうことはありながら、前

任者は、直接は話していませんが、かなり悩ま

。 、れたような形になっているわけですね だけど

あとの人たちのところあたりはそこまでいかな

。 、 、 、いわけですね だから その辺考えると 私は

逆に、みやざき学園がああいう形でしたことが

今回こういう形になってきて、その辺について

のフォローというか考え方等は、どういうふう

なとらえ方を今はされているんですか。

今、委員の言われた○岡村部参事兼人事課長

とおりだと思います。みやざき学園でコンプラ

イアンス意識を持ってやっていただいたので、

今回の全庁調査、今回これをもって一掃すると

いう動きが出てきたわけですので、それはまさ

にそのとおりだと思っております。ただ、言わ

れますように、発表の経緯としては、みやざき

学園が最初に発表したものですから、非常にク

ローズアップされたという経緯がございます。

そして、この中身的には、知事部○星原委員

局あるいは教育委員会、県警本部、それぞれに

あるわけですね。今、報告が過去５年だからか

もしれませんが、まださかのぼれば。私はいい

悪いは、確かに裏金といえば裏金なんでしょう

けど、それだけ節約したということではまた違

う面もあったと思うんですね。そういうような

面もあると思うので、こうなってくると、それ

は当然、裏金あるいは預けという形で、あるい

は業者に預けることが、民間に預けることから

、 。いけば それは間違っているわけでありまして

ただ、こう見ても、事務用品、医薬品卸、そん

なところですから、業者の人たちは今どれだけ

もらっているかわかりませんが、過去にどこど

こで、最初どこの時点で始まっているかわかり

ませんが、こういったものは余ったときは預け

で云々していただけませんかという持ちかけに

、なっているんだろうというふうに思うんですが

、 、そうなってくると 業者のほうは業者のほうで

金を預けられると 自分のところからずっと買っ、

てもらえるという有利性がありますから、そう

いう部分を暗に認める中の形だったんじゃない

かなというふうに思うんですが、これについて

はそういう形でとらえていいんですか。

今回の調査の中で、○岡村部参事兼人事課長

調査項目として、預け先をどういう考え方で選

んだかとか、価格的なことはちゃんと交渉しま

したかとか、そういうようなことも聞いていき

たいと思っております。

それと、これだけのいろんな場所○星原委員

でということになると、異動していった庶務課

の人が、同じ人が、あそこでやったから次のと

ころに異動になったその人がやっていっただけ

じゃないと思うんですね。いろんな形で情報が

あったんだろうというふうに思うんですよ。１

カ所だけだったら、その本人がおる間にそうい

うことをやってみたという形になるかもしれま

せんが、こうやってこれだけの数になってくる

と、やっぱり内部的に、うちではこういう方法

、 、でやりとりやっているよと 取引しているよと

そういう形になっているんじゃないかなと思う

んですが、その辺については今のところどうと

らえるんですか。

全体の15％というこ○岡村部参事兼人事課長

とでかなり率的には高いと思いますので、組織

風土としてもそういうものがあったというよう

なことはある程度認めざるを得ないのかなと

思っています。

それと、我々議員と４月10日にＵ○星原委員
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ＭＫのテレビに夕方出たときに、知事は、要す

るに官製談合を見抜けないのは議会の責任みた

いなことを言われたわけですね。だけど、知事

がなってからも、今度３月でも、あれだけ知事

が言われたにもまして３月でも５件ほどあった

というこういう形で考えると、じゃ、知事はど

、 、ういうふうにその辺を 我々はそのとき思って

後で知事にも言ったんですが、官製談合を議会

が見抜けるわけないですよと。ましてや今回の

場合でいけば、知事が出納長とかその下で部長

とかに流れている経緯を我々議会がどうやって

見抜くんですかという話をした経緯があるんで

すが、だけど、今度は知事はあれだけのことを

言って、その後でも今回の、裏金という見方を

するんだったら、知事が言われた自分の職員に

対する姿勢、議会を責められたけれども、知事

自身の考えというのはその辺についてはどう

思っていらっしゃるのかなという感じがするの

で、それは知事でないとわからないだろうとい

うふうに思うんですが、その辺のところも言っ

ておかないと、僕ら議会だけに振り向きが来る

わけですね。96．何％、これは確実に落札率が

それだと談合ですよと、知事はこう言うわけだ

けれども、現実には自分が知事となった後にも

そういうことが行われたわけですから、そうす

ると、私は、トップリーダーとしての責任は、

我々議会が云々する以上にそういう面ではある

んじゃないかなと。我々は調査権はあるけど捜

査権はないわけだからなかなかそこまでの見抜

。 、 、きはできない 今回の場合でも 今回議会でも

質問の中で領収書があるんですかという話があ

りましたが、領収書じゃなくて振り込みの通帳

で金額が相手方に行っているだけで、私も監査

しましたけれども、要するに数字を見せられれ

ば、その先は、実際品物がそこに納入されたの

かどうなのかというところまでは検品しません

よね。お互いの信頼関係だと思いますから。そ

うなってくるとなかなかそういうものは見抜け

ないんだと。だから、やはりこうやって自主申

告で職員の皆さん方も過去をここで断ち切ろう

ということで、今回そういうことで出てきたん

であって、知事にもその辺のところは少し理解

してもらわんと、こんなものはなかなか見抜け

ないんですよということを言いたかったので、

今の最後のところはそういう話をしたところで

ありますので、何らかの形でお伝えいただけれ

ばありがたいのかなというふうに思います。

まず最初に、今の預けに関連して○鳥飼委員

お尋ねをいたします。

そもそも預けが生じた背景、いろいろ議論を

してきまして、知事も答弁がありましたけれど

も、これについて人事課がつくられた資料では

そういうことは一切書いてないんですね。やは

りそういう議論も今からしておかないと問題の

解決につながらないと思っているんです。私も

本会議で指摘しましたけれども、そこ辺につい

てここにも書いていただきたいと思います。今

。から調査をしますよということだけじゃなくて

課長にその答弁を求めたいと思います。

現在全庁調査をしま○岡村部参事兼人事課長

して、今後８月末までに外部調査委員会等の御

提言もいただきながら改善策をまとめるという

ことなものですから、余り詳しいことを書いて

はおりませんで、申しわけございません。

それで現時点でのいろんな分析といたしまし

ては、今も御指摘ありましたけれども、予算執

行に当たって、年度末までに予算を使い切ろう

という意識が県庁の組織風土としてあったとい

うことが大きな要因であろうと。もう一つは、

そういうことがあっても、公金に対して職員の
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コンプライアンス意識といいますか それがしっ、

かりしていればそういうことは起こらないと思

うんですが、公金を取り扱っているということ

に対するコンプライアンス意識が十分でないと

いう面があったのだろうと。もう一つは、そう

、いう意識の問題等も前提にあるんですけれども

そういうことをさせないシステムというのもま

、だ十分ではなかったということでございまして

物品の購入に対する、要するに納品検査が徹底

されていなかったというのが一番大きな問題で

すので、そのあたりが絶対に徹底するようなチ

ェック体制というのをとっていなかったという

ことで、それについてはシステム上の問題とし

て今後徹底的に検証していかなければならない

と考えております。

それだけではちょっと不十分だと○鳥飼委員

思うんです。数え上げれば切りがないというの

はあるかもしれませんけど、もっと大事なこと

があるんじゃないですか。なぜこういうことが

生じてきたのか、生じざるを得なかったのかと

いう。当然考えられることについてはお答えい

ただきたいと思っているんです。

基本的には今申し上○岡村部参事兼人事課長

げたようなことだと思っておりますけれども、

あとは、予算制度といいますか、予算の配分と

いいますか、その問題を、それは予算執行に当

たり、年度末までに予算を使い切ろうという意

識と大きく関係するんでしょうけれども、その

辺の全体的な話というのも今回十分議論する必

要があると思っております。

国庫補助がついている事業とか、○鳥飼委員

、 、県単でやっている事業とか それぞれの事務所

事務所でどこに大きな比重があるかというのも

、 、もちろんあるんですけれども 県単のところは

この間も言いましたけれども、一律20％カット

ですよと。切らざるを得ない。財政課長が切る

んですけれども、そこでやりくりをしてくると

いうのはあったわけですね。こういう書類をつ

くっていただくのももちろん当然なんですけれ

ども、考えられることについては書いておかな

いと、ただ今出てきたのが悪いんだと。今、星

原委員が言われたように、みやざき学園で、こ

こはありますよと言ったら、取材があって、あ

そこに入っていた子供さんたちは、マスコミの

取材が来るだろうということで児童相談所に避

難をしたんですね。マスコミの目にさらしたく

ないということもあって。そんなこともあるわ

けです。だから、こういう背景もしっかりと書

いていって、そのことが改善につながっていく

わけですから、そこはお願いをしておきたいと

思います。

それと、今、再調査をしておられるわけです

けれども、もちろん県外の事務所もするという

ことでよろしいんでしょうか。

、○岡村部参事兼人事課長 全所属ということで

県外事務所も含めて調査しております。

あとは人事課のことで倫理規程の○鳥飼委員

ことで聞きたいんですけれども。

いいですよ。○中野委員長

それでは、県職員倫理規程の概要○鳥飼委員

。についてということで御説明をいただきました

べからず集みたいなことで、これで職員が伸び

伸びと仕事ができるのかなというふうなことも

考えたり、私はゴルフは下手ですから、するこ

ともないんですけれども ゴルフもできなくなっ、

たりとかいうようなこともあったりして、こう

いう形を整えれば大丈夫なんだというように見

えてならないんですね。ですから、コンプライ

アンス、先ほど行財政改革のほうでありました

けれども、このコンプライアンスについてどん
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なふうに考えておられますか。

、○岡村部参事兼人事課長 規程につきましては

このような規程を制定させていただいておりま

して、規程の内容自体は、読んでいただくと極

めて常識的な内容だろうと思っております。た

だ、それを今回きっちりと規定をしたというこ

とでございまして、これをいかに守るかという

御指摘のありましたコンプライアンス意識をど

う醸成していくかということだと思っておりま

す。

それで、具体的には、今回、不適正な事務処

理に絡んで外部調査委員会等でも再発防止策を

検討いただく中でそういうコンプライアンス体

、制等についても御提言いただくとは思いますが

今検討しておりますのは、全庁的にコンプライ

アンス推進体制を敷けるような、具体的にはま

だ見えておりませんけれども、全庁的な組織及

び出先なり、またそれぞれの所属で、ただ単に

こちらから押しつけるだけではなくて、いろん

な職員からの相談も受けながらコンプライアン

スについて助言指導していくというような仕組

みを早急に立ち上げていきたいと思っておりま

す。また、自治学院等の研修においても、今ま

でも一部はやっておるんですけれども、こうい

うコンプライアンスに関連した研修体系という

ものをもう少し充実していきたいというふうに

考えております。

私は、コンプライアンスに関して○鳥飼委員

申し上げれば、民民の談合というのがありまし

たね。これは明治の会計法から、やっちゃいか

んよということになっておった。ところがずっ

とそれが続いてきて、官と民の贈収賄、えこひ

いきとかそんなのはいけませんよということに

目を向けられていって、しかし、戦後やっぱり

談合はずっと続いてきた。だから高値に落札を

してきただろうと思うんです。しかし、それは

犯罪を構成していなかったんです。警察は摘発

をしなかったんです。ところが、日米の構造協

議なり、対日年次改革要望書もある、それから

予算も減少してくるという状況があって、独禁

法の中でたびたび取り上げれてきて、そして犯

罪視されるようになったんですけれども、しか

し、具体的には、宮崎もそうなんですけど、大

淀川でもどこでも、そういう業者の人たちが頑

張ってきてくれたから、だから道路もしっかり

できてきたというのもあると思うんです。肯定

するわけではありませんけれども、しっかり仕

事はやりましょうよということの中で仕事を持

ち回ってきたというのも背景としてあるだろう

と思うんです。

ところが、今日の事情になって、犯罪視をさ

れ、摘発されるということになった。じゃ、そ

れで大丈夫なのかと、コンプライアンスを確保

していけば。品質確保の問題もいろいろ議論し

ましたけれども、その時代の要請、社会の要請

があるというふうに思います。それはそれでい

いだろうと思うんですけれども、私が申し上げ

たいのは、こんな職員倫理規程で職員をがちが

ちに縛って、果たしてそれで業務が円滑に進む

かどうかということです。県としては、決まり

ましたよ、つくりましたよと。職員もそれを守

りましょうといって守っていって、果たして、

例えば福祉事務所なり、県税事務所なり、土木

事務所なりの仕事が円滑に進んでいくかという

ことが大事だと思っているんです。それについ

。ての考えを聞かせていただきたいと思うんです

今御指摘の点は、我○岡村部参事兼人事課長

。々としても一番大事なことだと思っております

もちろん、コンプライアンスといいますのは、

どちらかといいますと、今御指摘のように、本
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人たちが今までそれほど不適正じゃないと思っ

ていたことが実は大変不適正なことだと、今度

の預け等についてもそういう面があるのかもし

れませんけれども、そういうものについて、適

正なものはこうあるべきなんだよというところ

を、職員、我々含めてきっちりみんなで認識し

て守っていこうということをいわば運動として

取り組むというぐらい息長く取り組まないと、

なかなかこのコンプライアンス体制はできない

んじゃないかと思っております。

そういう中で、今回、職員倫理規程をつくら

せてもらっているんですが、これをつくるに当

たっても、国どおりにはいかないところという

。 、ようなのも大分検討いたしました その一つが

国はゴルフ等は例外なく全面禁止なんですけれ

ども、県の場合は、例えば企業誘致とかいろん

な場面ではむしろ県から営業するというような

仕事も多いものですから、そういうものまでが

ちがちに縛ってしまえば非常に難しいというよ

うなこともあったり、そういういろんな場面等

。も想定しながらこの規程については考えました

それと、この内容自体は、先ほど申し上げま

したけれども、今までも服務通知という形で部

長名で毎年２回出しておるんですけれども、そ

の内容のほうがむしろ厳しいかもしれません。

ですから、この内容自体については極めてある

面では当たり前の話で、それをいかに守ってい

くかということを、もう少し現場の意見も人事

課もいろいろ聞きながら根づくようにやってい

きたいと思っております。

例えば農業改良普及センターがあ○鳥飼委員

りますね、普及員の方がおられて農家の人たち

とつき合いをする、指導するということで、農

家の懇談会とかあります。焼酎も飲んで帰らん

といかん、これが仕事で農家の人たちと近しく

なっていく。そのことについてはどんなふうに

この中で整理をされていくんですか。

利害関係者というも○岡村部参事兼人事課長

のの概念が、24ページにありますけれども、１

から８まであるんですが、この中で６というの

があります。これは国も同じ規定になっている

んですが、６以外はかなり個別に規定している

んですけれども、この６というのは、いわば担

当している業界といいますか、これが入ってく

るということですから、農業改良普及所の場合

も、厳密にどこまで利害関係者になるかは個別

に判断しないといけないんですけれども、直接

いろいろ指導している方については利害関係者

になってくると思います。そういう場合につい

ては、飲食についてはお互いお金を負担して飲

めばいいという規定になっております。あと、

軽いもの、この中で立食パーティーとあります

けれども、例えば20人、30人で集まってやるも

の、そういうものは構わないということですの

で、通常の普及センターの皆さんが公民館とか

で農家の方とやるというものについては、この

中で言いましたら、細かくは書いておりません

けれども、６の（１）のぽつ３つ目で、職務と

して出席した会議等や多数出席の立食パーティ

ーで飲食物の提供を受けること、これは本人が

負担しなくても構わないということですので、

通常はこういうものでカバーできるのかなとは

思っております。

懇談会やりますよということで行○鳥飼委員

くでしょう。焼酎を抱えていくと。じゃ、その

焼酎代はどこから出すのか、予算化してあるの

かどうか。恐らくしていないだろうと思ってい

るんです。そういうこともやっぱり考えてあげ

ないと仕事が回らないんですよ。そして、そこ

で飲む。あんたところのハウスがどうだこうだ
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。 。という話もする 今後の宮崎の農業の話もする

飲んだら帰れない。帰れなければ、じゃ、どこ

に泊まるか。便宜的にセンターに泊まるとかい

うようなこともやらざるを得ないわけです。そ

れで仕事が回ってきているわけです。余り細か

く規定してしまうと、じゃ、やめたということ

、 。になったら 元も子もないと思っているんです

そこ辺は十分配慮をしていただかないといけな

いというふうに思っております。

規定がいろいろありますけど、例えば出張し

ますね、皆さん方も県外出張とかされるんです

けれども、出張したときに必ず登庁しなさいよ

と、東京に行くのに。これは本当はそれはない

だろうと思っているんです。職員の給与に関す

る条例の運用指針とか、その旅行期間中は正規

の勤務時間を勤務したものとみなすとか、日曜

日勤務すれば時間外勤務手当を払わなくちゃら

ならない。しかし、しっかり払っていますか。

払っていないと私は思っているんです。例えば

９時に飛行機で着く。払っているかといったら

払っていないですね。だから、一律に登庁後出

張してくださいというのは これは規則違反じゃ、

ないんですか。

それは平日に出張す○岡村部参事兼人事課長

る場合でしょうか。

はい。○鳥飼委員

実際の運用について○岡村部参事兼人事課長

、 、は 午後出張するというような場合については

やはり一度出てきてくださいというようなお話

になるんではないかと思うんですが、時間帯に

もよるんじゃないかと思うんです。

、 、○鳥飼委員 時間帯にもよるんですけど じゃ

それが11時だったらどうなのかと、その線引き

がないんです。みんな出てきてから空港に行っ

て出張すると。200円払うと。赤字で手出しをせ

んといかん。みんな出張したくないというのが

実際でしょう。だから、規則でいろいろ縛るの

はそれはそれでいいけれども、やっぱりやるべ

きことはしっかりやらないと私はいけないと思

うんですけれども、どうでしょうか。

それはおっしゃると○岡村部参事兼人事課長

おりで、この規程自体が実際の円滑な、活発な

業務を妨げるようであってはいけないと思って

おりますので、そこは現場のお話を十分伺いな

がら 運用できるものは運用していきたいと思っ、

ております。

しばらく休みますか。ほかあり○中野委員長

ませんか。じゃ、続けてください。

これは臨時の方の給与明細です。○鳥飼委員

日給5,580円。時間給が697円50銭。宮崎県の最

低賃金が611円。下から５番目です。私はそうい

う意味では、臨時の方のことを言えば、確かに

今、宮崎は仕事がないから安くで来てもらって

いますけれども、果たして697円、こんなことで

いいのかなと思うんです。少なくとも民間の所

得は保障していかなくちゃならないんじゃない

かなと思っているんですけれども……。安過ぎ

るんじゃないかと思うんですよ、どうですか。

臨時職員の給与です○岡村部参事兼人事課長

ね、今いろんな指標を見ながら決めさせていた

だいているということですので、今の御意見踏

まえて十分我々としても考えてみたいと思いま

す。

この際ですから、この倫理規程と○鳥飼委員

か、トップの犯罪のあった後でこういうのをつ

くられた、それはそれでいいんですけれども、

本会議でも私、言いましたけど、じゃ、職員の

意欲をどうやって引き出していきますかという

ことで、これは委員長にも見てもらいたいと思

うんですけれども、人事異動をやりますね、そ
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の真ん中のぺらぺらの紙、これが人事異動の通

知書なんです。大きいＡ４の立派な紙は、うち

の議長が、これは事務局の方の辞令ですから、

出している辞令なんですね。これで、例えば北

諸県農林振興局に行きなさいともらうわけです

よ。これは坂元さんの辞令になっていますけれ

ども、こういうことで果たして意欲を持ってや

れるのかどうかというふうに思っているんです

けれども、このことで節約された事務費という

か、わからないですけど、答えられれば答えて

ください。

ちょっとその事務費○岡村部参事兼人事課長

の額は……。

人事課長はあれですわね。これは○鳥飼委員

見せなくてもわかりますね。どうですか、こう

いうことをやっていていいと思いますか。

現在はそういうよう○岡村部参事兼人事課長

な紙での昔のような辞令をなくしてやっている

と。検討の中では、他県でも辞令自体がないよ

うなところもあるとか、いろんなものの中で検

討したようですけれども、意欲喚起という点で

やはりきっちりとした辞令が必要ではないかと

いう意見もございます。内部的にもございます

ので、そこはまた研究していきたいと思ってお

ります。

本会議でも申し上げましたけど、○鳥飼委員

永年勤続表彰ですね、警察本部はいろいろあり

まして記念品までということで警察本部長は

言っておりましたけれども、知事部局は、３年

前からですね、なくしたのは。皆さん方も、公

務員ですね 県庁職員でやってきて 営々とやっ、 、

てきて、20年、30年、御苦労さまでしたと社長

が言う。物をつけるかどうかは別ですよ。それ

をもらって帰って奥さんに見せる、御主人に見

せるわけですね。長い間お疲れさまでしたと。

またあしたから頑張ろうねといってビールで乾

杯をされるかもしれない。そういう配慮という

ものがないと職員の意欲を引き出すことはでき

ないんじゃないでしょうか。

本会議でも御質問い○岡村部参事兼人事課長

ただいた件ですけれども、何年か前に、制度自

体については、ただ年数だけではどうかという

ようないろんな意見の中で表彰制度が廃止され

たという経緯がありますけれども、今いただい

た御意見は非常にありがたい御意見ですので、

お金がかからないといいますか、大々的じゃな

いような範囲で復活できる方法はないかという

ことを含めて、またこれも研究をさせていただ

きたいと思います。

鳥飼委員、報告事項ですかね、○中野委員長

今のは。

その他なんです。公務員倫理規程○鳥飼委員

に関連しているわけです。

わかりました。端的にお願いし○中野委員長

ます。どうぞ。

委員長の許可をいただきましたの○鳥飼委員

で、もう一点お尋ねしたいと思います。現業職

員の任用がえについてお尋ねしたいと思います

けれども、約400人か500人おられたと思うんで

、 、すけれども 事務局も運転手さんとかおられて

その人たちを行政職にかえるということでされ

てきて、年齢を区切ってやられている。55歳以

下ですね。そして、ことしからですか、畜産試

験場とか農業試験場とか、宮崎県の基幹産業に

かかわる部分での農業研究補助員の人たちも事

務にかえる これは47ですか 48ですか かわっ。 、 、

ているんですけど、その概要についてお尋ねし

たいと思います。

平成18年４月１日現○岡村部参事兼人事課長

在で現業職員の方が374名おられます。そのう
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ち19年３月31日で退職された方が13名おられま

すけれども 再任用された方等もおられます 19、 。

年４月に、18年度に研修を受けていた方につい

て任命がえを235名についてやらせていただきま

した。これ以外に組合専従の方２名おられます

けれども、選考が終わっています方が。あと、

現在19年度に研修を受けていただいている方

が63名でございます。最終的に現業に残られ

る、55歳以上で現業に残るということを希望さ

れた方になるんですけれども、最終的に残られ

るという方が62名の予定でございます。以上で

ございます。

48歳のところもちょっと教えてく○鳥飼委員

ださい。農業関係。

恐れ入りますが、48○岡村部参事兼人事課長

歳のところをもう一回教えていただけませんで

しょうか。

農業・畜産ですね、農政水産関係○鳥飼委員

の職員については対象が違うというふうにお聞

きしたものですから。取り扱いが違うというこ

とですか。

失礼いたしました。○岡村部参事兼人事課長

農業試験場等における非常勤職員の指導業務に

従事するという方が18名おられますけれども、

その方については18年度末48歳以上で希望され

る方から選ばせていただいております。

特に、職種がえの場合に、なかな○鳥飼委員

か新しい業務が身につかないというかやれない

という人もおると思うんですね。若い人でした

らそんなにないと思うんですよ、44～45ぐらい

までだったら。しかし、50過ぎてから、きのう

まで包丁を持っていた人がパソコンとペンでや

るというのは かなりなストレスもかかるでしょ、

うし、そこ辺のアフターケアといいますか、そ

。こが大事だろうというふうに思っているんです

長くなるからもうお聞きしませんけれども、早

くやめられた方が結構おられると。職種がえが

なければやめなくてすんだという方が20名近く

は2005年からおられるなというふうに思ってい

るんです。そのアフターケアというもの、フォ

ローをどんなふうにしておられるのか、そこを

ちょっとお聞きしたいと思います。

実務研修を各職場で○岡村部参事兼人事課長

やっていただいているわけですけれども、それ

ぞれの職場に実務研修の責任者というのを置い

て、常時いろんな相談に乗ってもらうようにし

ております。それと、職員の方が座っている隣

の職員とか近くの職員を助言指導員というふう

に任命しまして、日常の相談相手として業務上

の助言指導を日常的にサポートするという助言

指導員という制度もつくっております。

それともう一つは、配属されておりますとこ

ろの担当係長については、全員について、実務

研修の現業職員の方の受け入れについての心得

なり、必要知識なり、そういうものについてい

ろんな研修をさせていただいたり、また、実務

研修職員のメンタル面でのケアについても臨床

心理士の方から研修していただいたりというこ

とで、直属の係長等についてはかなり徹底して

その辺の研修をしております。以上でございま

す。

、○鳥飼委員 もう要望にしておきますけれども

しっかりその対応はお願いをしておきたいと思

います。これは４月27日の西日本新聞ですけれ

ども、畜産試験場の非常勤職員が酒気帯び運転

で逮捕されたという記事が載っていますけれど

も、これも任用がえに伴って起きたことなんで

。 、 、 、す ですから 本当に畜産試験場 農業試験場

大丈夫なのかなと思っているんです。シンビジ

ウムにしても新しい素材を発表してもらってい
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ますが、相対的に試験場の機能が低下をしてい

くのではないかと懸念しておりますので、もう

長くなりますので、ここでやめますけれども、

しっかりフォローをしていくなり、見直しをし

ていくなり、総務部の観点から議論するんじゃ

なくて、事業課の観点を含めて議論をしっかり

お願いをしておきたいと思います。

委員の皆さんにお諮りいたしま○中野委員長

す。私は12時まででもいいかなと思ったんです

けど、一応きょうは４時という予定でありまし

、 、 。たので 継続しますか あす再開でいいですか

あしたは時間は何時にしますか。

ちょっと休憩します。

午後３時58分休憩

午後３時59分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

あすの委員会は11時からでありますけど、総

務部の質疑は13時からお願いいたします。

本日は以上で終わります。どうもお疲れさま

でした。

午後３時59分散会
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平成19年６月21日（金曜日）

午前11時11分開会

出席委員（９人）

委 員 長 中 野 明

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 中 村 幸 一

委 員 星 原 透

委 員 黒 木 覚 市

委 員 外 山 衛

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 河 野 哲 也

委 員 川 添 博

欠席委員（なし）

委員外議員（１名）

議 員 福 田 作 弥

説明のため出席した者

知 事 東国原 英 夫

総合政策本部

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総 務 部

総 務 部 長 渡 辺 義 人

総 務 部 次 長
吉 瀬 和 明

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
宮 田 廣 志

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長 佐 藤 勝 士

部参事兼総務課長 米 良 剛

部参事兼人事課長 岡 村 巌

部参事兼行政経営課長 米 原 隆 夫

財 政 課 長 和 田 雅 晴

税 務 課 長 後 藤 文 雄

総務事務センター課長 柄 本 寛

危 機 管 理 室 長 日 髙 昭 二

消 防 保 安 室 長 押 川 利 孝

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議事課主任主事 今 村 左千夫

総務政策常任委員会を再開いた○中野委員長

します。

本日は、知事、大変お忙しい中、御出席いた

だきましてありがとうございます。当委員会で

は、１つが平成19年度補正予算の基本的な考え

方、２つ目が職員倫理規程、３つ目が知事イラ

ストの使用等につきまして、ぜひ知事から直接

意見をお伺いしたいということで出席をお願い

いたしました。そういうことでひとつよろしく

お願いいたします。今の３点ほどお願いしてお

りますけど、委員の皆さんから補足説明ありま

すか。

今、委員長からお話あったとおり○鳥飼委員

ですが、これまで委員会に知事が出ていただく

、ということはほとんどなかったんですけれども

新しい知事になられて、議会も一緒に頑張って

もらわんといかんよというような御発言もあっ

たりしまして、私どもも試行錯誤してきたんで

すけれども、それで、せっかくですからという

ことでお願いをいたしまして、私、質問に入る

前にちょっとお聞きをしたいのは、浅野史郎さ

んが来られましたけれども、宮城県議会とかい

ろいろありますが、47都道府県の中で20ちょっ

。とぐらい予算委員会というのをしているんです

本会議が終わった後に予算委員会をやって、予

算の中について細かいことをやりとりをする。
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。答えていただくのは本会議と同じメンバーです

。それを１日か２日やった後に常任委員会をやる

それが終わった後に最後に総括的な質疑を知事

に出てもらってやると。常任委員会のときには

普通は出ないんですけれども、最後の締めくく

りのところではまた出ていただくというような

ことで、議会の活性化なり、議員が思っている

こと、知事が思っていらっしゃることをやりと

りをするということなんです。ですから、そん

なふうにせっかく知事がボールを投げていただ

きましたので、宮崎県議会においてもそんな形

で、今は予算委員会についてはまだ議会のほう

で協議中なんですけれども、知事が積極的に委

員会にも出てきていただいて、短時間で結構で

すから、知事でないと答えられない部分につい

て答えていただくということで。知事のほうも

変わっていただくということをお願いをしたい

んですけど、それについて知事自身のお考えが

あればお尋ねしたいと思うんです。

今、突然の御提案なので、今即○東国原知事

答はできませんけれども、他府県等、確かに予

算委員会があるところはございますね、宮城も

そうでしたけど。それが議会の活性化、あるい

は県民の皆さんに目に見えるわかりやすい予算

審議みたいなふうになるんであれば、検討しな

くはないということですね。皆さんの御意見も

まだまとまっていないようですので、一応そう

いう御提案があるということだけきょうは受け

とめておきます。

申し上げたのは、予算委員会のこ○鳥飼委員

とではまとまっていないんですけど、こういう

現行の今やっていただいているようなことは、

知事がやろうと思えばできることですから、と

いうことなんですね。ですから、そのことも受

けとめていただいて、やはり議会活性化、県政

の活性化に向けて検討していただきたいと思い

ます。

では、質問に入ります。いいですか。

その前に、３つの論点、知事の○中野委員長

ほうから何か説明はありますか。

それでは、知事、お願いします。

では、３つの論点というか、宿○東国原知事

題がございましたので、まず、補正予算編成の

基本的な考え方についてでございますが、本年

度の当初予算は、編成時期の日程的な制約によ

り、人件費、公債費等の義務的経費や施設管理

費等の経常的経費を中心とした骨格予算として

編成したところでございます。

今回の補正予算は、平成19年度が新たな財政

改革推進計画の初年度であることから、本県の

厳しい財政状況も十分に踏まえつつ、私のマニ

フェストの具体化のために実施する政策的事業

や新規事業を中心とした肉付け予算として編成

したところでございます。

地方財政対策等の結果、本県の収支不足額が

拡大して財源の捻出には大変苦労しましたが、

、徹底した事務事業の見直しや歳入確保等により

災害時安心基金の創設、あるいは企業立地促進

補助金の最高限度額の引き上げ、医師確保対策

強化、二地域居住や移住の促進等、現時点で私

の考えを事業化できるもの、あるいは早急に取

り組まなければならないものは可能な限り盛り

込んだところでございます。厳しい中にも宮崎

をどげんかせんといかんという私の思いを込め

。 、た予算となったものと考えております 今後は

このたび策定しました新みやざき創造計画に基

づき、県民総力戦による新しい宮崎県づくりを

着実に進めてまいりたいと思っております。

続きまして、職員倫理規程制定の基本的な考

え方についてでございますが、官製談合事件に
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、引き続く今回の不適正な事務処理の発覚により

県民の県政に対する信頼は大きく失墜したと認

識しております。一刻も早く信頼回復を図る必

要があると思っております。今回の２つの事件

に共通していることは、職員が公務員として守

るべき最も基本である法令遵守の意識、全体の

奉仕者であること、県民本位であることの自覚

に欠けていたということであります。こうした

職員の意識を改革していくことが再発防止の上

でも最も重要な点であると認識しております。

そのためには、研修の充実等により法令遵守意

識を高めていくとともに、職員に対して、その

指針として県職員の守るべきルールを示すこと

が大変重要かと思っております。今回の職員倫

理規程はそのような考え方のもとに制定したも

のであります。具体的には国の倫理規程を参考

に規定しておりますが、いたずらに職員を縛り

つけるような内容ではなく、常識的な範囲の規

程とし、県民の目線に立った行政運営に支障が

ないよう配慮しているところでございます。職

員にはぜひこの規程をみずからの行動規範とし

て公務に邁進し、県民から信頼される県庁職員

になってほしいと願っております。また、私自

身も組織のトップとして率先してみずからを厳

しく律し、職務遂行に当たっていく所存でござ

います。

続きまして、イラストの件でございますが、

。イラストについての基本的な考えでございます

イラストについては、私の一身専属の肖像権に

関連するものと思っております。これは本会議

でも答弁させていただきましたけれども、ただ

し、イラスト自体はそれぞれの企業等が私に似

せて創作した著作物であります。本会議でも答

弁しましたけれども、私は、イラストが結果的

に県産品の販売促進や地元企業振興の一助にな

ればとの純粋な思いから、基本的には私の肖像

権に関連させることなく使っていただいても構

わないと考えております。いわば使用される皆

さんの良心に任せるというか、期待していると

ころでございます。

しかしながら、イラストを使用した商品等に

より県や県産品に対するイメージが損なわれる

ことがあってはいけないと思っていますので、

いろいろな場面をとらえて品質の管理や安全・

安心の確保等を呼びかけているところでござい

ます。なお、委員の皆様方が懸念されているよ

うな問題が発生するとすれば、法的措置も含め

てしかるべき対応をとってまいりたいと考えて

おります。

私のほうからは以上でございます。

知事の説明が終わりました。委○中野委員長

員の皆さん、質問がございましたら。委員の皆

さんにお願いいたします。時間も限られており

ますので、効率的に、ぜひ知事に聞きたいとい

う部分についてひとつよろしくお願いいたしま

す。

予算のことでお尋ねをいたしたい○鳥飼委員

と思いますが、マニフェストの単年度350億円と

いうことでお尋ねをして、200億円については再

度県民福祉の向上のために使うんですよという

ようなお話でしたね。それはそれでお答えいた

だいたんですが、その理解の仕方なんですけれ

ども、知事がどんなふうに思っておられるのか

ということでお聞きしますと、今度の資料で、

秘書広報課の県民座談会とかいろいろ形を変え

た部分があるんですね。説明は秘書広報課の方

からお伺いをしたんですけれども、前の知事の

時代の焼き直しというか、それに準ずるような

ものもあるんです。ですから、新たな行財政改

革大綱という資料がありまして、見なくても大
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体わかると思いますが、この中でいろいろ書い

てありますし、例えば乳幼児医療費助成制度と

かあります。私が本会議でお聞きをしたのは、

そういう県民の福祉にかかわってくる分も切り

込まざるを得ないのではないかということで懸

念をしてお尋ねをしたわけなんですが、そうい

う関連で言いますと、先ほど申し上げた秘書広

報課の広聴の部分で県民座談会とかいろいろや

られておられますけれども、そういうふうなこ

とに置きかわっていくということであれば、実

質県民生活にはそんなに影響はないというよう

な200億円ということを考えればいいのかなと

思ったりするんですけど、知事自身がマニフェ

ストをつくられるときなり、選挙のときなり、

議会の中で訴えられて話をしてこられたことに

ついての知事自身の考えといいますか、それを

ちょっとお尋ねしたいんですけれども、そうい

う理解でいいのだろうかなと思います。

ざっくり言えばそういう理解で○東国原知事

いいと思います。スクラップ・アンド・ビルド

なので真に必要な政策を優先する。今まで2,000

からの事務事業がありますけれども、すべてを

、見直すというのはどうかなと思いますけれども

その中で大体の事務事業は一応見直して、本当

にこの事業が県民の福祉、あるいは県民の皆さ

んのために必要かどうかというのをもう一回見

直すということです。私がみていてこれはどう

かなという事業も確かにあります。あるいは細

かく分散し過ぎていて、これは一括してできる

んじゃないかなというのもございますので、そ

。の辺を見直すというのが一つ根底にございます

そのために一番重要なのは、あれもこれもとい

う時代では財政的にないので、あれかこれかの

選択、どこの自治体もそれを迫られると思うん

ですけど、その優先順位をきちんと決めて、一

番重要視しなきゃいけない優先順位を決めてそ

の施策から遂行していく、予算を決めていくと

いうことをしたいと考えています。ですから、

累計で単年度で ３年度目だと思いますけど 350、 、

、億ぐらいの累計では見直しになると思いますが

もちろん事業費ベースですね、それをしたから

といってそれが全部カットになるということ

じゃないですね。御案内のように、そこからま

た捻出して新しい事業に、先ほど言った真に必

要な事業というものを判断してそこに振り向け

るということでございます。つまり、これは基

本的には、むだをなくそうじゃないか、施策に

プライオリティーをつけようじゃないかという

発想でございます。

その際は、議会の意見なり、県民○鳥飼委員

の意見をしんしゃくをしながらということは当

然ということで理解してよろしいんですね。

それでは、職員倫理規程についてお尋ねをし

、 。 、たいと思いますが 今お答えがありました 私

これは当然のことが書いてあると思っているん

ですけど、しかし、これにとらわれて本来の仕

事ができなくなっていくということでは本末転

倒、あつものに懲りてなますを吹くというよう

なことにもなりかねません。今回の事件で重要

なことは、トップの犯罪であったということな

んですね。一連の東国原知事が誕生した経緯も

含めて、一連の官製談合事件の中ではトップの

犯罪であったと。ですから、そこをどう防止す

るのかと、そういう手だてとか手順をつくるの

かということだろうと思うんですけど、それが

これには抜けているんじゃないかなというよう

な気がするんです。そこを知事にお尋ねしてお

きたいと思います。

おっしゃるとおりトップの判断○東国原知事

のことでございますね、官製談合に関しまして
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は。倫理規程については、官製談合あるいは今

回の預けも含まれておりますけれども、倫理規

程の中に行政のトップの倫理規程を盛り込むの

かどうかということでございますね。私は自分

の中でそれを守っているつもりなので、でも、

盛り込んだほうがいいという御意見ですね、恐

らくは。

まず根底から、選挙にお金がかかった。業者

さんとの癒着があった。この選挙制度を変えた

ら、私は官製談合というのは、今回のような事

件は起きないと思っております。ですから、そ

の選挙制度から私は自戒して改めました。どれ

ぐらいお金を使ったかというのは全部公表され

ているし、どういうふうに戦ったかというのは

公表されているとおりでございます。そのとき

に、私はしがらみのないということを大前提と

しましたので、それは県民の皆様とお約束して

おります。そうなので、この倫理規程の中に行

政のトップの倫理規程、今後そういう不正がな

される可能性もあるやもしれないということで

すか。それを懸念されて倫理規程に盛り込んだ

ほうがいいとおっしゃるんですね。多分そうい

うことですね。今まではなかったですよ、私自

身がですね。倫理規程を入れたがほうがいいと

おっしゃるんだったら、ちょっと検討させてい

ただいて入れても構わないとは思っていますけ

ど。

知事にこんなことを言うと、何と○鳥飼委員

失礼なやつだと抗議の電話が私に来るかもしれ

ませんけれども、そんなことを覚悟しながらと

いいますか、私が申し上げたいのは、コンプラ

イアンスの考え方もそうなんだろうと思うんで

すけど、明治に入って入札制度で談合はいけま

せんよというのができまして、刑罰になったの

が戦前です。昭和17～18年代と聞いております

けれども、その後も談合はやられておったんで

すね。しかし、制度としてはそれが一番いいだ

ろうということであったんですけれども、しか

し法的にはそうじゃなかったわけです。社会の

要請はそうだったわけです。それでいいですよ

と。そして、大淀川を整備して道路をつくって

ということで来まして、いろいろありまして、

業者同士のお金のやりとりがあると、それはい

かんよ、取り締まるよということだったんです

けれども、今はそれがなくてもいけないよとい

うことになってきたという意味では、社会的な

要請というものが一つあるのかなと思っている

んですけれども、そういう意味で、コンプライ

アンス、法令遵守というふうに言われて、それ

をやっておれば業務がスムーズにいくのかとい

うところに私は疑問を持っているんですね、法

令遵守をやっておれば。トータルとして、社会

が県の行政に求めているものは何なのかという

判断のもとに必要な法律はクリアをしていく必

要はもちろんありますけれども、そこにとらわ

れ過ぎてしまっては本来のことが見失われると

いう意味があると思っているんです。

今度の分で倫理規程が出て、これはいろいろ

細々書いてありますね。職員の方が萎縮をする

のではないかなというようなこともあって、当

然のことが書いてはあるんですけれども、国家

公務員がそういうふうになったときに情報交換

。さえもできなくなったというのがありましたね

それで果たしていいのかどうかというのも考え

なくてはならないという意味がありまして トッ、

プがそういう犯罪を犯すのを防ぐ方法を一つと

いうのはあるんですけれども、もう一つは今申

し上げたようなことで、倫理規程で余り縛り過

ぎると本来の仕事ができなくなるんじゃないか

。 。なと思っているんです 心配はしているんです



- 64 -

そこら辺は知事がしっかりと受けとめておいて

いただくことが非常に大事じゃないかなと私は

思っているんです。言いたいことはわかります

ね。

、 。 、○東国原知事 はい わかります そうですね

おっしゃるとおりだと思います。ここでも言わ

せてもらっていますけど、余り縛るということ

はおっしゃるとおりよくはないことかなと。萎

縮するとおっしゃいますけど、仕事が自由にで

きない。そういうところの担保はしながらも、

社会的な常識の範囲、通念上の中での範囲の倫

理規程と私は位置づけているんですけれども。

いたずらに手足を縛るような、行動を縛るよう

な、あるいは思想を縛るような、そういうこと

までは私は考えておりません。ただ、今回の預

けですね、預けがどういうような心理状況で、

あるいは慣習状況で行われてきたのかというの

が、ちょっとやっぱり職員の方々に、これは当

たり前みたいな、預けは当たり前だと、当然そ

ういうのは別に私的流用がないんだから、どう

せ物品買うんだからとかいうような、何かその

麻痺感があったのかなという感じはしますね。

御案内のように、倫理規程が戦後ずっときま

したけれども、高度成長期にはそれでよかった

と思うんですよ、談合も含めて。でも、今、パ

イが変わらない。あるいは下がっている。ダウ

ンサイジングですよね、サイズが。そんなとき

に、潤沢なお金というものがある時代ではない

ので、限られた資源というのを、ここで言う必

要もないんですけれども、皆さんで有効に使う

ということの社会の流れになってきていると思

うんですね。それはコンプライアンスにもつな

がることだと思うんです。そこにコンプライア

ンスが必要だということで、それを強く問われ

ている時代だと思うんです。

だから、おっしゃるように、コンプライアン

ス、コンプライアンス、規則、規則、ルール、

ルール、法律、法律といっても、やっぱり萎縮

するというか、肩が凝るというか、フットワー

クが狭まるようなことはございますね。その辺

も十分留意して倫理規程を位置づけたいと思っ

ております。

職員倫理規程の関係ですが、○渡辺総務部長

この倫理規程の具体的な条項としては第９条の

、４号ということで規定しているんですけれども

この中で、上司の命令が犯罪行為等の重大かつ

明白な法令違反に係る疑いがあると思われると

きには、当該上司に対して意見を申述しなけれ

ばならないと。その意見を述べたにもかかわら

ずなおその犯罪等の命令が継続したときには、

その他の上司に相談するとか、あるいは公益通

報の義務を課すということで、上司の不当な命

令を排除するというか、そのことによって職員

を守ると、そういう規定は本県独自に規定とし

て織り込んでおります。

ですから、官製談合事件の場合は上司の命令

が発端になったわけですけれども、そういう経

験というか反省を踏まえて、この規定は本県独

自の規定として盛り込んでおります。当然その

上司の中には知事ですとか副知事も入ってまい

ります。以上です。

公益通報制度とかいろいろ言われ○鳥飼委員

ましたけれども、結局そのことで、知事がおっ

しゃられましたけれども、報復人事はやりませ

んよということを言われましたね。そういうの

を恐れて、びびってといいますか、萎縮してし

まったんですね。３年前になりますけど。その

ことも大きな影響をしているんだというふうに

思っていますので、長くなりますから、委員長

がやめろと言いますので、やめますけれども、
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ぜひそういう意味では、なかなか知事には言い

にくいところもあるだろうと思うんです。だか

ら、そこを十分自覚をしていただいて対応して

いただきたいと思いますし、倫理規程について

もしゃくし定規に考えるんじゃなくて、弾力的

な見直しをその都度図っていって本来の業務が

遂行できるようにということで、知事自身のい

ろんな今後のあれに参考にといいますか、考慮

していっていただきたいと思っています。これ

は要望しておきますので、よろしくお願いしま

す。

ほかに。○中野委員長

イラストについてですけれども、○黒木委員

３月の議会では、あるところが管理されている

のかなと私は感じておったんです。それが今回

は、どなたでも使ってもいいですよ、ただ、粗

悪品等が出ると法的措置とりますよということ

ですけれども、１つ例を挙げますと、地鶏なん

。か知事のイラストを入れて非常に売れています

、入れていないものも売れているんですけれども

逆に言いますと、地鶏といいましても、廃鶏を

ごまかして地鶏と売っても炭火で焼くと変わら

ないんですよ。それは粗悪品かというとこれは

また難しいんです。やっぱり地鶏は地鶏なんで

す。ただ、地頭鶏とかみやざき地鶏と言われて

いるものとはちょっと違うけれども、土にはわ

せたものは地鶏になるんですよ。ですから、そ

ういうものを粗悪品とは言えないんです。それ

を粗悪品だという限定ができない。そういうも

のがどんどん混じってくると非常に困る。仕分

けをしなきゃならない。知事のイラストを入れ

たものをどこかが管理していくような形のほう

が、いろいろ事件とかそういうのも起こらない

のではないかというふうに思っているんです。

２月と今度の６月議会がちょっと考え方が変

わっていたものですから、そこあたりはどうな

んでしょうかね。

２月もそういう扱いでしたよ。○東国原知事

ただ、数が、２月の時点と６月では何十倍とか

爆発的に違います。それで、２月も２月で、２

、 、月の時点ではどこでしたか 響さんでしたかね

道本さん、竹森さん、響さんあたりが早かった

ですよ、来られるのは。僕は、使っていただい

て構いませんという位置づけでした。２月時点

でも６月時点でもその立場は変わっていないで

す。

管理なんですけど、僕にもメールが結構来ま

して、知事のイラストの地鶏を食べたけど、ま

ずいと。おいしいかおいしくないかを言われて

も、ちょっと私には判断つきかねる。でも、そ

ういうのもあるんですよ。まずいと。せっかく

買ってきたのに、固くて、こんなのが宮崎の地

鶏なのと言われるのもあるんです。おっしゃる

ように地鶏の定義は、地元で放し飼いしたら地

鶏らしいですから。地頭鶏と書いてあって地頭

鶏じゃないのがあったら、これは表示あるいは

トレーサビリティーに違反しますね。明確にで

きるんですけど、地鶏と書いてあって、廃鶏も

地鶏は地鶏ということまで管理ができないと思

うんですね。今は県内外にどれぐらいあるかわ

。 、 。かりません 贋作も含めて にせものも含めて

それを県が一括、あるいは僕個人が一括して管

理というのは現実不可能かなという感じはしま

す。だから、先ほども申し上げましたとおり、

自分のほうから倫理、良心、そして先ほどのコ

ンプライアンスじゃないですけれども そういっ、

たものを遵守していただいて、ぜひ品質管理と

かそういったものには十分お心配りをください

という申し出をするしかないのかなと。非常に

甘いかもしれませんけど。悪意がある人がわざ
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と腐ったものにイラストを入れて、ほら、見て

みろ、こんな事故が起きるじゃないかというよ

うな事件も予想はされますけれども、どうもそ

こまで、さっきのあれじゃないけど、縛ってい

いものだろうかというのも私の中ではあるんで

すね。県内業者の方たちの道徳心ですか、倫理

観に任せるかな、企業努力に任せるしかないか

なという感じです。

ある程度の企業であれば企業努力○黒木委員

はできると思うんですよ。でも、大小さまざま

の企業がありますし、中小の小さいほうの企業

が始めるとどんなことでも始めていく。そこを

やっぱり何か管理する方法はないかなと。当局

のほうに聞いてみますと、なかなかそこは管理

できない状況になっているというのが今現状で

すね、知事おっしゃるように。ですから、これ

を外部団体のどこかが、私は当初、知事に質問

したときに、基金というのはそういうことから

私は言ったんですけれども、これを基金の状態

、 、にできて 基金管理と一緒にあわせてやるなら

収入があるわけですから、管理ができるんです

けれども、何かそういう方法でやらないと、こ

れから宮崎の将来怖いなと思っているものです

から。

現実問題としてまず調査をしな○東国原知事

きゃいけないですね。どこがどういうものを出

しているか。これは全国調査になります。それ

がまず可能なのか。それで、それを調査したと

きに１つ１つにチェックを入れて、この地鶏は

本当に地鶏なのか、このたくわんは本当に宮崎

産のたくわんなのか、この魚は本当に宮崎産の

魚なのかとか それを立入検査をしていかなきゃ、

いけないということじゃないですか。これは膨

大な費用と膨大なエネルギー、労力がかかるん

じゃないかと思うんです。それは響さんとか、

びっきょさんとか、竹森、道本さん、代表的な

ところを押さえるのは簡単だと思うんですけれ

ども、おっしゃったように小さいところまで網

羅するのはちょっと現実無理かなというのが現

状ですね。

ほかに。○中野委員長

管理するのは大変だという話なん○星原委員

ですが、逆に、イラストで今、知事のところに

来て許可、こういう形でこういうイラストでこ

ういうものに使いたいという許可を取りに持っ

てくる、その一覧でもあれば、これ以外のは知

事と直接関係ないイラストを使っているところ

だと。方法はあると思うんですよ。でないと、

知事が言われるようにだれが使ってもいいと。

。確かにそれはありがたいことだと思うんですね

企業にとって今は、自分たちの10年、20年かけ

てきてもなかなか全国的に知名度がでなかった

ものが、今の知事のイラストのシールを貼るこ

とで、自分のところの商品を売るのには非常に

いいと思うんですよ。ただ、言われるように、

それは良心に任せると言うけれども、本当に良

心は良心で大事なことだとは思うんですが、し

かし、宮崎県という名前で一生懸命努力してき

て、いろんなブランドをつくってきた人も、そ

うじゃなくて、このシールを貼るだけでぽんと

名前を売って、そういった形で今上っていると

きはいいんですが、そのことが逆に作用したと

きに起こり得る心配を周りはしているんじゃな

いかなというふうに思うんです。

ですから、どこの企業でも、あるいはどうい

う業者でもいいんですが、こういったイラスト

をつくって、こういった商品に貼って、こうい

う販売でいきますぐらいは最低決めておかない

と、知事が全然どこでどういうふうになって全

国に出回っているかわからないと、そういう形
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にしてしまっておったら、なお今のうちに制限

かけないと余計、どこでどういうふうになって

いって、それでどこかの部分で、宮崎県の知事

のイラストは貼ってあるけれども、これは本当

に知事の許可ももらってないとか、そういうも

のを売っているんだというふうになってきたと

きのおそれというのが、非常に困るんじゃない

かなというふうに思うものですから、そういう

部分にある程度こういう形で申請してきたとい

うものがあれば、ある程度把握できますよね。

どういう使い方をするんだという中身も。そう

すると、県内の企業の人たちが今まで売り込み

に大変だったのが、こういう団体までいろいろ

困っていたんだなということも把握できて、今

後のいろんな形で県内の地場企業の育成の方向

づけにも役立つんじゃないかなという気もする

ものですから、そういう部分の把握というのは

そんなに相手方に、使われる方はちゃんと申告

とか、知事のもとに来るのか、どこかの部課で

扱う場所を決めるのか、そんなに100も1,000も

言ってくるはずはないはずですから、そういう

形のものはやっぱり必要じゃないかなというふ

うに思うんですが、どうでしょうかね。

まず、許可の話なんですが、許○東国原知事

可をする、しないとなると、自分の肖像権の行

使になると思うんですよ。そうすると、私のイ

ラストで何がしか利益を得るということはここ

に価値がつくんですね。それをただで許可する

と、これは選挙違反ですね。寄附行為ですね。

なので、許可する、しないは言えないと思うん

です。使っていただいても構いませんよとかそ

ういうような扱いになると思います。許可しま

す、許可しませんとなったら、行使になってし

まう。そこはちょっと微妙な問題なので、法律

とも打ち合わせしながら考えないといかんかな

という１点と、ある程度の把握についてですけ

れども、ある程度は把握しているんです。今、

８社ぐらいですか。主に８社ぐらい。８社がど

ういうふうなものにマークをつけているのか、

どこの企業さんとどういうふうな感じで提携し

ているのかというのは、大体把握しています。

ある程度ですね。先ほど黒木委員もおっしゃっ

たように、ある程度把握しても、一番怖いのは

その末端で何をするかということであって、そ

こまではちょっと把握できんかなと。ある程度

把握することはできると思うんです。

今いみじくも知事が言われた、知○星原委員

事のところで把握しなくても、今８社がそうい

う形でもらって、そこが多分シールつくってど

。こか今末端のいろんなところに仮に売っている

その８社なら８社がぴしっとした形である程度

シールを使わせる、売るというところの基準を

決めていただいて、知事のところで許可とか云

々じゃなくて、使ってもいいですよという流れ

の中で、それぞれの小さい企業がイラストをつ

くって自分のところの製品に貼るということ

じゃなくて、多分８社なら８社ぐらいのところ

がつくったどれかを使ってとなると、その８社

、 、をうまく知事のほうで指導いただいて そこが

じゃ、こういうところが買いに来たときに、こ

ういうものだったら宮崎県のイメージを損なわ

ないと、そういうような方法も一方ではあると

思うんです。そうすると全然離れた場所でその

流れの中でいくわけですから、そこがそういう

判断で使わせていいかどうかとか、あるいは最

低基準は守ってもらわないとこのシールは譲り

ませんとか、使えませんよとか、何かそういう

方法も一方じゃ考えられるんじゃないですか。

今使っていらっしゃるメーンの○東国原知事

方たち、８社から10社ぐらいあったと思うんで
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すけど、その方たちと一緒に研修会というんで

すか、勉強会というんですか、ある意味意識の

高揚といいますか、そういったものの会議かあ

るいは話し合いはしたほうがいいかもしれませ

んね。

きょうでしたかね、どこかの会社○星原委員

が、コロッケに牛肉コロッケと書いてあってい

、ろんなものを混ぜていたという話になりますと

みんなわからんわけですよ。ミンチにした状態

で揚げてしまうと、牛肉なのか鶏肉なのか豚肉

なのか、何が入っているかわからんと。きょう

試食をしているのを見たんですけど、声を聞い

たんですが そういうことで 企業は何が起こっ、 、

てくるかわかりませんよね。だから、良心と言

われた、確かに良心なんですが、この倫理規程

でもそうであるように 良心は良心でみんな持っ、

ていると思うんですが、どこかでやっぱりブー

ムのときに稼ごうというのが、企業としてはま

たそういう部分もあるわけで、ですから、やは

り今言われた８社なら８社の方々と協議して、

そこが何らかの形である程度、シールを使って

いいよという形でやるんであれば、そこの部分

で基準というか規定というかそういったものを

決めておかないと、今ブームのときはいいんで

すが、確かにブームで売り込んでいて将来的に

そのことで、要するに人間というのは食べるも

のだった場合は、舌に味が残っていると、おい

しいものはやっぱりそういうものが消えても

ずっといくわけですね。だから、そうならない

と、ブーム後に落ちてしまえば、企業によって

は設備投資したりいろいろすると、そのことで

企業としてやっていけない状況とか出てくると

思うんですよ。ですから、ＰＲで効果が出たも

のがそのまま継続で、どういう形になろうと宮

崎県のものがブランドとして全国に通用するも

のとして売っていこうとするのであれば、そう

いう基準をどこかで決められたら、知事のもと

では無理だとしたら、その下の許可を下ろして

いる８社なり10社なりわかりませんが、ある程

度そういう数は一けたぐらいの数ですから、そ

の辺との協議をいただいてぴしっと形にしてお

かないと、将来怖いのかなという危惧をするも

のですから、ぜひそういう方向で考えていただ

ければと思います。

。○中村委員 私は別にそうは思わないんですよ

意見が分かれるところなんですが 事ここに至っ、

て知事のそういうイラストを一元化したり、そ

ういうことは不可能です。土地を貸したりする

のに法的に使用貸借というのがある。賃貸借も

あります。使用貸借の場合はいつでも引き揚げ

られるし、そして罰則規定というか法的に重み

がない。賃貸になると借地借家法とかいろいろ

ありますね。これと似たようなことで、今、ど

うぞお使いくださいと言って使う。それが粗悪

品が出てこようとどうしようが、知事がどうぞ

使ってくださいということは報道されているわ

けだから、知事が関与しているわけじゃないん

だから、私はこれは別に問題ないと。だから、

そんな心配する必要もないし、日本中末端まで

知事のシールを使っているとなると、把握して

いるのは10社ぐらいとおっしゃったけど、これ

はとりとめがつかない。やっていただいて、そ

して事件が起こったって、知事やら宮崎県にそ

んなに大きな悪影響はないと、私はそう思いま

。 、 、すね だから お二方の意見と違うんですけど

そのような状況で、知事ははっきりと公表して

おっしゃるわけですから、何かあったときに、

この報道機関を使っても、私には一切責任あり

ませんよと、自由に使っていただく良心の許す

限りの間で使っていただけば結構ですと、悪い
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ことはしないでくださいよということをおっ

しゃっておけば、後でどういうことが起ころう

とそれは関係ないと私は思いますね。

一番私が心配しているのは、委員○鳥飼委員

会でも話をしたんですけど、善意でそういうこ

とで使ってもいいですよといった場合に、いろ

いろ懸念事項があったし、メールで、これが宮

崎の地鶏なのというのもあったと。そのことで

せっかくはぐくんできた宮崎の産物、農産物の

イメージなり そういうものが損なわれるんじゃ、

ないかということを心配しているんです。それ

をどうやって防御するのかということはやっぱ

り考えておかれたほうがいいのではないかなと

いうふうに思うんです。その際に、私が委員会

の中で村社部長にお話をしたのは、やはり県が

関与したほうがいいんではないですかというこ

とを言いました。たくさん出ているからできん

よということであれば、県が関与した知事のイ

ラスト入りのものはこれですよというのをホー

ムページで公表するなりして、宮崎のブランド

づくりということで農政水産部も一生懸命頑

張っているわけですから、どうやってタイアッ

プしていくのかという視点で、もう一回、いい

ですよということだけじゃなくて、考えられた

ほうがいいと思いますので、そこも検討してい

ただけたらというふうに思っています。

イラストの管理の問題○村社総合政策本部長

ですけれども、現実的にどういった管理が可能

なのかといろいろ考えてみたんですが、仮に県

が公式なイラストを決めたとしますね。その場

合に、既に商標登録しているイラストもありま

すし、いろいろ出回っているイラストもありま

す。それには、言ってみれば我々公式に決めた

イラストは権限が及ばないといいますか、これ

は県で決めたイラストですよということは言え

ますけれども、ただ、そのためにほかのイラス

。トがすべて消えてしまうわけではないんですね

存在するわけです。これについては対応しよう

がありませんので、実効性のある管理というも

のは難しいのではないかと私ども思っておりま

す。

今の話は我々が言っていることと○星原委員

ちょっと違うんですよ。県がシールをつくると

かそういうことじゃないんですよ。要は、今８

、社なら８社最低そういうところがあったのなら

今後10社も20社も30社もイラストを出してどん

どんするところはそうないだろうと。県内の企

業に限ってという限定をすれば。全国でいろん

なところでやり出せばそれはわかりませんが、

県内の企業に限ってということにすれば、そん

なに何十社もふえないだろうと。ですから、今

言う問題が起きるか起きないか、これは想定外

の部分もあるかもしれませんが、そういうこと

じゃなくて、やっぱり基準として最低こういう

基準は持っていますよと。そうしないと、うま

く知事のイラストを使って売り込みをして、今

までなかなかＰＲできなかった人たちが、何十

年かかってやってきたけれども売れない人たち

が、同じような何かのことで問題が起きたとき

にほかのものまでそう見られたら、宮崎ブラン

ドで努力してきた、そういうものを使ったばか

りに逆に商品まで、製品までそういうことにな

る可能性だってあるかもしれないので、そうい

う危惧をしているわけですよ。県が許可せんな

らせんでもいいし、管理もせんならせんでもい

い。さっき言う企業あたりに、使っている企業

をある程度教育いただいてそういう形に持って

いかんと、県としてもこういう問題が起こり得

る可能性もあるんだと、そういうことを想定し

ているので、今後使っていく方々には最低限こ



- 70 -

ういうルール、宮崎のイメージを壊さない、ほ

、かのブランドのものにも影響が出てしまうので

、そういうことのない方向で考えてくださいよと

そういう危惧をしているわけですよ。だから、

これがいいとかああとかじゃなくて、そういう

部分もあるので、その辺の判断も取り入れられ

たらどうですかという提案であって、それをや

れと言ってるわけじゃなくて、知事が使ってい

。いということは我々も聞いているわけですから

ただ、使ってもいいけれども、何でもありでは

困りますよという部分ぐらいはどこかに基準を

設けておかないと、先々シールを使っているい

ろんな生産者のところが全部同じような見られ

方をしたときが困りますよと言いたいんです。

どこかでつまずいたときはね。そういう意味で

す。

知事もこの件に関しては多少懸念○外山委員

がありますよね 十分わかりました 僕らが言っ。 。

ているのは、これが自由に使っていいよという

ことによって無秩序に拡散していった場合、そ

のときに、私は知らない、もいいんですけれど

も、その懸念だけです。シールを一元化しろと

か、あるいは許可制もできない、使用料も取れ

ない、当たり前ですね。であれば、いいんです

けど、ただ、心配しているのは、自由に使って

いいですよということによって、場合によって

はとんでもないところで使われたりする場合が

あるんです。それはもちろん御本人も懸念があ

ると思うんです。その辺に少し言葉の中で縛り

をかけるみたいにしておかないと、恐らく他の

プロスポーツ選手でもあるいは芸能人でも、肖

像権もあって 彼らだって 私の顔を自由に使っ、 、

ていいですよということはあり得ないわけです

から、そこがちょっと懸念されるんです。それ

、 。は十分知事も御存じですよね わかりますよね

ただ、そういう将来に向けての懸念があるとい

うことですよ。

よろしいですか。一言。○中野委員長

知事にはどうも御苦労さまでした。この肖像

権の問題については、いい話でありますけれど

も、いろいろ将来的な問題も抱えている。委員

会も意見が２つに分かれてそれだけ難しいとい

うことであります。知事におかれましては、ひ

とつぜひ将来のことを含めて十分対応していた

だきたい。委員会としてもいろいろ統一した物

の言い方をさせていただきたいと思っておりま

す。

以上です。どうもありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

昨日、人事課まで終わりました。財政課、税

務課、消防保安室、行政経営課まで含めて審議

をお願いいたします。

、 。まず 議案について質疑をお願いいたします

。○鳥飼委員 税務課のことでお尋ねいたします

予算では補正が347万8,000円ということで、徴

税活動費、これは○ですね、それから、自主納新

税推進、管理機能の充実費ということで職員研

修費が216万6,000円ということになっているん

ですけれども、税務職員の専門職化といいます

か、そういう意味での研修だろうと思うんです

が、税の徴税なりいろいろ複雑な部分は出てき

ていると思うんですけれども、所長クラスで税

の経験者 県税事務所とか 今どんな状況でしょ、 、

うか。

。○後藤税務課長 県税事務所は７つございます

宮崎、日南、都城、小林、高鍋、日向、延岡、
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全員税務経験をしております。

それは非常によろしいことなんで○鳥飼委員

すけれども、課長とか係長とかおられるんです

けれども、従前からいろいろ議論をやってきた

中で、３・３・４とか、３・４・３とか、いろ

んな議論が展開されてきたんですけれども、核

になる部分というのは、そういう人を育ててい

くということも、これは人事課のほうの仕事に

なってまいりますけれども、そういうことが必

要だというふうに思っているんですけれども、

そのお考えと現状と両方お聞かせください。

税務職員の専門化ということ○後藤税務課長

だと思いますが、最初、県職員になりまして、

本庁で２年から３年経験いたしまして、若い人

はそれから県税事務所に配置がえになるという

ことが大多数でありまして、その後、係長とか

そういう立場になった場合に税の経験者は優遇

されております。ただ、新しく来た職員に対し

、 、 、ましては 税目別の研修とか 徴収の研修とか

それから職場内の研修等で実力をつけていくと

いうふうにやっております。今後ともそういう

ことでやっていきたいと思いますが、ただ、徴

収等につきましては、希望者も余りいないとい

うことも若干ありますけれども、その辺は心配

でありますが、県税事務所といたしましては、

事務所一体となって取り組むということでやっ

ております。その辺は上司とか周りがカバーす

るようにということでやっております。

私の今さっき申し上げた３・３・○鳥飼委員

４とか、課長も同じような考え方であろうと勝

手に推測するんですけれども、現実的にはそん

なふうになっていないのではないかなと思って

いるんです。もし把握しておられれば、そんな

感じになっているのか。把握しておられなけれ

ば結構なんですけれども、把握しておられます

か。おられんければいいですよ。そういう意味

では３・３・４のシフトというか、ぜひそうい

う形でつくっていっていただきたいなというふ

。 、うに思います 逆御三家じゃないですけれども

大変な仕事ですよね、県税事務所とか。それに

こたえるようなことも人事課のほうで考えて

いっていただくなり、人員配置をしていくなり

というふうに思っているんです。それで、岡村

課長に、もし答えられれば答えてください。税

務職員の養成といいますか、東京あたりは何万

人ぐらい えらいたくさん職員がおって、軽―

油のときも東京の加勢とか応援をもらったんで

すけれども、税務なり福祉なり相談所なり、そ

ういうところの専門職化というのが一部で養成

されているけれども、全体的にはそれはなくし

ていこうということで宮崎県はこの十何年間来

ただろうと思うんですけれども、そのことにつ

いて御意見があればお尋ねしたいと思います。

私も以前、県税の所○岡村部参事兼人事課長

長も経験して税務の状況もよくわかっておりま

、 、 、して 確かに今 若い職員も多いということで

ある程度のベテランが中には行っていただかな

いといけないというようなことがございます。

総体の話としては、やはり今、いわば人事課と

しても少数精鋭といいますか、少数精鋭体制を

敷いていくという中では、ある程度そういう中

では専門的な能力もそれぞれの所属でも高めて

いく必要はあるということは十分問題意識とし

て認識しておりまして、人事異動の中では十分

そのあたりは研究していきたいと思っておりま

す。

総務部長がせっかくおられますの○鳥飼委員

で、総務部長にもお答えいただきたいんですけ

れども、これまでの議会の中でも、例えば児童

相談所の専門職化をどう図っていくかというよ
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うな議論もしてまいりましたけれども、今、県

税事務所とかあるわけなんですが、実際人事の

配置とか養成については人事課のほうでやって

おられるということで、総務部長の長年の経験

を踏まえてその辺の考え方を聞かせていただき

たいと思います。

税務職員ということで申し上○渡辺総務部長

げますと、実は私も振り出しが宮崎県税事務所

で徴収の仕事をやっておりまして、料理飲食等

消費税と当時は言っておりましたけれども、あ

れの非常に小口の、件数だけは非常に多かった

んですが、その仕事をやっておりまして、毎日

のように徴収に出向いて督促あるいは差し押さ

え等もやっておりましたけれども、その中で一

番経験というか、思いとして残っておりますの

は、一たん懐に入ってしまうと、1,000円のお金

。でも人間というのはなかなか出したがらないと

懐に入った1,000円をいただくのがどれだけ大変

なことかというのを身をもって実は経験をして

おります。

それで、税務については特に経験とスキルが

物を言う世界だと思います。今、人事課長が答

えましたように、私のほうも税務職員について

はそういう目で常に見ておるつもりですし、ま

た、せっかく委員のほうからもいい意見をいた

だきましたので、その辺は十分に研究して留意

しておきたいと思います。

27ページ、危機管理局、説明を受○星原委員

けたかもしれないんですが、消防防災施設整備

設備促進事業費ということで5,200万円余組まれ

ているんですが、この中身を詳しく教えていた

だけませんか。

今、委員のおっしゃった○押川消防保安室長

消防防災施設設備整備促進事業費の中身でござ

いますが、これは市町村が行います消防防災施

設整備を促進するために補助を行って、地域消

防防災力の強化を図るというものでございます

が、中身としまして、昨年度は18団体に対しま

して5,570万円補助をいたしております。具体的

な中身といたしましては、自主防災組織あたり

の資機材倉庫ですとか 担架 発電機 救急セッ、 、 、

トですとか、消防ポンプ自動車、高規格救急自

動車、それから災害活動の支援資機材等、いろ

んなものが含まれますが、合わせて数量的に言

いますと111、5,570万となっています。以上で

ございます。

実は去年だったと思うんですが、○星原委員

都城地区の消防団長さんたちを話をする機会が

ありまして、そのときに、連絡、要するに事が

起こったときに、携帯電話が入らない地域、西

、岳の何とかというところだったと思うんですが

そういう地域があるみたいなんですよ。そうす

ると、衛星電話とか使うのに補助みたいなもの

もあるように聞いていたんですが、そういう情

報過疎のところあたりの解消のための携帯電話

とかそういったものはこの中には含まれている

んですか。

今のところ、この県単補○押川消防保安室長

助金の中には、おっしゃったように衛星携帯電

話は含まれておりませんが、危機管理局のほう

で資機材等の補助もいたしております。

一昨年の台風14号から○日髙危機管理室長

ずっと３年ほど被害を受けておりますので、特

に、今、委員が言われた山間部の孤立化、これ

があったということで、18年度から衛星携帯電

、 、話の市町村等の要望をとりまして 補助をして

そして衛星携帯電話をそういうところは導入を

図ってもらっております。ことしもそういうこ

とでやっております。以上です。

昨年、防災条例ができて、自主防○星原委員
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災とかそれぞれ地域ごとにやっていますね、今

。言われたポンプだとか防災関係のいろんな機器

これが昨年度は5,674万5,000円、ことしが5,200

万円余とそういう形で来ますね。毎年こういう

形で予算組んだときに大体県内が網羅できると

いう形の組み方をされているものなんですか。

委員おっしゃいますよう○押川消防保安室長

に毎年5,400～5,500万の予算で補助をいたして

おります。そして、毎年この時期に各市町村よ

、り需要額調査というものを実施しておりまして

今年度必要なもの、来年度あたりにかけて必要

なもの、入り用のものの把握には努めていると

ころでございますけれども、ただ、消耗品等も

ございますので、いくらというはっきりした数

字はつかんでおりませんが、大体今みたいな予

。算の中で対応してまいりたいと思っております

税務課のほうにちょっと。先日、○黒木委員

鳥飼委員のほうからも話があったんですが、県

病院あたりから調理員、調理をしていた方が調

理がなくなったので県税事務所、こういうとこ

ろにも配置されているんですね。私の近所の人

も50過ぎてそういうところに配置されているん

ですが、今まで包丁しか握っていなかったんだ

けれども、パソコンを今やっていますと。非常

に苦労していますと 今まで扱ったこともなかっ。

た。非常に苦労もしているようですが、そうい

う皆さん方も徴収とか、どういう形でそういう

方々は仕事はされているんでしょうか。

私は、税務課の前には延岡県○後藤税務課長

税事務所にいたんですけれども、６名の現業職

の方が研修という形で入ってまいりました。１

年間研修が終わったときにはある程度仕事はで

きるようにということで、人にもよるかと思い

ますけれども、運転手の方が３名だったと思い

ますけど、それから、病院の看護助手、調理の

方がおりました。多分人にもよるかもしれませ

んが、その方たちは十分仕事をこなしていただ

きまして、かえって感謝いたしました。そうい

うことで、今、適応していないとかそういう声

は余り聞いておりません。

そういうことでうまく職場に、ま○黒木委員

た新たなところに復帰できている方はいいと思

うんですね。恐らく復帰できない人がいたのか

どうか、そのために職をやめざるを得なかった

とか、そういう方は人事課長、何人かいらっ

しゃったんですか。

今回の任命がえとい○岡村部参事兼人事課長

うことなんですが、そういう中で人事課として

はさまざまなフォローをしているわけですけれ

ども、それぞれの担当係長とかには、どう対応

したらいいかとかそういう研修も十分やってい

ますし、そういう中でフォローしておりますけ

れども、任命がえでというはっきりした理由か

どうかそのあたりはちょっとわかりませんけれ

ども、確かに18年度中に希望退職でやめられた

方は何人かおられます。そういう中では、職場

からのフォローは十分していただいているけれ

ども、やっぱり事務的な仕事になじめないとい

う理由の方も何人かは確かにおられるようでご

ざいました。

そのほかありませんか。○中野委員長

それでは、報告事項について質問はありませ

んか。

財政課のほうの事業仕分け委員会○河野委員

の委員の公募についてということで、県民から

の公募ということで計画なされていますけれど

も、これは何か条件が考えられているんでしょ

うか。

特に今回の公募については条○和田財政課長

件を課しておりません。県内に在住の方であれ
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ば、年齢でありますとか性別、そういったもの

は一切条件としては課していないという状況で

ございます。

九州内では佐賀県が事業仕分けと○河野委員

か始めていらっしゃると思うんですけど、内容

等見ると、非常に洗練された作業をされている

のかなというのが印象だったんですけど、この

事業仕分けのノウハウを確立している構想日本

がありますね、そういう方たちを中に入れると

か、ノウハウがわかっていらっしゃる方を入れ

ていくという考え方というのはあるんでしょう

か。

我々もこの事業仕分けをやる○和田財政課長

に当たりまして、今、委員からもありましたけ

れども、構想日本でありますとか、あるいは構

想日本を活用した千葉県でありますとか、構想

日本を使わなかった滋賀県、そういうところに

調査に行きまして、実際にそれぞれのやり方の

お話を聞いて見てきた中で、今回こういうやり

方がベストかなということで、今回構想日本に

。ついては入れていないということでございます

構想日本を使いますと、構想日本のやり方とい

たしましては、多くは関東近郊の市町村の職員

の方が事業仕分け委員として事業仕分けをやら

、れているという形のことが多いんですけれども

やはり一般県民の視点、県民の視点から見ると

いう観点からすると、やはり県内の方を中心に

事業仕分け委員を入れたほうが適切だろうと、

そういったことも勘案しまして、今回につきま

しては構想日本の方は入れていないという扱い

にいたしております。

今の件で私も聞きたいんです○松村副委員長

けど、宮崎県事業仕分け委員会ということで今

回始まっていますけれども、こういうような行

政評価したり、年度ごとに10年間以上事業に取

りかかっていなかった事業に対しては、事業の

廃止も含めて見直すということとか、今までも

何度もあったんじゃないかと思うんですけど、

これに類似することは今までも同じようなこと

があったのか、今までのやつを生かしているの

か、特別これは宮崎県のことなのか、これが特

異的でこれがこういうふうに自慢できることな

のかということをちょっとお聞きしたいんです

けど。

これまでの事務事業の見直し○和田財政課長

につきましては、毎年度、内部的に財政課と各

部局の間で事務事業の見直しという形で事業の

見直しは行ってきたところであります。ただ、

今回特徴的なのは、やはり外部の視点ですね、

いわゆる一般県民の方でありますとか、外部有

識者の方の視点から見て、事務事業の見直し的

なことを行うというところに特徴があるのかな

というふうに考えております。

、○松村副委員長 外部の意見を聞くというのは

これは初めてですか。

こういった予算的な事務事業○和田財政課長

の見直しの中で個別の事業についてまで意見を

伺うというのは、本県では今回が初めてという

ことになります。

本当にそうですか。○松村副委員長

行革懇談会等通じましてのい○和田財政課長

わゆる一般的な予算のあり方でありますとか、

行財政のあり方については意見を伺っているん

ですけれども、例えば、個別のＡという事業に

ついてその事業が要るかどうかというような見

直しについては、今回の委員会が初めてと言え

るというふうに考えております。

公共事業なんかであったん○松村副委員長

じゃないですかね、外部の意見も聞いて。例え

ばですよ、こういう事業はないですけど、大淀
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川の上流部で10年間ぐらい前の工事が、その下

流部のやつが工事ができないために川上の工事

、はできないという形で10年間そのままになって

委員会のほうは、10年間工事に取りかかってい

ないことは廃止だといって、しかし、また見直

して、下の部分ができていないということで残

されたのであって、工事の正当性は評価できる

ということで見直しがされた 外部が出たり入っ。

たりしたのはありましたよね、それと似ている

ような気もするんですけど。

公共工事に限定しまして、県○和田財政課長

、土整備部なりそれぞれ公共工事所管課において

事前評価だったり、事業中の評価だったり、事

業評価的なことをやられているのは、確かに委

員御指摘のとおりであります。ただ、財政課主

導として、一般的な行政事業についてこういっ

た形で外部の方の視点を入れるという意味では

今回初めてということでございます。確かに委

員御指摘のとおり、公共工事につきましては、

それぞれ公共工事所管の部においてそういった

外部委員会的なところで事業のあり方について

議論しているというのは確かに御指摘のとおり

でございます。

これは全体を見ていくという○松村副委員長

ことですね。

基本的には、県内の2,000と○和田財政課長

も3,000とも言われております事務事業全体を見

直していくということで考えております。

ちなみに今の委員会の予算は幾○中野委員長

らになっていますか。

予算という形で特に予算どり○和田財政課長

はしておりませんで、実際やるとしましたら、

回数によりますけれども、それぞれの回数掛け

る人数分の謝金等は必要になってくるというふ

うに考えております。

行政経営課にお伺いしたいんです○星原委員

が、41ページ、指定管理者制度、導入されて１

年経過して この前 宅建業の会長さんとちょっ、 、

との間だけだったので詳しく聞いてなかったん

ですが、県営住宅団地の収納率が99．何％と聞

、 。いたような気がするんですが どうなんですか

数字はちょっと持ってお○米原行政経営課長

りませんが、確かに現年の徴収率は、指定管理

者に移ってから上がったというふうに聞いてお

ります。

その前の年なんかは何％ぐらいの○星原委員

収納率ですか。

18年度が99.04で、その前○米原行政経営課長

の年、17年度が98.12です。

指定管理者がスタートして、ここ○星原委員

に施設の利用状況とかいろいろ書いてあるんで

すが、民間に移行したおかげで３億幾らだった

ですか、当初の部分で予算的に減額になったと

思っていたんですが、そういう中で、施設の利

用状況ということで16施設が増加したと。減少

した８施設というふうに書いてあるんですが、

増加した部分あるいは減少した施設、そういっ

、たところがどういう状況で増加したというのは

今までの公社等がやっているよりは、民間の経

営感覚でいろんな取り組みをしたとか、経費節

減とかいろんなことをしたり、いろんな角度か

らやって、その施設の利用に対して県民から理

解されたことが、民間の部分でよかったという

ことでふえたのか。あるいは減ったというのは

サービスが悪くて減ったのか。その辺の、１年

していただいて、今の時点で増加したり減少し

た施設のどういうとらえ方をされているんです

。 。か 報告というのは受けているものなんですか

、○米原行政経営課長 全般的に申し上げますと

まず、指定管理者制度を導入してから管理者が
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かわったところ、かわっていないところ、両方

あります。41ページでいきましても、青少年自

。 、然の家は学校法人のほうにかわりました ただ

男女共同参画センター、機械技術センター、一

ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設、こ

れは以前の管理主体と一緒です。ただ、すべて

。 、公募という形で選定を受けてきています ただ

公募という形といいますか、この制度を導入す

ることで、まず公募した際にいろんなサービス

向上なり利用促進の提案がそれぞれされており

ます。そして、それを選定後といいますか、議

会の指定の議決をいただいた後に、管理協定と

か業務仕様書に提案した内容のほとんどを盛り

込んで実際にやっていただく。利用促進、例え

ばＰＲをやってみたり、自主イベントをやって

みたり、そういったことを各施設とも努力をさ

れているということで、ふえたことについては

そういった効果ではないかと、全般的にはそう

いうふうに考えております。

一方、減少したところについても、大半横ば

いの中での減少なんですが、昨日御説明したと

き、国民宿舎を申し上げましたけれども、国民

宿舎は２つとも管理者はかわりました。要する

に、管理運営を引き継ぐと同時に営業もそれか

らスタートということで、なかなかそこのあた

りが実際実績につながってくるところがおくれ

てくるというようなこととか、高千穂の場合で

言えば、高千穂鉄道が運休している影響等もあ

る。えびのの場合は、宮交さんのえびの線がな

くなったりという影響とか、昨年、西諸の豪雨

の関係等も影響があったというふうなことで聞

いておるところでございまして、それぞれ理由

はありまして、一応それぞれ各課から、どうい

う状況か、特に減ったところについては行政経

営課のほうでは聞いておりますし、その後どう

。しているかといったところまで聞いております

多分引き受けられて１年目という○星原委員

ことでそれぞれの苦労もあったんじゃないかと

いうふうに思うんです。そういう流れの中で、

ずっと１年やる中で、引き受けられた企業等か

ら、こうしてほしいとか、こういう形をやるこ

とでいろんな方向性が見えてくるんだとか、そ

ういう相談とかそういったものには乗っている

んですか、県として。

それぞれ所管課がござい○米原行政経営課長

、 。まして 基本的に毎月業務報告書等をいただく

それから、利用者の満足度的な、いわゆる利用

者にアンケートをとったり、目安箱みたいな意

見をとるようなのをしたりとか、そういった状

況を随時各課がとっておりまして、その中で県

として対応が必要な場合は対応していくという

ことなんですが、一番要望として管理者から来

ているのは、施設がどこも全部新品ではござい

ませんので、老朽化に伴ってもう少し施設整備

するともっと利用促進できるんだがなという話

は共通してあるというような話は聞いておりま

す。

それと最後のほうで、今後の指定○星原委員

管理者への対応ということで、概ね適正に行わ

れたということは、こうやって指定管理者制度

を導入したことは、結果として今の時代に合っ

ているというふうにとらえていいんだろうなと

いうふうに思いますし、今後できるものからそ

ういう方向にいきたいというふうにとらえてい

いんですか。

そういうふうに考えてよ○米原行政経営課長

。 、ろしいかと思います ２つあると思うんですが

、 、 、１つは 今 委員がおっしゃったようなことで

サービス向上も図られたし、経費節減も図られ

たということ、もう一つは、私どもの職員側、
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所管するほうも、この指定管理者制度、以前10

年、20年ずっと委託してきたという中で、管理

者がかわるかわらないは別として、この制度導

入を機に、この施設はこういう目的でつくった

ということからその施設の管理運営を考えて

いったと。それでどうすべきだというところま

で各担当課のほうも考えてきたということで、

かなり意識が変わってきたという意味でのプラ

ス面もあったんじゃないかなというふうに思っ

ております。

、○鳥飼委員 指定管理者のことが出ましたので

関連してまずそれからお尋ねしたいと思います

が、指定管理料が17億9,598万8,000円で４億円

の減ということですね。今ありましたように、

施設利用の状況が利用者が増になったところ、

減少したところ、それぞれ16施設、８施設とい

うふうに出ておりますけれども、指定管理者が

ころころかわるというのもどうかなというよう

な施設もあるだろうと思うんですが、そこはど

ういうふうに考えておられるのか、お尋ねしま

す。

、 、○米原行政経営課長 確かに今回 本県の場合

３年または５年という指定期間で議決をいただ

いて指定をしております。３年のところは来年

度また公募を、21年度からになりますから、来

年度しなければいけないという状況でございま

す。ただ、これまでやってきたところ、指定管

理者がかわろうとかわるまいと、やってきた実

績というのは、その次の公募の段階で引き続き

その指定管理者等が手を挙げてこられれば、そ

れなりの評価をしていくという中で、この制度

。を続けていけるのではないかと思っております

ただ、委員がおっしゃるように、指定管理者制

度、必ず期限を切って、期間を指定しています

ので、そこをいかに継続するか、かわった場合

に引き継ぎをしていくか、それは大きな課題だ

というふうに受けとめています。

国民宿舎はかわったと言われたん○鳥飼委員

ですかね、さっきの説明のときに。例えば国民

宿舎を見れば、支配人がいて、受け付けをする

人がいて、メイドさんがいて、調理師の方がい

てということで回っていくだろうと思うんです

けれども、その人がかわると、今回の場合は指

定管理者だけかわって、中の人はかわってない

。 。んですか それともかわっているんでしょうか

国民宿舎だけで申し上げ○米原行政経営課長

ますと、もともとえびの高原荘は、それ以前に

管理していました公園協会が最初から指定管理

者に手を挙げないということでございまして、

そちらのほうからも７名の方が新しい指定管理

者のほうに雇用されております。それから、高

千穂荘のほうも26名の方が指定管理者である神

楽酒造のほうに移りまして、そしてこの指定管

。理者のもとで管理運営に努めているという状況

それから、資格等の問題は、最初から、例えば

電気主任技術者がいるとか、国民宿舎であれば

そういったいろんな資格が必要でございますの

で、そういったものもすべて初めからそういう

のが要りますよということをお示しして、選定

の段階でそれがちゃんと配置できるか、そうい

うのはすべて確認をしてから選定を行っており

ますので、そのあたりは問題ないというふうに

思っております。

公園協会が手を挙げなかったんで○鳥飼委員

はなくて、手を挙げられるような状況になかっ

たわけですね。ですから、公園協会がやってい

たけれども、かなりの人の首を切ったという事

実があるわけです。やはり指定管理者制度を導

入する場合にはそういうことが出てくるんだと

いうことを押さえておかなくちゃならないし、
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私も公園協会の方を知っておりますけど、50前

後で首を切られて、後、仕事がないというよう

なそんなこともこの指定管理者制度導入の時点

ではあるわけですから、そこはしっかり頭に置

いていただきたいと思います。

それで、指定管理者がかわってその中の人も

。 。かわっていったのか 中で働いている人ですね

指定管理者だけはかわったけれども、従業員は

そのまま引き継いでいったのか。いろいろある

と思うんですけれども、そこ辺はどうでしょう

か。

先ほど国民宿舎を例にい○米原行政経営課長

たしましたけれども、それでその方々がすべて

対応しているということではなくて、指定管理

者のほうのもとからの職員の方とか、新たに雇

用した等で対応しているという状況です。

ということは、人は受け継げると○鳥飼委員

ころは受け継いで上だけかわったと。それに不

足するところを新たに雇用するなりしたという

ことですか。

そういうことです。○米原行政経営課長

実質的にその業務が保たれていく○鳥飼委員

のかどうかという意味では、指定管理者がかわ

るたびに、今は引き継いでいますけれども、そ

こに働いている人にとっては大変なことなんで

すよ。実際は雇用主がかわるわけですから。県

は楽かもしれませんよ。言っておけばいいんで

すから。しかし、そこで働いている人のことを

考えてみると、その人は１回１回首になって次

に雇用されると。そして、再雇用されない方は

自分でまた職を探さなくちゃいけないというこ

とがあるわけですから、指定管理者制度の持つ

意味というのはそこにもあるということをしっ

かり押さえておいていただきたいと思います。

それで、利用料金収入とか下がっているとこ

ろもいろいろあったりするんですが、今回、指

定管理料、それぞれ前年度分が出ておりますけ

れども、これの額の変更というのは行われてい

るんでしょうか。

額の変更というのは、前○米原行政経営課長

年度と比べてということでしょうか。基本的に

すべて変わっております。と申しますのが、こ

の指定管理者制度を入れるときに、県として、

これぐらいの価格で指定管理、いわゆる管理運

営をしていただきますよというのをお示しをし

ました。それを予定価格とすれば、それに対し

て公募された方々が、私たちはこういう体制、

、 、こういう内容で こういうサービスを付加して

こういう指定管理料でやりますという提案をい

ただき、それから選定をしていっておりますの

で、そういうことから経費節減等が図られたと

いうことで、すべて変わっております。

それともう一点、指定管理料、平たく言えば

委託料というふうに見ていただいてもよろしい

と思うんですが、あと、利用料金収入というの

は、今回から指定管理者のほうが直接収入をし

て、それを財源として管理運営するという形の

ものでございますから、そういった意味では、

指定管理料が利用料金収入のところは逆にかな

り下がるという形になります。

ちょっとわかりにくかったんです○鳥飼委員

けれども、指定管理料１億ということで、利用

料収入が5,000万から6,000万になったというこ

とは、1,000万、指定管理者、企業が増収になっ

たというような理解なんですか。仕組みをもう

一回教えてください。

42ページを見ていただい○米原行政経営課長

てよろしいでしょうか。すみません、ちょっと

わかりにくい説明で、具体的な数字で申し上げ

ますと、例えば、一番上の東京学生寮、指定管
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理料約1,000万です。一方で利用料金収入1,900

万というのがございます。これを前年度も同じ

だとすれば、この1,900万は県のほうの収入に

入って そして 委託料は 両方合わせた約3,000、 、 、

万の管理運営費を出していた。委託料を出して

いた。今回は、ジャパンプロテクションが料金

のほうも取りますので、その差額、管理運営の

総額から、経費から収入を引いた1,000万、これ

を指定管理料という形で払ったという形になり

ます。経費節減年間約４億円と申し上げている

のは、こういう収支全部含めた実質的な財政負

担の軽減ということで４億円ということでござ

います。

これは委託費ということになるん○鳥飼委員

ですけれども、今回の行財政改革大綱で入札制

度の改革等も行われております。本会議でも問

題提起をいたしましたけれども、人件費にかか

わる部分とか、最低賃金制度とか、そこの労働

基準とか、そういうことについてのチェックは

しっかりされているというふうに理解していい

んでしょうか。

指定管理者制度を導入す○米原行政経営課長

るに当たっては、これは公の施設に関する条例

にございまして、その目的としては、一番大き

なものが施設の効用を最大限に発揮する事業計

、 、 、画で そして 事業経費の縮減等が図られるか

あるいは指定管理者としてしっかりその施設を

管理運営するか、いわゆる財務的な体質も含め

てそういうところであるかといったところを

やっておりますので、そういった中で当然そう

いう法律を遵守した形でやっていくものという

前提で選定を行っております。

例えばそこで働いている人の労働○鳥飼委員

条件とか賃金とか労働時間とか、当然クリアす

べきだというふうに思うんですけれども、それ

がクリアされていると思いますよでは困るわけ

で、入札制度の改革の中でも言いましたけれど

、 。も 安けりゃいいということでは困るんですよ

例えば、警備の問題にしても、清掃の問題にし

ても、安くなればどんどんたたきますよね。し

かし、県という公共体が法に触れることを結果

としてやっているんじゃないかということに

なっては困るわけで、委託契約を結ぶときにそ

ういうことをしっかりとチェックをすべきだと

思っているんですけれども、そういうシステム

はつくられているんでしょうか。

システムといいますか、○米原行政経営課長

さっき申し上げましたように、公の施設の管理

運営を行うために必要な経費であろうという基

準となる価格を設定するときに、必要な人件費

等も積算をして予定をしております。もちろん

それに対して提案価格がそれぞれ下がってきて

いるわけですが、実際にどういう体制で、どう

いう利用時間に対してどういうシフトでと、そ

ういうところまで選定委員会のほうでそれぞれ

の施設の管理運営状況をチェックをしておりま

すので、そういう中でチェックされるものとい

うふうに考えております。

そこをしっかりやっていただかな○鳥飼委員

いと、入札制度の改善の議論のときにもありま

したけれども、ただ安くなるだけという傾向も

あるわけです。最低制限価格といいますか、そ

こに張りついてしまうということも結果として

起きるわけですから、それじゃ困りますよと、

良質な業者も排除してしまうことになる。適度

な、適正な利潤も見込んでいくべきではないか

というふうに私は思いますから、そういうふう

、にやってもらっていますということじゃなくて

行政経営課はたくさんあるから難しいというの

はわかりますけど、そういうのを選定をすると
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ころの事業課といいますか そこはしっかりやっ、

ていただかないといけないというふうに思って

おりますので、よろしくお願いを申し上げたい

というふうに思います。

それと、新たな行財政改革大綱というのが出

されておりますけれども、中身について何点か

お尋ねをしたいと思います。

35ページに、経営改革ということで、本庁、

出先というのがありまして、本庁では、子供に

関する施策を総合的に推進するための関係業務

。 、の一元化というのがあります 出先については

農林振興局、普及センター、土木事務所という

のが挙がっているわけですけれども、どういう

ものが想定をされているのか、どういうことを

想定をしているのか、お聞かせいただきたいと

思います。

まず、子供関係でござい○米原行政経営課長

ますけれども、これは、今、福祉保健部の中心

となるのが児童家庭課、それから地域生活部の

生活・文化課、これが私立の幼稚園でございま

す。それから、教育委員会のほうが公立の幼稚

園とか、それから、青少年となると広いんです

が、その中の少年を含めた部分で教育委員会、

地域生活部等でやっているということで、これ

を全般的に、全般的といいますか、より総合的

に推進するために、できるだけ同じ組織の中に

固めて、さらに連携が図られるような形で推進

をするような組織を検討していきたいというこ

とで考えているものでございます。

それから、農業改良普及センターとか農林振

興局の関係につきましては、基本的には、それ

ぞれで競争力のある産地育成とか担い手育成と

かいろんな事業をやっておりますので、それら

、の両機関の連携強化というものを図る観点から

両方の組織の中身等を見直していきたいという

ふうに思っているところでございます。

土木事務所につきましては 実はこれは昭和25、

年、1950年になりますけれども、西臼杵支庁を

除いて10の事務所が置かれました。その当時で

いいますと、富島だとか妻だとか福島だとか飫

肥だとかそういった地名の段階に配置されまし

て、実は57年変わってきておりません。そうい

う中で、その間、道路交通網の整備等が非常に

、 、進んでいるということもございますので 特に

管轄地域面積の小さいところを含むエリアにつ

いてもう一度事務所の体制のあり方等を検討し

たいというものでございます。

それから、37ページの民間活力の○鳥飼委員

活用で、新たな指定管理者制度の導入の可否の

検討というのが、県直営の公の施設というのが

、 、出てきているんですけれども 想定をしている

検討しようと思っているところの施設名を教え

ていただきたいと思います。

法令等で制限が、いわゆ○米原行政経営課長

る設置者がしなきゃいけない県立学校とか、看

護大学だとか、あと、出先機関と全くダブりま

す産業技術専門校だとかそういったものもござ

います。そういったものを除いたものについて

は一応すべて俎上に上げてということで考えて

いるところでございます。実は、公の施設、今

この指定管理者以外が240程度ございます。指定

管理者がやっていない いわゆる県が直営でやっ、

ているのが240程度ございますので、その中で法

令等で制限があるものはまず外し、あと、県の

出先機関と一体となったような施設等はどうす

るのかといったことも考えていきますので、主

なものとしては、先ほどの県営住宅、指定管理

者に既に移っているのが、これは実は宮崎土木

事務所管内でございますので、そういったとこ

ろあたり、それから、教育委員会等で図書館と
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か美術館、こういったところは他県でも導入を

しているところ、図書館で言えば串間市も指定

管理者でやっておりますので、そういったとこ

ろの状況等も見ながら、これは必ず入れるとか

そういう意味ではなくて、導入について適当か

どうかというようなところを含めて、今年度中

に一定の結論は得たいというふうに思っている

ところでございます。

公の施設の設置目的、利用状況含○鳥飼委員

めて慎重な検討をお願いをしておきたいと思い

ます。

それと、先ほども、施設が老朽化をしてとい

うことで指定管理者のほうからいろいろ声が上

がってきていますということがありました。ま

だ確定ではないんですけれども、埼玉県ふじみ

野市のプール事故というのがありましたね、小

さい子供さんが吸水口に吸い込まれて死んだと

いう。これは指定管理者ではなくて、市の課長

さんの責任が一審判決では刑事的なものを問わ

れているという現状がございます。これはもち

ろん今から高裁、最高裁というふうにあるんで

しょうけれども、そういうところにもかかわっ

てくるんですが、そこ辺の検討は十分されてい

るのかどうか、お尋ねしたいと思います。

安全管理面ということで○米原行政経営課長

よろしいんでしょうか。今お話のありましたふ

じみ野市の事故を踏まえまして、これはもちろ

ん指定管理者ではなかったんですが、市が委託

をしている施設であったわけですが、昨年、そ

の状況を受けまして、１つは、施設所管課の担

当者会議、担当者を集めた会議を開きまして、

、 、施設運営をする上での安全点検体制 安全管理

あるいは危機管理マニュアル等の整備というよ

うなことで、もう一度指定管理者にしっかりと

指導していただきたい、利用者の安全確保と事

故の未然防止対策に万全を期していただきたい

ということでお願いをしたところであります。

そして、いずれの施設も、名前はいろいろあり

ますが、マニュアル、規定等を整備をして、内

部的ないろんな体制も整備をしたところでござ

います。

この分で最後に要望しておきます○鳥飼委員

けれども、先ほども４億円の経費削減になった

と。経費のところだけで評価をするのではなく

て、もちろん経費のところの評価も必要でしょ

、 、うけれども 施設が効率的に使われているのか

県民にとって使われやすいのか、その施設とし

ての目的を果たしているのか、そういうことも

ひっくるめて十分検討していっていただきたい

と思います。これは要望にとどめておきたいと

思います。

そのほかありませんか。報告事○中野委員長

項はありませんね。議案でもいいですよ。

税務課にお聞きしますけれども、○外山委員

離島振興法と半島振興法、これは該当地域は宮

崎はありましたっけ。

半島振興法の地域につきまし○後藤税務課長

ては、大隅半島の一部ということで、串間市と

南郷町が入っております。それから離島につき

ましては、築島と大島と島浦です。

これは免除ですか 不均一課税取っ○外山委員 、

ているんですか。

離島振興法につきましては課○後藤税務課長

税免除になっております。これは事業税と不動

産取得税が課税免除ということであります。事

業税につきましては３年間であります。それか

ら、半島振興法につきましては、不均一課税と

いうことで、事業税につきましては事業税を初

年度２分の１、２年度が４分の１、３年度が８

分の１減額するということになっております。
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これにあるとおり、地方交付税で○外山委員

原資を補てんされるわけですね、県のほうで。

書いてあるとおりですね。結構です。

ほかに。○中野委員長

聞かんでおこうかなと思ったんで○中村委員

すけど、６月補正後の基金残高が412億円という

ことで、私は今さっき思ったんだけど、基金の

、積み立てで３つあったような気がしたんだけど

、 、財政調整基金があり 減債基金積立だったかな

特定基金積立というのがあって積み立てておっ

たような気がしたんだけど、これは一括でこの

基金になったわけですかね。

ここで412億円と申しています○和田財政課長

のは、財政課で所管しています４つの基金の合

計ということで412億。今、委員からもお話がご

ざいました財政調整積立金、県債管理基金、県

有施設維持整備基金、県21世紀づくり基金、こ

の４基金を合計して412億円ということで申し上

げました。

３つあったのかなと思っていたん○中村委員

ですが、まだこの基金のほかに、４つの基金が

ほかにあるのかなという気がしたものだから。

これを合わせたのが412億円に当たりますよとい

うことですね。

県といたしまして、財政課の○和田財政課長

所管している４基金のほかにも、それぞれ特定

の目的の基金という形で幾つかの基金は別途所

管はしているところでございます。

それは何と何があるんですか。○中村委員

それ以外のすべての基金の合○和田財政課長

計の年度末の残高を申しますと、583億円という

ふうになっております。

583億円ですか。○中村委員

財政課所管４基金を入れて、○和田財政課長

含めて583億円です。

ということは、この412億円で、次○中村委員

の予算編成が非常に厳しいよという中でもほか

の基金を取り崩すことができると。

基本的に、それ以外の基金に○和田財政課長

つきましては、それぞれ目的に応じて、その目

的のために取り崩している基金ですので、財政

課所管の４基金のように自由に何でも使える基

金ではありません。財政的に非常にお金に困っ

たのでそれ以外の基金を取り崩してそれに充て

るということは基本的にはできない基金という

ふうに御理解いただければと思っています。

さっき昼休み時間に、減債基金積○中村委員

立、財政調整基金積立、その他特定基金積立と

いうふうに出てきたものだから、このほかにも

あったかなということで質問しました。その４

つの基金が一緒になってこの基金ということで

あると。目的が定められた基金がほかにまだあ

りますよと、こういう解釈でいいんですね。

財政課長、職員の退職金ですね、○黒木委員

これは積立金ですか、基金ですか、積立金にな

るんですか。

退職金という形で限定した積○和田財政課長

立金につきましては、本県ではつくっていない

というような状況になっています。

市町村においても今から団塊の世○黒木委員

代で退職者が非常に多くなる。県もそうですけ

れども、この退職金の手当てですね、これから

非常に大きくなると思うんですが、そこあたり

の手当てはどういうふうに考えていますか。

基本的には、退職金も含めて○和田財政課長

すべての歳出について、現在ある４基金412億円

の中で何とか調整して運用していくというのが

基本でありますけれども、近年、本県以外の他

県におきましても、団塊の世代の方の退職を中

心として退職手当が財政状況を圧迫していると
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いう状況がございますので、退職手当債という

ものが近年大きく認められておりまして、本県

におきましても、今年度予算におきまして30億

円を措置いたしておりますし、そういったもの

の活用も含めてそのあたりにつきましてはやっ

てまいりたいというふうに考えております。

これから数年間、団塊の世代で退○黒木委員

職者も多くなりますが、いずれにしても借入金

ですね、３年間ぐらいでどれくらいの見込みが

あるんですか、退職者等そういう基金の状況に

ついては。

18年度の知事部局の○岡村部参事兼人事課長

退職者は183名でございました。これから先は見

込みでございますけれども、19年度が229、20年

度が212、21年度が208と、19、20、21までが200

台で推移するのではないかと思っております。

これはあくまでも見込みでございますので、か

なり変わってくると思いますけれども、そうい

うことで、この19年度から21年度までについて

は財政的な手当てとかも必要になってくるので

はないかと思っております。

その他、何かありますか。○中野委員長

もしお答えできれば人事課長、お○鳥飼委員

答えをお願いしたいと思うんですけど、適正な

定員管理ということで、知事部局に限って言え

ば、19年度現況値が4,097名、委員会の資料の36

ページですけれども、これの大卒、短大卒、高

卒、その他というのがもしわかればお答えいた

。 。だきたいと思います わからなければ結構です

概ねでもいいです。

今手元に資料がござ○岡村部参事兼人事課長

いませんので……。

私の推測というか、大卒の方が一○鳥飼委員

番多いのかなと思っていまして、高卒の方が１

。割か２割ぐらいかなというような感じなんです

、 、比率としてはそういう状況なんですが それで

総務部長がおられますけれども、部長になって

。おられる高卒の方というのはおられるんですか

現在の部長級では高○岡村部参事兼人事課長

卒の方はおられないです。

突然の質問でびっくりされたで○鳥飼委員

しょうけれども、これまでも、私が議員になっ

て15～16年なんですけれども、恐らくおられな

かったかなと思うんですけれども、課長が記憶

している範囲で結構なんですが、恐らくおられ

ないんじゃないかなと思うんですが どうでしょ、

うか。

私どもの把握してい○岡村部参事兼人事課長

る範囲ではいないと思います。

やはり高卒の人にもそういう道を○鳥飼委員

開くというか養成をしていくということが大事

じゃないかなと思うんですけれども、そこはど

うでしょうかね、どういうお考えなのか、お聞

かせいただきたいと思います 部長でいきましょ。

うかね。

基本的には大卒程度、現在の○渡辺総務部長

試験区分で言えば大卒程度ということで、中央

省庁の一種に相当するわけですけれども、基本

的には幹部候補生として採用しているわけであ

りますので、過去、高校卒業程度で入られた方

で、私の記憶する限りでも多分部長になられた

方はいないんじゃないかなと思います。ただ、

あくまでもそういったことで採用はしておりま

すけれども、高校卒業程度でお入りになった方

であっても当然能力の高い方もいらっしゃるわ

けですから、その辺についてはやはり適材適所

という考え方で留意しておかなければいけない

のかなというふうに考えています。

今、非常に採用が少なくなってき○鳥飼委員

たんですけど、高卒程度の学歴の人というのは
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今40人ぐらいですね、行政職で。20人か、もっ

。 。と少ないですか 今とっておられるんですかね

18年度で高卒程度に○岡村部参事兼人事課長

つきましては、一般事務、土木で競争試験にお

いては４名でございます。18年度は４名でござ

います。

全員で何名ですか。○鳥飼委員

、 、○岡村部参事兼人事課長 全員では 18年度は

これは途中で選考試験とかあるものですから、

いわゆる競争試験ということに限らせていただ

きますと、44名でございます。18年度の採用は

すべて入れまして44でございます。

約１割ということですね。やはり○鳥飼委員

高卒の人も採用していくという道は開いておっ

ていただきたいと思いますし、部長にもお願い

なんですけれども、部長級に登用していくとい

う道もぜひ開いていっていただきたいなと思っ

ておりますので、これは要望ですが、受けとめ

ていただきたいと思います。

それで、不適正な事務処理、預けの問題がい

ろいろ議論をされたんですけど、庶務関係とい

いますか、そういうところにおられる方という

のは高卒の方が結構おられるんじゃないかと思

うんですけれども、そこ辺の配置状況はどんな

でしょうか。そんなふうなとらえ方でいいんで

しょうか。

御指摘のように、や○岡村部参事兼人事課長

はり庶務をやられている方というのは高卒の方

が多いということは言えると思います。実数は

把握しておりません。

預けの議論についてはいろいろや○鳥飼委員

りましたけれども、是正をすべきところは是正

すべきだと思っているんです。今後が大事だと

思っているんです。今、事業をしていく、事業

をする、事業課の中でそういう下支えをしてく

れている人たちというのがいて初めて事務所が

回っていく。雨漏りのお金をどうするのか、本

庁から金くれないといったときに、やりくりを

する中でこういうことも生じてきたんだろうと

いうふうに思っています。戦後の右肩上がりの

中でですね。そういう苦労もあるということで

すし、ぜひそこも押さえていただいて、登用へ

の道も、課長までは今なられておられるようで

すけれども、ぜひ部長のほうにも登用ができる

ように努力をしていただきたいと思っておりま

す。以上です。

その他ありませんね。○中野委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして総○中野委員長

務部を終了いたします。執行部の皆様には大変

御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時９分休憩

午後２時27分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

採決の日時につきましては、あすの13時30分

としたいのですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたします。

その他何でも結構ですが、ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもちまして本日の委員会○中野委員長

を終了いたします。お疲れさまでした。

午後２時28分散会
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平成19年６月22日（金曜日）

午後１時25分開会

出席委員（９人）

委 員 長 中 野 明

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 中 村 幸 一

委 員 星 原 透

委 員 黒 木 覚 市

委 員 外 山 衛

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 河 野 哲 也

委 員 川 添 博

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議事課主任主事 今 村 左千夫

委員会を再開いたします。○中野委員長

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

、 。しょうか それとも一括がよろしいでしょうか

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

。○中野委員長 それでは一括でよろしいですね

議案第１号、第６号及び第７号、第９号、第11

号、第13号、報告第１号及び第２号につきまし

ては、原案のとおり可決または承認することに

御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○中野委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号、第６号及び第７号、第９号、第11

号、第13号、報告第１号及び第２号につきまし

ては、原案のとおり可決または承認すべきもの

と決定いたしました。

、 。次に 閉会中の継続審査についてであります

。閉会中の継続審査についてお諮りいたします

総合政策及び行財政対策に関する調査について

は、継続審査といたしたいと思いますが、御異

議ないでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、その旨○中野委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてであります

が、委員長報告の項目として特に御要望等あり

ませんでしょうか。

基本的には正副委員長に一任しま○鳥飼委員

すけど、私が質疑の中で言いましたように、倫

理規程のところですね、非常に縛るというか、

必要な情報交換もできんようなシステムになり

ましたから、割り勘でも絶対だめということで

すから、それはそれでいいとして、もう出てき

ているから。ただ、トップの犯罪というのを、

去年の安藤さんの官製談合事件をもう二度とや

らないというシステムをやはり県のほうでも何

か盛り込んでいくべきじゃないかと 何かつくっ、

ていくべきじゃないかというのは入れておいて

いただきたいと思います。

ちょっと休憩いたします。○中野委員長

午後１時28分休憩

午後１時29分再開

再開いたします。○中野委員長

それでは、そういう趣旨を含んで作成したい

と思いますけれども、あとは委員長、副委員長

に任せてもらってよろしいですか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

ありがとうございました。それ○中野委員長
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では、そのようにいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時30分休憩

午後１時46分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

７月20日の閉会中の委員会につきましては、

不適正な事務処理に関する調査の中間報告等の

内容で委員会を開催することにいたします。御

異議ありませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○中野委員長

す。

次に、県外調査につきましては、今、休憩中

に議論いただきましたので、その線に沿って案

をつくります。後日連絡いたしますので、よろ

しくお願いいたします。

県外調査については、正副委員長に一任とい

うことでよろしいですか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

その他のその他、何もありませ○中野委員長

んか。

その他で、今回、皆さんの御協力○鳥飼委員

と委員長の御理解もあって知事に来ていただい

て議論することができました。テレビでも見た

んですけれども 異例の異例のということを言っ、

ておられて、執行部もそんな感じなんですね。

しかし、私は、副議長が質問に立ったように、

議会もそうやって変わろうとしているわけです

、 。から 当局も変わってもらわなくちゃいけない

それぞれの委員会でトップに聞きたいこととい

うのは出てくるわけですから、これは異例じゃ

なくて、その都度やっていくような形に持って

いってもらいたいと思いますし、向こうもそう

いう協力もしてもらいたいと思います。委員長

会議とかいろんなところでもあれば、そういう

ふうにつくっていったらどうかなというふうな

ことで要望しておきたいと思います。

そういうのは議運とか幹事長、○中野委員長

何かそういう話の中ではできんとですか。

改革委員会はどなたか出ておられ○鳥飼委員

るんでしょう。

小委員会がある。○黒木委員

小委員会か何かで。全体の話だ○中野委員長

から、できたらそういうところで。

かなり風圧が来たと思います。知○鳥飼委員

事に来てもらうことに。

何か言われたんですか。何で○松村副委員長

知事を呼ぶんですかと。

極端な言い方をすると、知事に○中野委員長

聞いてもらわんといかんということは例のシー

ルの件だけだから、それだけに限定してくれと

かいろいろ。向こうとしては、知事を呼ぶから

、にはそれなりのぴしっとした理由づけがないと

鳥飼さんと反対の話、どこでもここでも呼ばれ

ると困るという話になっているんです。

知事は関係ない。知事がいろいろ○星原委員

言って自分たちにいろんなことが負担かかって

きたりすることのほうを怖がっている。呼ばれ

て、予算面で言われて、やりましょうと言われ

たら、自分たちは大変ですよと。

きのう、財政調整基金やら基金が○中村委員

今４つあったと言いましたね。後で考えたら、

基金を一緒にすることはできない部分があるん

ですよ。500何億あると言った。400何億といっ

て、あと100億使い道は違うけど隠しているじゃ

ないかと なぜそこまで言わんかったかなと思っ。

て。ちょっと調べてみますね。

それは何か一覧に載ってたです○中野委員長

よ。商工であれば、ＩＴ高度化研修事業で基金



- 87 -

にしているわけです。事業そのものを基金制度

でしているのがあるわけです。それは特定のそ

の事業だけの基金なんです。

その他の基金というのがあるんで○中村委員

すよ。

それがその他の基金です。○中野委員長

それがあるなら、その他の基金で○中村委員

ありますと言うべきだったなと思って。調べて

みますわ。

この冊子の中にその他の基金が○中野委員長

一覧表で載っていたですよ。

委員長、それを今度の20日に我々○黒木委員

の委員会の中で。

４つ基金を一緒にしたと。一緒に○中村委員

したなら、ほかに基金があるはずがないと思う

わけ。３つと思っていたけど、４つあったとい

うから。１つの基金をあと400何ぼしか残ってい

ない基金に一緒にしたんであれば、ほかに100億

ぐらいの基金があるというのがおかしいじゃな

いかと。舌足らずだったけど。後で考えたら、

あれっと思ったんだけど。私のほうも調査して

みます。

それは予算の議決を経て特定目○中野委員長

的に入れているから。どうせそれをするんだっ

たら、一緒に、毎年200億とか基金取り壊して予

算組んで、毎年年度末にはまた同じ金額ぐらい

補正で入れているわけ。だから、基金が減らん

わけ。安藤さんのときから言っていた。ゼロに

なったらいかんと。崩してまた同じぐらい入れ

る。というのは、公共工事の国の予算がつかん

かったといってまた戻す。

我々が一番今までだまされてきた○中村委員

のは、これだけ景気雇用対策等で予算を組まれ

て、こんなに組んでいいのかと。いや、これは

有利な地方交付税で措置されますということで

ずっと来た。今約１兆円近い、9,000億円ぐらい

の県債の中にあるわけだけど ６割ぐらいは返っ、

てくると。5,400億か、それからすると14番目ぐ

らいよな、県債残高の、借金の少ない方にすれ

ば。そういうことのからくりはただしておかん

といかんと思う。

それは20日にやろう。そういうこ○黒木委員

とも含めて。資料要求しておこう。

予算編成についてということで○中野委員長

すか。予算の仕組みか、枠組み。

、 。○黒木委員 内容については 基金等について

さっき言った和歌山の副知事に○中村委員

なった原さん、彼が財政課長のときに来てぺら

ぺらしゃべる。１期生か２期生がおかしいがね

と言うわけよ。国から来るんです、これは交付

税措置されるんですと。有利な交付税は７割も

あるんですと。あれからだまされてどんどん膨

らんできたんですね。

委員会を終了いたします。○中野委員長

午後１時55分閉会




